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午前10時00分 開議 

○山田庫司郎委員長 おはようございます。 

本日の出席委員は14名で、定足数に達しており

ますので、ただいまから、本日の委員会を開きま

す。 

 本日の委員会には、次の委員から遅参の届出が

ありましたので、報告いたします。 

 遅参、栗田政男委員、30分。 

 それでは早速、本日の日程であります一般会計

の歳出のうち、民生費、衛生費及びその特定財源

に関する歳入の細部審査に入ります。 

 質疑のある方、挙手を願います。 

澤谷委員。 

○澤谷淳子委員 おはようございます。 

 それでは、予算説明書の67ページ、新生児子育

て応援祝金支給事業、これから質問させていただ

きます。 
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 まず、新規事業ということで、いつ出生した赤

ちゃんから対象になるかなど、事業内容を教えて

くださいますでしょうか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 内容についてでご

ざいますが、次代を担う子の健やかな育成と子育

て世帯の経済的負担の軽減を目的として、令和３

年４月以降出生した新生児を対象として１名につ

き５万円を支給する事業となります。他の市町村

では、居住要件などを設けているところもありま

すが、当市では特にそれの制限は設けないように

考えております。しかし、同じ子育てになります

ので、保育料の滞納世帯については納付相談を行

っていただいてから支給を検討したいと思ってお

ります。 

○澤谷淳子委員 それでは、今までの20リットル

のごみ袋の支援はなくなるということでしょう

か。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 これまでの、いわ

ゆるごみ袋、乳幼児世帯生活応援事業につきまし

ては、事業目的が同じ子育て世帯への軽減、経済

的軽減の負担ということになりますので、今回の

目的と同じため、ごみ袋のほうは廃止しまして、

祝い金の支給となります。 

○澤谷淳子委員 今、お一人５万円ということ

で、多胎児、双子ちゃん、三つ子ちゃんの場合

は、このお祝い金は一人５万円で変わらないので

しょうか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 今回出生児１名に

つき５万円ということにしておりますので、多胎

であっても同じ同額の５万円ということになりま

す。 

○澤谷淳子委員 新規事業ですので、一人５万円

を決める際に、確かにごみ袋より現金がいいとい

うお話もあれば、いやいやごみ袋は助かるという

両方のお話を聞いたことがありました。それでほ

かのまちでは、そういうベビー用品の提供とか有

料の支援サービス何万円分とか、そういうものを

赤ちゃんが産まれたときのお祝いにつけたりする

まちもあるのですけれども、検討の中に現金以外

のそういうようなことは考えたことはなかったで

しょうか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 確かにごみ袋、１

度に２年分のごみ袋をもらうと置き場がないと

か、紙おむつを使わない家庭もありますので、そ

のような声もあったことから、目的にあった使用

をされていないという課題がありましたので、今

回こちらの事業を検討するに当たり、ごみ袋や、

先ほどおっしゃっていたようにベビー用品など、

そういう使途を限定せずにそれぞれの御家庭の状

況にあって、紙おむつなど、ミルクなど、そうい

う家庭に合わせた使い方ができる支援ということ

で現金の給付にさせていただきました。 

 しかし、今後、意見等をお聞きしまして、より

ニーズに合った給付を検討していきたいと思って

おります。 

○澤谷淳子委員 実施してみて、今後、例えば多

胎児の場合、少し増額とか、ほかのもののサービ

スなんかと置き換えるとか、皆さんの要望がまた

出てきましたら、ぜひ検討をお願いしたいと思い

ます。 

 それでは次に、71ページ、不育症治療助成事業

ですね。こちらは昨年と同額なのですけれども、

国は令和３年度予算に不育症の検査に１回当たり

５万円を上限に支給する制度が創設されました。

しかし、これ流産経験された妊産婦さんにとって

は大変申請自体がデリケートな制度なのですけれ

ども、認識をちょっとお伺いいたします。 

○永森浩子健康推進課長 不育症治療費助成事業

につきましては、北海道が平成29年度に開始し、

当市におきましても平成31年度より不育症に関す

る治療や検査を受けている方への経済的負担を軽

減するために助成事業を行っております。 

 実績等はまだありませんが、不育症の検査及び

治療に要した費用に対して、１回につき10万円を

限度に助成することとしております。 

 議員がおっしゃるように、大変デリケートな内

容でありますし、不育症自体に気づかないですと

か、現在治療のできる医療機関が身近にないなど

の課題もあるため、道や医療機関と情報交換を図

りながら、今後も助成事業の周知に努めてまいり

たいと思います。 

○澤谷淳子委員 そうですね。流産の全体の65％

は原因不明で、治療をするということもあまり考

えないとは思うのですが、もし治療をするとなる

と先進医療の染色体検査などがあるそうです。そ

れらは保険適用外で医療費の負担も検査だけでも

高額になります。網走は国や道、今おっしゃった

のですけれども、別に加算されるというような考

えなのでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 北海道による助成の決
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定を受けた方に対して市は助成するとしておりま

す。市独自で行っている支援事業でありますの

で、来年度国が行う助成との併用は可能だと思い

ます。 

○澤谷淳子委員 そうすると、網走のまちという

より、網走以外の大きなまちの病院で自分で検

査、治療を受けたいなという場合は、この助成は

受けられるのですか。 

○永森浩子健康推進課長 もちろん、市外の医療

機関でも受けられるようになっております。 

○澤谷淳子委員 わかりました。本当にこういう

デリケートな申請こそ、周知だけは届くようにし

ておいて、１日も早くオンライン申請ができるよ

うになれば、治療を諦めずに大きなまちへ行って

治療を受けられるということも考えられますの

で、本当にオンライン申請、早くなるといいなと

思っております。 

 それでは次に、77ページの紙おむつ等運搬事業

について質問させていただきます。 

 ここも新規事業になっていました。紙おむつ類

ごみを今の網走の埋立ごみを減容化するために、

大空町で焼却に持っていくということですが、ま

ず事業内容を教えてくださいますでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 紙おむつ等運搬事業及び

紙おむつ等焼却処理負担金でございますが、網走

市の処理施設で発生しています紙おむつや指定ご

み袋、リサイクル施設から発生する燃える残渣を

焼却することとしておりまして、委託焼却を大空

町にお願いする内容となっております。 

 燃やすごみの量ですが、大空町の可燃ごみと同

量の600トンを想定しておりまして、現状では全

てのおむつを持っていく状況ではない内容となっ

ております。 

○澤谷淳子委員 一応、そうすると回収の日にち

とか市民の皆さんが何か変えなければいけないと

いうことは特別ないのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 今回のこの事業におきま

しては、施設の中で分けて出てくる可燃ごみを持

っていくということで、市民の方に負担を与える

ことはない内容となっております。 

○澤谷淳子委員 それでは、これは質問というよ

り、私、以前から一般質問させていただいていた

のですけれども、今回近郊のまちが、紙おむつ類

ごみは指定ごみ袋を使わずに市販の透明とか半透

明の袋に入れて、ごみステーションに今出すよう

になっています。つまり無料収集を行っていま

す。よく調べてみますと、全てそれをやっている

まちは、埋立てではなくて焼却処理をするまちが

そういうことをやっていまして、近郊以外のほか

のまちもどんどんここ数年の間に無料収集にして

います。これを機会に網走も検討というか、そう

いうことはできませんでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 網走市では紙おむつの分

別を、平成29年４月の分別変更の際に行っており

ます。その際に収集手数料を改定しまして、それ

まで１リットル当たり２円だった手数料を１リッ

トル当たり1.6円軽減した経過がありまして、ま

た市内全域、改訂前までは郊外地区は週１回の収

集だったのを全ての地域で週２回の収集をする内

容に変えております。また、使用済み紙おむつ類

の中にはペットシートだとか猫砂も入れて出すこ

とができる。また、生活保護の世帯については指

定ごみ袋を支給しているなど、一定の支援をして

いることから、当面は現行の方法で処理をしてい

きたいと考えております。 

 ただし、委員から御指摘ありました近隣の自治

体では、北見、美幌などでは無料収集しておりま

すので、おむつの分別状況は聞き取って、支援の

状況については確認をして、勉強といいますか、

研究をしていきたいと考えています。 

○澤谷淳子委員 了解しました。ぜひ、先ほど一

部しか、まだ一部だとも言っていましたので、完

全焼却になるときが来たときは、当市も紙おむつ

類だけは無料収集になるように検討、研究をぜひ

よろしくお願いいたします。 

 以上で、質問を終わります。 

○山田庫司郎委員長 いませんか。 

 石垣委員。 

○石垣直樹委員 おはようございます。 

○山田庫司郎委員長 石垣委員、一度着席してか

ら発言願います。 

○石垣直樹委員 すみません。 

 それでは、昨日に引き続き、予算について質問

をさせていただきます。 

 予算書の65ページ、高齢者等買物弱者対策事業

について、事業の内容をお示しください。 

○高橋善彦介護福祉課長 高齢者等買物弱者対策

事業の内容でございますけれども、こちらは高齢

による体の衰えや商業施設の集中化、運転免許証

返納、公共交通の状況により、今後移動手段の確
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保が難しい買い物弱者の増加が見込まれるため、

現行サービス以外の買い物弱者対策を目的とした

新規事業でございます。 

○石垣直樹委員 それでは、現行サービスと本年

度実施する現行サービス以外のサービスについて

教えてください。 

○高橋善彦介護福祉課長 現行のサービスとしま

しては、介護保険サービスの訪問介護ですとか、

買い物支援サービス、買い物リハビリといったも

のがございます。今回の新規事業の中身につきま

しては、地域のニーズを把握するとともに、民間

事業者との協働により、移動販売の対象拡大地域

に向けた協議をすすめるとともに、宅配などの既

存サービスを広く市民に周知していくものでござ

います。 

○石垣直樹委員 高齢化が進み、買い物弱者が間

違いなく増えていく中で、本当にすばらしい事業

だと思っております。しかしながら、この事業に

関連して、民間で営業されている方もいらっしゃ

います。その民間業者との兼ね合いについて検討

されていることがあればお示しください。 

○高橋善彦介護福祉課長 ほかの同業の事業者へ

の説明と意見を聴取しながら、十分に配慮の上、

事業を推進してまいりたいと考えております。 

○石垣直樹委員 民間事業者との住み分けをしっ

かりして、本事業を進めていただければと思いま

す。 

 続きまして、同じページの老人クラブ運営補助

金についてお伺いいたします。 

 老人クラブの運営補助として292万5,000円計上

されておりますが、これは老人クラブに加盟する

老人、一人当たり幾らになるのでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 こちらの運営補助金に

つきましては、クラブ割と会員割というものが存

在しまして、クラブ割につきましては、１クラブ

当たり３万6,000円、会員割につきましては、一

人当たり910円というような積算でございます。 

○石垣直樹委員 この件につきましては、昨年も

栗田委員からございましたが、老人クラブの会員

から言われます。網走に生まれて、網走で育ち、

そしてこの歳になって、今老人クラブで楽しんで

いるのだけれども、年間900円しかもらえないの

だと。もう少し上げてくれれば活動の幅が広がっ

て楽しい思いができると。ぜひとも、ここの増加

について検討できるのであれば検討していただき

たいと思うのですが、どのようにお考えですか。 

○高橋善彦介護福祉課長 昨年のこの予算等審査

特別委員会におきましても御議論いただいたとこ

ろでございますが、その後、道内の自治体の状況

を把握するとともに、補助金の算出根拠の明確化

や補助金の在り方につきまして、網走市老人クラ

ブ連合会役員及び事務局と意見交換を現在行って

いるところでございます。各クラブの補助金に対

する意見や課題等を把握するため、この市老連役

員と調整を図りながらアンケート調査の実施に向

けて現在準備を進めているところでございます。 

○石垣直樹委員 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、67ページ、新生児子育て応援祝金

支給事業についてお伺いいたします。 

 先ほども澤谷委員からございましたが、新生

児、経済的負担を軽減するために５万円を支給す

るという事業かと思いますが、経済的負担を軽減

することでどのようになるのでしょうか。お考え

をお示しください。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 軽減的負担、こち

らのほうで先ほど紙おむつやミルクなどを買って

いただいて、少しでも子育て、全部にはなりませ

んけれども、少しでも子育ての経済的な負担を軽

減するための事業として開始するところでござい

ます。 

○石垣直樹委員 それでは、現在は経済的負担と

思っている方が多いという考えでしょうか。 

私たちは子供を産んで、子供のために頑張って

働いておりますが、子供がいることでそれは負担

だと感じているというような、そこに対しての祝

い金なのでしょうか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 お子さんを育てる

ということは負担ではないのですけれども、少し

でもそこで何かお子様のために何かを買っていた

だくということが、子育て世帯のためになるとい

うことで、経済的負担という意味と、あと市から

の出生のお祝いという意味で祝い金という形にさ

せていただいております。 

○石垣直樹委員 最初の質問に戻りますが、経済

的負担を軽減されることでどうなってほしいの

か。また、子育て世帯の５万円を給付することで

子育て世帯のためになるためになっていただいた

方はどう感じてどうなるのか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 ひいては出生率の

上昇ということにつながれば、こちらとしては大



 

－ 66 － 

変喜ばしいと思っております。こちらの事業、一

応お祝いする意味を込めて、そしてさらに出生率

もひいてはそちらのほうにつながればと思ってお

ります。 

○石垣直樹委員 出生率の増加のために資する事

業であればいいというふうな答弁をいただきまし

たが、まさに私もそう思っておりまして、こうい

った事業が網走の出生率向上のためにつながれば

いいなと思っております。 

 そう考えていったときに、本当にこの５万円と

いう額が妥当なのかなと。この５万円の事業があ

るから網走市で子供を産もうというふうになるの

かなと考えたときに、若干疑問が残ります。ここ

は思い切って、新生児一人当たり100万円を支給

するとか、そういった大胆な施策がこの網走市の

出生率向上のためのインパクトになるのかなと思

いますので、本年はこの５万円の事業を通じて検

討できれば検討していただければと思います。い

かがですか。検討できますか。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 ただいま、出生率の向

上というお話をさせていただきましたけれども、

この新生児子育て応援祝い金支給事業につきまし

ては、あくまでお祝いというような趣旨で給付す

るものであります。そして、この事業につきまし

ては、時限的なところで創設した事業でありまし

て、これから子育てのニーズ、様々なところを把

握しながら、また新たな事業というところも想定

しながら検討していきたいと考えてございます。 

○石垣直樹委員 わかりました。あくまでも時限

的なお祝い金支給の事業であるということで認識

いたしました。 

 私からの質問は、以上でございます。 

○山田庫司郎委員長 村椿委員。 

○村椿敏章委員 それでは、質問させていただき

ます。 

 61ページの障がい者就労支援事業31万円、就労

実態調査となっておりますが、内容についてお示

しください。 

○結城慎二社会福祉課長 障がい者就労支援事業

の事業内容でございますけれども、ここ数年、障

がいのある方、あるいは家族から就労に関する相

談が増加しているところであります。併せて日体

大高等支援学校の卒業生の就職先の確保等、当市

にとって障がいのある方の就職先の確保というも

のが喫緊の課題であると認識しております。 

 こうした状況の中で、令和３年度において市内

企業等を対象として障がいのある方の就労に関す

るアンケート調査を行いたいと考えております。 

 また、そこで、そのアンケートによって明らか

になった就労の実態、あるいは課題について、そ

の後、就労支援講習会を連続開催いたしまして、

その課題の解消あるいは理解促進を図っていきた

いと考えております。 

○村椿敏章委員 わかりました。就労の実態につ

いて、ハローワークのほうに確認したところで

は、網走市内の就労の状況ということについては

わからないという回答もありました。何とかこの

就労の状況を上げていくためにも実態調査をし

て、そしてそこをどうやって増やしていくかとい

うところにつなげるということで、大変いい事業

だと思います。よろしくお願いいたします。 

 引き続きまして、63ページの障がい者基幹相談

支援センター運営事業629万円ですが、今回、ハ

ートプラン、その中にも書いてあったと思うので

すが、実際いつから行うものなのか。あと事業の

概要についてお示しください。 

○結城慎二社会福祉課長 この事業については、

現在策定中のハートプランにも掲載をさせていた

だいておりますけれども、この地域において、網

走市、斜里町、小清水町、清里町、大空町の１市

４町共同によりまして、地域の障がいがある方の

相談の中核施設であります基幹相談支援センター

を設置するものでございます。 

 具体的な時期等につきましては、この議会で予

算を議決いただければ、その後受託法人を決めさ

せていただいて、年度明け、早い段階で設置をし

たいと考えております。 

○村椿敏章委員 受託法人に委託するということ

になるということですね。この基幹相談支援セン

ター自体がどういう役割を担うのでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課長 基幹相談支援センター

は、国が進める障がいのある方に対する重層的な

相談支援において、基礎的な相談支援である計画

相談支援、そして市町村の直営もしくは委託で行

われる一般的な相談支援の上位に位置づけられ

る、地域における相談支援体制の整備や社会支援

の開発などに該当するものです。 

 具体的には総合的、専門的な相談支援の実施、

地域の相談支援体制の強化の取組、地域移行・地

域定着の促進の取組、権利擁護、虐待防止などの
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業務を行うというということになります。 

○村椿敏章委員 この支援センターのことを若干

調べて見ると、虐待防止というところが大きいの

かなと。なぜ、その虐待が起きるのか、その辺に

ついても専門の知識を使って、相談を受けている

という内容だったのです。ぜひ進めていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

 次の質問に移ります。 

 77ページのリサイクルセンター運営事業。今

回、初めてではないですけれども、プラスチッ

ク、包装プラスチック、分別をしておりますが、

そのプラスチックの受入先が一つ、協会があると

いうのですけれども、その中で処理のされ方が二

通りあるという話だったと思うのですが、今の温

暖化防止のために、焼却等、燃やす燃料にしてい

くというのではなく、やはり再利用する方向で網

走市は考えていったほうがいいと思うのですけれ

ども、その点について伺います。 

○近藤賢生活環境課長 容器包装プラスチックの

再資源化の方法についてでございますが、北海道

内では再資源化の先は当麻町のプラスチックリサ

イクル施設で改めてまたプラスチックとして使う

再資源化と、室蘭市の製鉄所でのコークス炉化学

原料化の二通りとなっております。 

 当麻町のプラスチックリサイクルは、また新た

に製品が出てくるので、目に見えてリサイクルと

いう形になっておりますが、室蘭市の製鉄所で

も、こちらの技術を駆使して燃料の代わりに、た

だプラスチックをただ燃やすだけではなく、燃料

として再利用しているという形になっておりま

す。 

 また、容器包装プラスチックの引取先は国が指

定する法人の容器包装リサイクル協会の入札によ

って行われております。そのため、自治体がこっ

ちの業者にお願いしたいとか、選択できない状況

となっております。 

 市としましては、適正な分別をして、適正な状

態で協会に引き渡すことを進めてまいりたいと考

えております。 

○村椿敏章委員 仕組み自体がそのような形にな

っているということなのでしょうけれども、温暖

化を防ぐという意味でも、熱利用ではなく再利用

というところで、ぜひ網走市も考えていってほし

いなと思います。 

 あと、一番はプラスチックがない世界、脱プラ

スチックの方向もやはり考えていければと思うの

ですが、脱プラスチックについては、網走市とし

てはどういうふうに考えているのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 プラスチックを使わない

取組ですけれども、網走市としましては、これま

でレジ袋を使わないでくださいというお願いをし

ていたところですが、レジ袋が有料化されてマイ

バックが普及してきたなという形では進んでいる

と思います。 

 これからも、できるだけプラスチックのごみに

ならない暮らしを進めていくということは、廃棄

物減量化懇話会、また環境保全審議会の中で提案

させていただいて、ごみを出さない取組を進めて

まいりたいと考えております。 

○村椿敏章委員 わかりました。そのようにお願

いします。 

 最後になりますが、今コロナウイルス感染症が

さらにまた拡大しつつあります。新たな変異株も

発見されるなど、市民の方もコロナウイルスの感

染については非常に心配しているところです。そ

んな中、網走市は抗原検査を行うことになりまし

たということですが、今回代表質問の中で、高齢

者施設などでクラスターが発生しないようにする

ためにこの抗原検査をするのですという答弁だっ

たと思いますが、今現在、この抗原検査について

どのような状況なのか伺います。 

○永森浩子健康推進課長 １月下旬に網走厚生病

院に抗原定量検査機器が導入されまして、網走厚

生病院と連携を図りながら、２月９日から検査を

開始しております。検査につきましては、昨日ま

でで280件となっております。 

○村椿敏章委員 もう一度お願いします。聞き取

れなかったので。もう一度お願いできますか。検

査についてはというところが。 

○永森浩子健康推進課長 検査件数につきまして

は、昨日までで280件となっております。 

○村椿敏章委員 280件ということですね。当初

の検査件数の予定が何件だったかというのは、よ

くわからなかったのですが、当初の予定件数は何

件でしたか。 

○永森浩子健康推進課長 予算上の人数になりま

すけれども、施設、あと市民の方、事業所等含め

まして4,800人となっております。 

○村椿敏章委員 4,800人の予定で、この後、ま

た来年度に向けても随時進めていくということな
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のでしょうが、今も現在進んでいるというところ

ですね。あまりこの検査が進んでいないように私

は思うのですけれども、その進まない理由などは

ありますか。 

○永森浩子健康推進課長 ２月から検査が開始し

まして、検査件数も徐々に増えているところで

す。医療機関との連携等、検査体制についても現

在少しずつ軌道に乗ってきている状況でありま

す。これからまだ一度も受けていらっしゃらない

方ですとか、転入される方にも広く周知していく

予定もありますし、これから増えていく予定であ

ります。 

○村椿敏章委員 引き続き、お願いします。 

 それで、私たち、松浦委員のほうで質問した中

では、検査の回数の拡充を検討しますという部分

があったと思うのですが、どれほど拡充していく

ような考えがあるのか。今、年度内に１回という

ような形ですけれども、これを２回、３回とやっ

ていくような考えはあるのでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 この検査事業につきま

しては、市内におけるクラスター発生防止や感染

に対する市民の不安解消を図るため実施している

ものであり、これから今後ワクチン接種による予

防が普及するまでの間の予防対策の一つとしてお

ります。今後、回数等につきましては、時期や対

象、いろいろ方法があると思いますけれども、ワ

クチンの接種の進捗状況も見ながら、検討してま

いりたいと思っております。 

○村椿敏章委員 ワクチンの進捗状況も見ながら

ということですね。わかりました。 

 4,800人分の予算を当初見ているというところ

でいくと、まだ4,000回分以上の検査ができると

いうことだと思うのですけれども、施設でこの感

染状況があるかないかというところを調べるため

には、当然年度に１回なんていうのは全然少ない

話で、１か月に１回ですとか、職員が何人いらっ

しゃるかわからないですが、高齢者や職員が何人

いるかわからないですけれども、例えば１か月に

１回程度の検査もしていく必要があると思うので

すけれども、その点についてはどうお考えです

か。 

○永森浩子健康推進課長 高齢者施設等では、お

話を聞くところによると唾液採取がとても難しい

という声も、難しい方もいらっしゃるという、高

齢者ですので唾液がなかなか取れないですとか、

認知の関係もあってうまく取れないですとか、そ

ういう関係もありますので、なかなか回数を増や

すといっても難しい面もありますので、そのあた

りも施設の職員の方たちと連携を図りながら、ま

た回数については検討していきたいと思います。 

○村椿敏章委員 入所者のお年寄りの検査をする

のが、唾液がなかなか取れなくて進んでいないと

いうことだとは思うのですけれども、回数を増や

すというところでいったら、職員だけでも回数を

多くしていく必要があると思うのです。と言うの

も、施設の中にいれば、ウイルスはなかなかそこ

では発生しないでしょうから、施設の外に出る職

員の方からうつってくる可能性があるというふう

に考えた場合、やはり職員の方の検査が数多くす

る必要があると思います。ぜひ検討していただけ

たらと思います。いかがでしょうか。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 この抗原検査ですけれ

ども、代表質問でも答弁いたしましたが、当初ワ

クチン接種が３月下旬から始まるといったこと

で、ある程度早い時期に感染拡大の予防が図られ

るのではないかというようなことで年度に１回の

事業とさせていただいたところであります。この

抗原検査、ＰＣＲも含めてですけれども、まずち

ょっと受けた次の日にはもう陰性か陽性かわから

ないというような、そういう感染というのは日常

的に起こり得るもの、ですから何回が正しいの

か、適当なのかというところは判断しづらい部分

があるのですが、これまでこの抗原検査、施設側

でやってくる際に、各介護施設、障がい施設、児

童施設の職員さんたちと協議をしながら今進めて

きている状況なのです。今後もワクチン接種状況

なんかも含めて、しっかり施設側と議論をしなが

ら、適切にこの事業を使っていただければと考え

てございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。施設と十分な話

し合いをしながら、検討していっていただきたい

と思います。 

 それで、この検査数、今280件ということだっ

たのですが、陰性だとか陽性、それから陽性疑い

など、その検査の結果についてはどのような状況

なのでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 検査の結果等につきま

しては、個人情報の関係もございますので、公表

は考えておりません。 

○村椿敏章委員 私、コロナウイルスの感染状況
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について、市民が網走市内でどのようになってい

るのかということから情報を開示してほしいとい

う声が今まで何度も上げられていて、そのときに

は保健所のほうが感染状況について公表していく

から、網走市はできないのだということでした。

ただ、この抗原検査については、網走市でわかっ

ている情報なので、当然感染の状況について、網

走市はここで公表するのかなと思ったのですけれ

ども、そういうことではないのですね。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 感染情報、これは陰

性、陽性の疑いというようなところで、感染をし

たかどうかというのは医師の確定診断が必要にな

るものです。医師が陽性と判断をすれば保健所に

報告されて、そこから積極的疫学調査が始まり、

初めてそこで陰性か陽性かというようなところが

出てきますので、この検査の段階で我々が陰性が

何件です、擬陽性が何件、擬陰性が何件ですとい

うようなことは、まずここはあくまで検査を実施

した件数の公表というようなところにとどめると

いうようなことの市の考えでございます。 

○村椿敏章委員 この抗原検査の結果で、コロナ

ウイルスに感染しているということにはなったと

いうわけではないということですね。ただ、施設

でクラスターが発生しないように準備をしている

のだということで認識してよろしいですか。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 検査の目的ですけれど

も、委員お示しのとおりクラスターの発生の防止

というようなことが一つと、行政検査の対象とな

らない市民の不安解消、広くこの検査を受けてい

ただいて、感染しているのではないかとか、そう

いった不安を解消していただくための事業という

ふうに捉えていただきたいと思います。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

先ほども話したのですけれども、市民の方、コ

ロナウイルスの感染者が、無症状の感染者が、網

走市内に入ってきているのではないかという、そ

ういう心配がやはり絶えないと思うのです。この

コロナウイルスについて、やはり見えればいいの

ですけれども、全く見えなくて、手指の消毒だと

か、そればかりなものですから、何かこう感染の

状況について市民に知らせられるような、そうい

うものを網走市は今後考えていけたらなと思うの

ですけれども。 

例えば、今東京の感染拡大しているところで

は、モニタリングの検査をしますと。一人一人に

ついて追跡するとか、そういうことではないのだ

けれども、何人ということである一部分の施設な

どについて100件の検査をして、その中で陽性者

が何人いたよというようなモニタリング検査とい

うのも始まっているようなのです。今、この網走

市内で、特にオホーツクも最近感染者はあまり発

生していない状況ですけれども、これが少し感染

拡大したときに、そのときに市民がかなり不安を

覚えると思うのです。そういったときに、陽性者

が誰だというのではなくて、モニタリング的な検

査としてこの抗原検査を利用していくということ

は考えられないですか。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 今までの検査体制が、

規模が小さいというのか、なかなか１日にできる

件数というのが限られていて、どうしても検査を

多くの方々に検査をやる場合に数日かかってしま

って、その間に感染が拡大していくのではないか

といった懸念があったものですから、厚生病院と

連携して、これ一度に240検体が検査できる機器

を導入したところであります。 

今その委員のお示ししているのは、プール式と

いうちょっと詳しくは僕わからないですけれど

も、ある程度の検体を取って、そこで何人感染し

ていたかで地域の感染状況を知るというようなも

のだというふうに認識はしていますけれども、今

そういったことは考えてはおりません。 

○村椿敏章委員 私も実はプール方式という検査

をやることによって複数回、一つの試験の中に４

人分の唾液を入れて、プール検査をすることによ

って、何回も増やせるのではないのかなと思った

のですが、それは今回の厚生病院に入っている機

械では、プール検査というのはできないのです

か。 

○桶屋盛樹健康推進部長 この機器の詳細といい

ますか、どこまでのことができるかというのはち

ょっと存じておりませんけれども、まず市が検査

をするということがまずできないというふうに認

識しております。この厚生病院でやっている抗原

検査についても、私どもが検査センターの位置づ

けとして検体をお預かりして、病院へ運んで検査

をしてもらうというようなことでありますので、

私どもが主体的に検査を実施するというようなこ

とはできないと考えています。 

○村椿敏章委員 検査をするのは厚生病院ですか

ら、そこはわかりますけれども、検査回数を増や
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そうとしたときにはプール検査という方法もある

のかなと思ったのです。そこは特にこれ以上言い

ませんが、ぜひ市民に感染の状況を見える化す

る、感染の情報をこれからも示していくというと

ころで運用の方法をぜひ見直していってもらえた

らなと、そういう思いであります。 

 私の質問はこれで終わらせていただきます。そ

の思いで今回質問させていただきました。ありが

とうございます。 

○山田庫司郎委員長 古田委員。 

○古田純也委員 予算書61ページ、無縁物故者対

策事業についてお尋ねいたします。 

 この事業の内容についてお尋ねいたします。 

○結城慎二社会福祉課長 この事業でございます

けれども、簡単に申し上げまして、身寄りあるい

は引き取り人のいない方の死亡人の取扱費用につ

いて、法律に基づいて市が支出を行うものでござ

います。 

○古田純也委員 それでは年間に取り扱う件数と

いうのはどのくらいあるのでしょうか、お尋ねい

たします。 

○結城慎二社会福祉課長 これまでの件数でござ

いますけれども、平成24年度に１件、25年度に２

件、26年度に２件、27年度に１件、それ以降は発

生しておりません。 

○古田純也委員 意外とイメージしていたものと

ちょっと違ったのですけれども。今後はやはり独

居老人というのですか、高齢者または独りの者の

方って増えていくと思うのですけれども、その辺

の見通し、推移というのは市のほうでどのように

考えを持っているかお尋ねいたします。 

○結城慎二社会福祉課長 委員御指摘のとおり、

高齢化社会の中で独居老人も増加しているところ

でございますけれども、こうした傾向は最近始ま

ったものではなくて、この間続いているものと認

識しております。独居でありましても、親族が遠

方にいらっしゃる方も多くいらっしゃいます。当

然そうした方はこの事業の対象にはなりません。

このため、今後においても大きく増えていくとい

う見込は持っておりません。 

○古田純也委員 わかりました。 

 では、次の質問に入ります。 

 同じ61ページ、手話通訳者派遣事業についてお

尋ねいたします。 

 通訳者の派遣事業だと思われますが、年間どの

くらいの派遣件数があるのかお伺いいたします。 

○結城慎二社会福祉課長 手話通訳者の派遣回数

でございますけれども、平成30年度で94回、１回

に複数名を派遣する場合がありますので、人数で

言いますと100名になります。令和元年度におい

ては121回、131名の派遣。令和２年度２月末段階

でございますけれども、104回109名の派遣になっ

ております。 

○古田純也委員 かなりの派遣数がありますね。

この派遣費というのは、一人幾らになるのか。そ

れとも１時間幾らになるのか。派遣費の算出とい

うのはどのような金額なのでしょう。 

○結城慎二社会福祉課長 手話通訳者の報酬かと

思いますけれども、まず前提として、この手話通

訳の派遣を利用される方の負担はございません。

手話通訳者の報酬につきましては、お一人１時間

1,200円、それに別途、車で皆さん移動されます

ので、１キロ37円の交通費実費分を支給しており

ます。 

○古田純也委員 わかりました。この通訳される

方の人数、それまた聾唖の数の方の人数という、

安定した供給バランスというのですか、その辺は

どのような状況なのかお尋ねいたします。 

○結城慎二社会福祉課長 まず、手話を言語とし

ている聴覚障がい者の方の関係でございますが、

現在２級の聴覚障がい者の手帳、聴覚障がいの場

合は２級が最上級になりますので、２級の手帳を

所有している方は約20名いらっしゃいます。しか

し、これらの方全てが手話を言語としている方で

はございません。手話の利用をできない方もいら

っしゃいます。また、３級以下の難聴の方にも手

話を使われる方もいらっしゃいますが、この事業

を利用されている方、主に６名の方が利用されて

いる状況でございます。 

その一方で登録通訳者の人数でございますけれ

ども、令和２年１月において、昨年の１月になり

ますが、それまでより３名増えまして８名になり

ました。しかし、残念ながら、その新たに登録さ

れた方のうち２名が家族の仕事の関係で転勤をし

てしまいまして、令和２年４月からは６名体制で

通訳を行っております。そして来月、令和３年４

月からは新たに３名を登録して９名体制となる予

定でございます。 

現在のところ、利用したいけれどもというニー

ズに対してお応えできなかったことはほぼありま
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せん。 

○古田純也委員 安心いたしました。 

 最後の質問とさせていただきます。同じく73ペ

ージ、30代ファスト検診事業についてお尋ねいた

します。 

 前々から行われている事業だと思いますけれど

も、この30代に的を絞ったという点での意図、目

的をお尋ねいたします。 

○永森浩子健康推進課長 本事業につきまして

は、国保のデータヘルス計画等において生活習慣

病の若年化や若い世代の検診受診率の低さという

課題があったことから、30代の若い世代に気軽に

受けられるファスト検診を平成31年度より開始し

たところであります。 

 目的といたしましては、自分の健康状態を知

り、早めの生活習慣改善に取り組むことで壮年期

の生活習慣病の発症や悪化を予防することや、40

歳からの特定検診への受診にもつなげることを意

図としています。 

○古田純也委員 わかりました。その健康意識の

高い人がきっと受診されると思いますが、受診人

数、毎年どのくらいの人数がいらっしゃるのか。

または男女別でいうと、どのくらいの割合がある

のか、ちょっとお尋ねします。 

○永森浩子健康推進課長 受診の人数であります

が、平成31年度は99名でした。初年度。今年は77

名ということで、検診全般そうなのですけれど

も、コロナの影響により受診控えという部分があ

ったのかなというふうに感じております。 

 男女の人数でありますけれども……。 

 申し訳ありません。男女の人数ですが、今年度

男性が26名、女性が51名の内訳となっておりま

す。 

○古田純也委員 やや紅組優勢みたいな感じなの

ですけれども。私も大変健康意識は人より実はあ

るので、最近空腹は最高の薬だというような、食

べる、栄養をつけるのが当たり前なのかなと思っ

ていたのですが、意外と減食も健康につながると

いうように世間では見通しされまして、この減食

文化を今後研究材料として、保健センターでも考

えていただくという余地はいかがでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 今、飽食の時代であり

ますので、ついつい食べ過ぎてしまうという方が

多いかなとは思います。たまには胃を休めたり、

腸を休めたりということで、少し控えめにすると

いうのは体にとってはよいことかなと思います

が、極端な減食になると、その後リバウンドで食

べてしまったり、体の吸収が高まってしまったり

ということもありますので、そのあたりを注意し

て健康管理していただけるように、普段保健師は

指導しております。 

○古田純也委員 以上で、終わります。 

○山田庫司郎委員長 ここで暫時休憩いたしま

す。 

 10分休憩いたします。 

午前11時01分 休憩 

───────────────────────── 

午前11時11分 再開 

○山田庫司郎委員長 休憩前に引き続き、再開し

ます。 

 質疑を続行します。 

 川原田委員。 

○川原田英世委員 何点か質問させていただきた

いと思います。 

 昨日自席のほうがと言ったのですが、反映され

なかったようで、それは来年に期待をしたいと思

います。 

 それでは、まず生活保護事業について伺いたい

と思います。 

 コロナ禍で生活困窮者、大変生活に苦しいと、

生活の状態が苦しいという方が増えているという

状況になっています。そういった中で、総理が最

終的には生活保護があるというような国会での発

言もありました。何とも私的にはちょっと無責任

な発言のように捉えたところですが、最終的に生

活保護はあるというふうに言うのであれば、その

生活保護が困っている人たちの本当に実態に即し

ているものでなくてはならないと思うのですが、

果たしてそういう状況にあるのかなという思いが

ありますので、何点か伺っていきたいのですが。 

 まずはじめに、生活保護を受ける件数の推移に

ついては伺ったところです。そんなにコロナの影

響というのは見えないのではないかなと思ってい

るのですが。増減というのが実際にあるのかとい

うところの確認で、生活保護を多分受けている

方、何年もずっと受けている方がほとんどだと思

うのです。コロナによって新たに生活保護を受け

るということがあるのか、ないのか、ちょっとそ

こら辺がわからなかったものですから、そこの確

認をまずさせていただきたいと思います。 
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○結城慎二社会福祉課長 生活保護受給の廃止あ

るいは新規での開始の件数ということになろうか

と思います。過去３年間で見ますと、まず生保開

始の世帯数でいきますと、平成30年度で60世帯、

令和元年度で57世帯、令和２年度２月末現在でご

ざいますが43世帯となっております。 

 一方、その逆に廃止となっている件数でござい

ますが、平成30年度で62世帯、令和元年度で56世

帯、そして令和２年度２月末現在ですが66世帯と

なりまして、廃止が開始を上回っておりますの

で、総じて減少傾向にあるという状況になりま

す。 

○川原田英世委員 わかりました。廃止される方

が多いということは、何かしらの事業の効果があ

るのか、どうなのかというところなのですけれど

も、そこの廃止される方の状況って、どのような

理由で廃止になっているのか、その把握の状況を

伺います。 

○結城慎二社会福祉課長 廃止の理由でございま

すが、先ほど申し上げました各年で一番多いのは

死亡でございます。死亡のほかを除けば、例えば

親族の引き取り、あるいは管外転出というものの

廃止理由が多くなっております。年度によりまし

て、多少のばらつきはありますが、こうした傾向

は続いているという状況でございます。 

○川原田英世委員 わかりました。大体状況はわ

かりました。 

 それともう１点把握したいのが、ほかの地域と

比べて網走市の状況はどのような状況なのかなと

いうところも把握したいのですけれども、どのよ

うな状況でしょうか。 

○結城慎二社会福祉課長 他市との比較でござい

ますけれども、これ少し数字が古くて大変恐縮で

すが、令和２年11月現在ということで押さえてい

ただきたいと思います。全道の政令中核を除く32

市の平均で保護率2.46％、網走市の状況でいきま

すと全道で18番目で1.80％という状況でございま

す。道東６市の中でも北見市よりも下、紋別市よ

りも下というような状況になっております。 

○川原田英世委員 状況はわかりました。北海道

は全国的に比べると高いというのは把握しており

まして、以前も全道的な比率も伺ったことがあり

ますけれども、網走市では1.8％ということでよ

ろしかったでしょうか。もう一度確認いたしま

す。 

○山田庫司郞委員長 川原田委員、聞き取れなか

ったので、もう一度よろしいですか。 

○川原田英世委員 その状況でよろしかったです

かという、もう一度確認をしたかったのですが、

よろしいですか。 

 それでは、引き続き伺いますが、まだコロナの

影響というのはそうないというふうに今受けとめ

たのですけれども、ないわけはないと、生活に対

する影響は。ただ、そこには至っていないという

状況なのかなとも思うのですが。しかしながら、

僕が思うところが一つありまして、総理がああい

うふうに最終的には生活保護があると言ったので

すけれども、生活保護を、例えば網走市の生活保

護をインターネットで調べるとハードルが高いの

です。受け取る方、見る方に。生活保護を受ける

ための要件と書いていて、次のような努力をして

くださいと項目があって、これを見たら生活が厳

しいし、収入も今ないのだけれども、これ見たら

ちょっとやめておこうかなと思ってしまうと思う

のです。優しさがちょっと欠けていると思うので

すけれども、その認識を伺います。 

○結城慎二社会福祉課長 委員御指摘のとおり、

当市ホームページには生活保護のページに文言と

しては次のような努力をしてください、それでも

生活の維持ができない場合には生活保護を受ける

ことができますよというような記載になっており

ます。こちらについては、生活保護法の規定によ

りまして、扶養義務者による扶養あるいは他法に

よる扶助が優先されるという規定がありますの

で、その旨に沿った形で記載をさせていただいて

おりますが、現在厚生労働省のホームページの記

載等も変わってきておりますので、この内容につ

いては少し改正していく方向で考えていきたいと

思っております。 

○川原田英世委員 ぜひお願いします。国のほう

の生活保護に対しての、コロナを受けての状況も

変わってきていますので、市民にささいなことで

も相談を受けて、いろいろな支援策があって、最

終的に生活保護ということもあると。まずは声を

聞く、相談を受けるということから始めるという

ことが大切だと思いますので、しっかりそこの点

をやっていただきたいと思います。 

 次に児童相談支援事業について伺います。ちょ

っとリンクしてくる部分もあると思うのですが、

社会福祉協議会に委託をしている事業だと思いま
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すけれども、この委託の状況は今現在どうなって

いるのか伺います。 

○結城慎二社会福祉課長 この事業につきまして

は、平成26年度のモデル事業に始まりまして、27

年度から本格実施をしております。当初より網走

市社会福祉協議会に委託をしております。本年の

委託の状況、多分委託料の関係だと思いますけれ

ども、委託料につきましては、あるいは３年度予

算におきまして、対前年比で約26万円ほど減額し

ております。この理由につきましては、社会保険

料や旅費、需用費、役務費などの事務的経費につ

いて事業実績に基づいて精査を行った結果の減額

ということになっております。 

○川原田英世委員 わかりました。コストカット

を図られたというか、実際にはそこまでかかって

はいなかったということで、実際の経費に近づけ

たということで理解しました。 

 それで、この自立相談支援事業による成果とい

うのは、ここ数年どのような状況になっているの

か。自立ができる状態になっている方たちはどの

程度いるのか。その点を把握したいのですが。 

○結城慎二社会福祉課長 相談件数でいきます

と、おおよそ大体50件くらい、自立相談支援に関

わる相談でいきますと、おおよそ50件前後で推移

をしております。これらの方々の中で支援プラン

を作成をしたという方になると、大分少なくなり

まして、おおよそ１桁くらいになってしまうのか

なと思っております。これらの方々のうち、何人

が経済的に自立、その困窮状態から脱したのかと

いう部分は、大変申し訳ありませんが指標として

は持っていませんが、相談することによって様々

ハローワークあるいは市役所、そのほかの相談機

関につながることができますから、まずは相談、

そこから自立につなげていくための支援を手厚く

受けることができるというふうには考えておりま

す。 

○川原田英世委員 状況は分かりました。50件相

談があって、そこからプラン作成は１桁くらいで

あるということなのですけれども、そこのプラン

をつくるまで至らない方というのは、どういっ

た、先ほど言ったようにハローワークに相談をす

るだとか、そういうふうに振られていくものなの

か、それとも現場の対応が追いつかなくて１桁し

か対応できていないということなのか、ちょっと

そこを確認したいのですが。 

○結城慎二社会福祉課長 現場の対応ということ

ではなくて、御本人がそこまで望まないで、軽度

な支援を望んでいるというようなことでございま

す。 

○川原田英世委員 状況はわかりました。これ大

切な事業だと思いますので、これからも社協に委

託をする中で、きめ細やかな対応ができるように

協力をしていっていただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 先ほど来質問がありました新生児子育て応援祝

金について伺っていきたいと思います。 

 目的の後ろには、やはり出生率を向上させたい

という思いはあるのだけれども、まずは祝い金と

いうことだというような、議論を聞いていて思い

ました。ちょっとそこで、先ほどのやり取りで１

個わからなかったところがあったので伺いたいの

ですが、双子などのときはどうなるのかというこ

とで、ちょっと答弁があったのですけれども、ち

ょっとよくわからなかったのですけれども、双子

だったら10万円ということになるということでよ

かったですか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 おっしゃるとお

り、一人５万円になりますので、双子だと10万円

ということになります。 

○川原田英世委員 この祝い金の財源としてある

中で５万円なのですよね。先ほど来あるように、

やはりインパクトに欠けるよなというふうにどう

しても思ってしまうのですが、あくまでも祝い金

だということなのですけれども、まずはじめにち

ょっと、スキームを確認したいと思いますが、祝

い金の支給はどういうふうにする予定なのでしょ

うか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 まず、本人から申

請をいただくことになります。その際は出生の届

け出を市民係に出した際にこちらのほうの窓口に

案内されますので、その時点で申請書をいただい

て、その後御本人、お父様かお母様の口座のほう

に後日振り込むという形を予定しております。 

○川原田英世委員 祝い金ですよね。口座に振り

込む。わかるのですけれども、祝い金ですよね。

何かもうちょっとやり方あるのではないかなと僕

は思うのですけれども。どうでしょう。何か口座

に振り込むって、何とも事務的な、お祝いという

感じがしないのですけれども、どう考えています

でしょうか。 
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○小沼麻紀子育て支援課参事 実際、お祝い金で

すので、本来であれば手渡しということも本当は

考えたこともあったのですけれども、こちら現金

の管理、そして何人その日に来るかもわかりませ

んので、ちょっとそこの把握は難しいので、やは

り御家庭のところにまた来ていただくというのも

大変ですので、やはり振込ということを考えてお

ります。 

○川原田英世委員 コロナ禍ですので、なかなか

届けに行くとかは、なかなかちょっと厳しいのか

なと思いますけれども、お祝いというのが意味と

してあるのであれば、しっかりそこを考え方の根

本に持っていただいて取り組んでいただきたいと

思っています。 

 それで、この金額の設定には先ほど来伺ってい

るとおりで、経済的負担を少しでもなくしていき

たいということだと思うのですが、やはりそのイ

ンパクトの部分で、先ほど来あるように僕も弱い

なと思っています。極端な話をしてしまえば、一

人の人口が網走市に増えることによって、もちろ

ん交付税の算出根拠も人口割当というのもあるで

しょうから、ある程度の国からの市に対する交付

金の措置もされるのであろうなと。それも考える

と５万円というのは弱いと思うのですけれども、

その一人当たりで幾らだというのは聞きません

が、もう少し金額を重ねるという議論はなかった

のか、そこに至った背景の、金額の背景を伺いま

す。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 現在お配りしてお

りますごみ袋、一人当たり大体7,000円というこ

とになっております。ですから、今回５万円にな

りましたので、約６倍になりましたので、インパ

クトとしてはこちらのほうとしてはかなり大胆な

金額にしたと思っております。 

 近隣のほうも市のほうでやっている、この事業

をやっているところは少なくて、町村ではやって

いるところはあるのですけれども、大体近隣の町

村も５万円ということになっておりますので、大

体同じ金額ということになっております。 

○川原田英世委員 うん、というところです。や

はりインパクトに欠けるなと。まさに近隣もやっ

ているから同じことをやるって、さらにインパク

トに欠けるなと思ってしまうのが正直なところで

す。 

 時限的ということですよね。時限的という考え

に至った理由もちょっとお伺いしたいのですが。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 時限的というより

は、まず５年でこの事業、どのような形で進んだ

かとか検証をして、５年後またそこで改めてまた

考えるということで５年ということにしておりま

すので、５年で切れるかどうかはちょっとその時

点で検討ということになっております。 

○川原田英世委員 この事業が悪いとかそういう

ことではないのですけれども、代表質問の答弁の

中で多産支援にもつながるとあったのです。多産

支援にもつながると考えると、何か時限的で終わ

ってしまう事業だと多産支援につながらないなと

思ってしまって、そこをどのように受け止めてい

るのか伺います。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 一人５万円ですの

で、双子であれば10万円ということになりますの

で、それが支援、多産の支援になると思っており

ます。 

○川原田英世委員 そういう意味ではなくて。第

２子、第３子とつながっていくということが人口

減少、少子高齢化に対してはやはり大切なことで

あるというのは、これは国の統計で出ていますよ

ね。多産という考え方が大切で、そういうふうに

していかないと少子化というのは解決にならない

ということは多分共通の理解だと思うのですけれ

ども、そこにつなげていくという意味で僕はその

答弁を受けとったのですけれども、それは違った

ということですか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 すみません。多産

というのが、双子とか三つ子とかのほうでこちら

のほうは捉えて回答させていただいたのですけれ

ども、第２子、第３子という形で、そういう形の

多子ということであれば、今回は出生のほうの、

まずは第１子目の、そちらのほうで考えておりま

したので、２子、３子で金額を変えるというのは

今回は考えてはおりませんでした。 

○川原田英世委員 わかりました。これもいろい

ろ議論があるので、それぞれなのですけれども。

子育てを支援するというときに、フランスだと第

３子になってから急激に支援金が上がって、それ

ぞれの国で背景が違うのですけれども、やはり多

産支援というのが相当インパクトがあるというの

は、これは数字で出てきていますので、これから

検討されるというのですけれども、そこは堅強の

テーマとして、一つしっかり上げていただきたい
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と思っています。  

 それとやはり時限的となると、いずれ終わって

しまうのだなと思うと、そこの部分でもインパク

トに欠けてしまうのです。なので、そこをやはり

しっかり明確に、何かしらのメッセージを市民に

出す必要があると思うのですけれども、５年後は

どういうふうなデータを持ち寄って、どういった

判断で５年後のこの事業のことを考えていくので

しょうか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 こちらの５年間

で、やはり出産した方の声を聞いたりとか、あと

先ほど言ったように、先ほど来出ていますように

出生率の上昇など、そういう客観的な数値も考慮

しまして５年間で考えていきたいと思っておりま

す。 

○川原田英世委員 ５年間で考えていくというこ

とでわかりましたけれども、ぜひそこにはメッセ

ージを市民に、この祝い金と同時にしっかりと発

信してほしいと思います。そのメッセージは、や

はり網走市が子育て支援しっかりしていくのだ

と、そういったものでなくてはならないと思って

います。やはり金額が少ないというのは、幾つ

か、何人かの議員の共通の思いだと思いますの

で、そこの部分もこれからしっかり検証していた

だきたいと思うのですが、そこについてはどうで

しょうか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 金額についても、

そこの間の５年間のほうで検討をさせていただき

たいと思っております。 

○川原田英世委員 わかりました。ぜひ検討して

ください。調査する中で、その金額が妥当なの

か、妥当なのかという意味ではないですね、その

金額でいいのかどうかを考えていっていただきた

いと思います。 

 ここで、こういった事業を行う上で一番大切な

のは、やはり社会全体で子供を育てていくという

こと。そして子供を産んで育てるということが、

ある程度のメリットと言うべきかわかりませんけ

れども、そういった社会全体の価値創造につなが

ってのだというようなことを、こういった事業を

通じて発信していかなくてはいけないと思うので

す。そこを最後に伺いたいと思います。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 こちらの祝い金も

ありますし、ほかの子育ての事業もありますの

で、そちらのほう、広く子育て世帯のほうに発信

をしていくような形で考えていきたいと思ってお

ります。 

○川原田英世委員 わかりました。ぜひお願いし

ます。これについては５年で検証してということ

なのでしょうけれども、それ以前にも機会を見て

さらに大きな支援ができるようになれば、さらに

大きな祝いなのかどうなのかわかりませんけれど

も、できるようになれば５年を待たずにするとい

うことを私は望みたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 母子家庭等自立支援給付金支給事業についてで

す。これも毎回伺っているのですけれども、大き

く金額が減少しています。この理由、状況を伺い

たいと思います。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 減少した主な理由

ですが、今回主な申請の方の就学先となっていた

道立の高等看護学校が令和３年度の入学者の募集

を中止しまして、それに伴い申請者が減っている

ということになります。 

また、令和３年度は２名高等看護学校のほうに

在籍している、去年まで申請を受けていた方が在

籍しているのですけれども、一応今のところ准看

から高看への進学をされた方は、最大３年しか支

給がこちらの制度はなっておりませんので、その

３年目ということになりますので、在籍はしてい

るのですけれども、この２名に支給がないという

ことになっております。 

 現在、国では、最大こちらを４年にするという

計画もあるという話も上がっておりますので、こ

ちらのほうが正式通知が来ましたら、またその時

点で対応したいと思っております。 

○川原田英世委員 わかりました。これは学ぶ先

がなくなってしまったというところで、大変そう

いうところにも影響があるのだなと思っていま

す。特にひとり親の家庭のお母さんたちへのコロ

ナでの経済的なインパクトが、影響が大きいとい

うふうな状況になっていますので、そういった方

たちがある程度の資格を取得して、収入を得なが

ら、社会で活躍していくということのための事業

ですので、ちょっと残念だなとしか言いようがな

いのですけれども。 

高等看護学校以外にこの事業で網走市で学べる

という場所というのはどういったところがあるの

かお伺いします。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 こちらの事業、自
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立支援教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付費

と二つありまして、自立支援のほうはヘルパーと

かの対象になりますので、こちらで職安とかも対

象になるのですけれども、高等訓練のほうはやは

り限られてきますので、市内でいくと高等看護学

校しかないような形になります。あと、条件によ

っては通信というのもありますけれども、ちょっ

とそこがまた条件がありますので、全部が全部と

いうことにはなりません。 

○川原田英世委員 わかりました。これは、ほか

の制度との両立、例えばほかの制度で看護資格を

取るために、その病院で学費を出すとか、そうい

うのありますよね。そういったのと合わせてやる

ということはできるのでしょうか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 そちらまでには資

料は持ち合わせておりませんので、後で回答させ

ていただきたいと思います。 

○川原田英世委員 わかりました。それで、その

質問で聞きたかったのは、併せてでもそうなので

すけれども、もう一つが網走でこの該当する方

で、今看護師の資格取りたいといってもなくなっ

てしまったと。それで札幌や都市部に行って、資

格を取って、その後網走に帰ってきますと思って

いる人は札幌でこの事業を受けるのか、網走でこ

の事業を受けるのか、どっちになるのかなと思っ

たのですけれども。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 基本的に住民票が

あるところになりますので、札幌の学校に行くの

であれば、札幌に住民票を動かせば札幌というこ

とになります。 

○川原田英世委員 そういうことになるのですよ

ね。昔秘書をやったときに、そういった専門にそ

ういう方に資格を取ってもらうという学校とお付

き合いがあって、いろいろと勉強させていただい

たのですけれども、まさに全道から集まってきて

いて、ここで資格を取って地元に帰るのですかと

言ったら、大体の人は、いやもうこっちに慣れて

しまったから、もう帰りませんとなっているので

す。そこがちょっと残念で、できれば資格を取っ

た後、地域に帰ってくるということができるよう

にしていただきたいと思います。 

 それと、この事業のＰＲについてもちょっとど

うなっているのかなと思うのですけれども、多く

の対象となる方に、この事業を知っていただかな

くてはならないと思うのですが、そのＰＲについ

て考えを伺います。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 ＰＲにつきまして

は、離婚の手続をした際、こちらの窓口に寄って

いただけますので、そちらの際、ほかのひとり親

の手当などの説明が入ったパンフレットを渡しま

す。そちらの中で御説明をさせていただいており

ます。あと、ホームページなどにも掲載している

ような形になります。 

○川原田英世委員 ぜひ、対象となる方と直接話

すような機会をつくっていっていただきたいなと

思います。 

 将来設計なのですよね。今、救うということに

もなるのですけれども、将来のことを一緒に考え

て、プラニングして、ある意味夢を提供するとい

う大切な事業だと思いますので、そのように一人

一人と向き合って進めていっていただきたいと思

うのですが、そのことについて最後に伺いたいと

思います。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 やはりひとり親世

帯、低所得ということがありますので、このよう

な資格を取ると生活が安定してくるような形にな

りますので、こちらのほうとしても積極的にＰＲ

をしまして、一緒に考えていきたいと思います。 

○川原田英世委員 わかりました。ぜひよろしく

お願いします。 

 次に産後ケア事業について伺っていきたいと思

います。こちらのほう、大幅に増額になっていま

して、何かしら要因があるのだなと思いますけれ

ども、内容について伺います。 

○永森浩子健康推進課長 こちらの予算増額の理

由といたしましては、母子保健法の一部改正する

法律が令和３年４月１日に施行されることから、

これまで出産後４か月までだった期間を出産後１

年未満というふうに延長することとし、それに伴

い利用回数につきましても、上限３回から上限７

回に増やしたため増額となっております。 

○川原田英世委員 わかりました。それで、こう

いった事業を使っていただきたいのですけれど

も、参加の状況というのはどうなっているのでし

ょうか。 

○永森浩子健康推進課長 昨年度から始まった事

業ですけれども、昨年度は実人数が53名、延べ人

数が84名でした。今年度１月までの利用件数なの

ですけれども、実人数が61人、延べ人数が115名

ということで、少しこの事業が浸透していってい
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るのか増えているような状況です。対象者の約４

割弱くらいです。 

○川原田英世委員 わかりました。産後ケアで第

１子であれば本当に何もわからない状態からのス

タートで、こういった事業は大切だと思います

し、それと同時に第２子、第３子という方はまた

別の形での困りごとが生まれてくると思いますか

ら、そういった視点で様々な形でケアをしていく

といったプランが必要だと思うのですけれども、

それについての考えはいかがでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 こちらの産後ケアの内

容としては様々です。訪問型は委託の助産師さん

がお家に出向いて、授乳指導ですとか、心身のケ

アですとか、あと育児相談ですとか、きめ細かい

支援を行っています。訪問型を利用される方の中

には、長時間にわたり相談をされる方もおり、児

が小さく外出も難しいとか、あとさらにコロナ禍

ですとか、あと不安や孤独を感じている産婦に対

し、安心して育児ができるように支援しておりま

す。 

もちろん初産だけではなく、先ほど委員がおっ

しゃった２子目以降につきましても、違った、上

のお子さんがいて、大変さが増すというようなお

母さんの声もありますので、そのような育児相談

についても乗りながらケアをしているところで

す。 

○川原田英世委員 わかりました。今もきめ細や

かに対応されているということで、やはり本当に

子供が産まれて、はじめお母さんたちは本当に困

る、どうしていいかわからないというところだと

思います。さっき言ったように、多産支援という

のが私は重要だと。これからの時代、まさに重要

であると思っておりますけれども、それに向かう

ためには、やはり産後の不安を取り除くケアを十

分にしなくてはならないと思います。この事業は

それにつながっていくと思いますので、ぜひ取組

を前に進めていただきたいなと思いまして。それ

と同時に、やはりそこに向かうために、今の困り

ごとをしっかりと情報収集して、整理して積み上

げていく、そして新たな対策を講じていく、この

流れが必要だと思うのですけれども、その点につ

いていかがお考えでしょうか。 

○永森浩子健康推進課長 今回、時期に関しても

１年まで延長されたというところでは、回数も増

えましたし、そういう面では相談しやすい体制に

もなっていますし、そこで何かさらに継続が必要

になった場合には、市の保健師と医療機関、あと

は助産師、訪問の助産師等と連携を取りながら、

その後の支援にも結び付けているところですの

で、その当たり、今後も充実させていけたらいい

なと思っています。 

○川原田英世委員 わかりました。それでは次の

質問に移ります。 

 次、先ほどもありましたけれども、紙おむつの

運搬と焼却についてです。 

 代表質問で施設の劣化が、老朽化が課題にある

のではないかということで述べさせていただいた

のですが、そこについてちょっと答弁がなかった

ものですから、老朽化についてはどのように把握

しているのか伺いたいと思います。 

○近藤賢生活環境課長 大空町の焼却施設です

が、供用から36年を過ぎて、老朽化をしている状

況は存じ上げております。なお、去年ダイオキシ

ンの関係でちょっと超過をしたということで、若

干止まっていた、２カ月ほど止まっていたのです

が、そこはまた修繕をして３月以降はきちんと使

えるという形で情報をいただいております。 

○川原田英世委員 焼却施設ですから燃やすバー

ナーにすすがたまっていて、どうしても何年かに

１回はメンテナンス等も必要だと思うのですが、

いずれにしてもやはり老朽化、これは問題だと思

うのですけれども。そこで、広域の連携について

も併せて聞いて、質問して、ある程度想像はでき

ているのですけれども、中間貯蔵施設をこれから

検討するので、それで広域連携で一緒にというこ

となのでしょうけれども。その中で焼却施設の更

新なども一つ視野に入っているのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 大空町からは広域で進め

ていきたいという説明を前から受けておりまし

て、大空町としては令和10年までに新しい施設に

更新したいという計画を持っているところです。 

○川原田英世委員 わかりました。将来的にはや

はり運搬のことも考えながら、ある程度の年を見

て、ごみ処理は考えていかなければいけないだろ

うと思いますので、理解をいたしました。 

 紙おむつなどなので、ほかにも燃えるごみを一

緒に持っていくのでしょうけれども。おむつと聞

くとどうしても水がたくさん入って、計画通りに

ちゃんと燃えるのかなと心配になるのですけれど

も、その点は大空町との議論はどのようになって
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いるのか伺います。 

○近藤賢生活環境課長 おむつを燃やすことにつ

いては、大空町も紙おむつを燃やしているという

こともありまして、燃やしてはいるのですけれど

も、実験的に紙おむつの燃えるところを見てみた

のですけれども、やはり紙おむつというのは燃や

すときに時間がかかるという特性があります。そ

んな中で、当市としましては再資源可能な物につ

いては、なるべくリサイクルすることも考えなが

ら、なるべく燃やさないことも含めて、よりよい

方法を考えていきたいと考えております。 

○川原田英世委員 いろいろ考えていくというこ

とで、やりながら挑戦していくことになるのだと

思うのですが、やはり燃えにくい物が集中して入

ってしまうと、それだけ負担も増えると思うので

すけれども、この大空町に対して委託する費用、

これよりもかかってしまうかもしれないというこ

とも考えにはあるのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 大空町との協議では、人

口割ではなく搬入量割ということなので、現在の

この予算状況では大空町が600トン、網走市も同

量の600トンということで、その維持管理費の半

分ずつということの負担金の予算計上となってお

ります。 

○川原田英世委員 わかりました。この焼却施設

というのは、やはりどうせ使うのであれば、ある

程度許容量ぎりぎりまでごみがあったほうがいい

というものなのだと勝手に思っているのですけれ

ども、そういう理解でよかったでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 令和３年度は初めて持ち

込むことなので、その中で状況を考えながら次年

度以降継続するのか、増やすのかということも考

えていきたいと思っております。 

○川原田英世委員 状況はわかりました。将来的

なことも視野に入れながら進めていっていただけ

ればと思います。このごみの関係ではいろいろと

状況に合わせて、それぞれ対応が変わってきてい

るという状況はありますけれども、これもある意

味致し方ないことだと僕は理解をしています。だ

けれども、その都度何かしら問題があったときに

は市民にわかるようにしていただきたいなと思い

ます。 

 それと、ごみ出しガイドブックについての事業

がありまして、コロナでごみ出しのガイドブック

を新たにということなのですけれども、どういっ

た事業内容なのか伺います。 

○近藤賢生活環境課長 ごみ出しのガイドブック

の作成でございますが、現在使用して供用してい

るごみ出しガイドブックは29年度の分別変更の時

点でつくったもの、それからその内容を増刷りし

て使っているということで、ちょうど今年度末で

在庫が切れてきているという状況でございます。

そのような中でこのコロナ禍が起こりまして、ご

みの出し方についても、ごみがこぼれないように

出して、収集員の方にうつらないようにする対策

を取るですとか、簡単なことなのですが、マスク

は埋立てに入れていただくとか、袋はちゃんと縛

ってくださいといったような、コロナ対策に関す

るページを加えて、全戸配布はできないのです

が、6,000冊を作成し、配付する先はまずは転入

者、それから東農大生へのオリエンテーションが

ございますので、そういったところで使う分を作

成した内容としております。 

○川原田英世委員 わかりました。全世帯には配

れないということなのですけれども、転入者を中

心にということでした。ごみステーションの状況

を見ていると、やはり各ステーションは困ってい

ますよね。それで新しく町内会で管理しているの

ですが張り紙をしたりとか、ちゃんと分別をして

くださいとか、これも犯人探しみたいになって嫌

なところもあるのですけれども、ちょっと残った

ごみを見て誰なのだとかというのがちらほらと話

を聞くところです。 

そういった状況もありますけれども、ある程度

のごみステーションだとか、ごみの状況の管理を

そういった町内会でもしてくれているということ

は、それはまたうれしいことですので、このガイ

ドブックをつくるのであれば、ある程度町内会の

会長だとか、そういった地域のとりまとめ役とい

ったら変な話ですけれども、そういう方のところ

にもお配りする必要があるのではないかと思うの

ですけれども、いかがでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 必要なところにつきまし

ては、柔軟に対応して配付するように考えており

ます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 次に移ります。 

 地球温暖化対策事業についてです。代表質問で

も地球温暖化についていろいろ述べさせていただ

きましたけれども、今何ができるのかなというこ
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とをよく常々考えているところです。事業、予算

がついていますけれども、次年度はどんなことに

取り組むのか伺います。 

○近藤賢生活環境課長 地球温暖化対策事業です

が、大きな予算はつけてはいないのですが、環境

展の中で地球温暖化対策に対する様々な、例えば

エコドライブの推進ですとか、ＳＤＧｓの説明と

いった内容の資料を配って啓発する。また、パネ

ルを展示するなどの内容を考えております。 

○川原田英世委員 例年と同じような情報発信を

するということなのでしょうけれども、それはそ

れで一つ大切なのかもしれませんが、地球温暖化

というのは人ごとではないということをしっかり

とみんなで共有しなくてはいけないと僕は思って

いまして。となると、市からの情報発信だけでは

なく、市民みんなで考える機会をつくっていかな

ければいけないと思っています。やはり漁業に関

しても地球温暖化大きな問題です。農業に関して

も大きな問題です。そして農大の学生だとか、若

い子たちにとっても未来につながる大変大きな課

題です。そして、その市民みんなが心の中でいろ

いろな意識を持っていますよね。これだけ大問題

ですから。そういう人たちを市のほうでしっかり

と組織化していって、そしてみんなで一緒に考え

ていくという機会を創出していくというほうに事

業を進めていただきたいと思うのですが、その点

いかがでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 これまでも10の取組です

とか、そういった啓発の資料を配ってきました。

その中でも市民みんなで取り組むという言葉は書

いているのですが、委員御指摘のとおり、なかな

か自治体からの発信だけではなかなか進まないの

かなという点がございました。そういった中でも

網走市では環境保全審議会ですとか、不定期です

がごみの減量化の懇話会の中では、農協、漁協の

方、それから消費者団体なども入っておりますの

で、そういった方も協調する内容の地球温暖化の

考え方。また隣の北見市ではＳＤＧｓの協議会な

るものを立ち上げて、市民みんなでというような

動きがありますので、先進地の事例を参考にしな

がら、網走市の地球温暖化対策をまた考えていき

たいと思っております。 

○川原田英世委員 考えていっていただきたいと

思います。予算が少ないとか多いとか、そういう

ことではなく、市民みんなで考えて、一人一人が

認識を持って日々の生活を送っていくということ

が大切なことだと思いますので、今伺いましたけ

れども、もう一歩、二歩進んで取組をしていただ

きたいと思うのですが、大切な問題であるからこ

そ、私としては担当課長の熱意というのを最後に

聞きたいのですけれども、いかがでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 担当としましては、とに

かくこの関係団体と協調するということが必要だ

と思いますので、地球温暖化だけには限らないの

ですが、消費者協会とは、ちょっと去年はコロナ

でできなかったのですけれども、啓発のちらしを

一緒にスーパーの前で配るとか、そういった活動

は幾らでもできますので、また関係団体にお願い

をして協調して進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○川原田英世委員 わかりました。終わります。 

○山田庫司郎委員長 ここで、昼食のため休憩し

ます。 

再開は午後１時とします。 

午前11時58分 休憩 

───────────────────────── 

午後１時00分 再開 

○立崎聡一副委員長 委員長を交替します。 

休憩前に引き続き、再開いたします。 

 先ほどの川原田委員への答弁について、理事者

から発言を求められていますので許可いたしま

す。 

子育て支援課参事。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 午前中御質問いた

だきました、川原田委員からの母子家庭等自立支

援給付金支給事業についての中でありました、病

院からの医療費、病院からの学費等を受けている

場合の市の両方が受給できるかということでした

が、こちらのほうは両方受給が可能ということで

ございます。 

○立崎聡一副委員長 川原田委員よろしいです

か。 

引き続き、質疑を続行いたします。 

 小田部委員。 

○小田部照委員 早速質問に入らせていただきま

す。 

 予算書の61ページ、生活困窮者自立促進支援事

業について伺います。 

 こちらのほうは、先ほど川原田委員からも質疑

ありましたが、お金や仕事、住宅など、様々な事



 

－ 80 － 

情で市民の方々から相談が寄せられているのだと

思いますが、具体的にはどのようなものがあった

のか。コロナ禍の影響で相談件数も増えているの

ではと想定いたしますが、どのくらいの件数があ

ったか、内容について伺います。 

○結城慎二社会福祉課長 生活困窮者自立促進支

援事業でございますが、その中には自立相談支援

事業と住居確保給付金給付事業、２種類がござい

ます。 

まず、自立相談支援事業についてでございます

けれども、こちらについては生活困窮者が抱える

多様で複合的な問題解決のために相談に応じるも

のでありまして、具体的には現在網走市社会福祉

協議会に委託をしている状況にあります。 

また、住居確保給付金給付事業については、廃

職、廃業またはそれと同等の状況にある方であっ

て、就労能力及び就労意欲がある方のうち、住居

を喪失している方もしくは喪失するおそれのある

方に対して住居費を支給するものでございまし

て、具体的にはその申請窓口は社会福祉協議会、

給付は市が行うというような内容になっておりま

す。 

具体的な相談件数でございますが、自立相談支

援事業におきましては、先ほど川原田委員への答

弁でも申し上げたとおり、ここ数年おおよそ50件

程度で推移をしております。住居確保給付金につ

きましては、本年４件の相談がございましたが、

いずれも相談のみでありまして、収入超過あるい

は問い合わせのみということで、具体的な申請に

は至っておりません。 

また、今年は新型コロナウイルス対策としての

特例貸付も国のほうで制度化されております。そ

の申請窓口も、同じく社会福祉協議会に設置して

います生活サポートセンターで行っております。

こちらにつきましては、相談については昨年の３

月から本年２月までの状況で来所相談196件、電

話相談192件がございました。そのうち緊急小口

資金の貸付決定が84名、総合支援資金の貸付決定

が27名という実績になっております。 

○小田部照委員 196件の相談があったというこ

とですが、このお金の貸付に関しては、金額に上

限とかもあるのでしょうが、どのような状況で現

在あるのか伺います。 

○結城慎二社会福祉課長 まず、この特例貸付の

２種類のうち、緊急小口資金につきましては、貸

付上限が特例で20万円以内、そのほかで上限10万

円の貸付を行っております。また、総合支援資金

の貸付については、二人以上の世帯で月額20万

円、単身世帯で月額15万円でございます。いずれ

も３カ月分の支給ということになりますけれど

も、現在特例として再貸付も認められている状況

になっております。 

貸付の金額で申し上げますと、先ほどの貸付決

定件数に対して、緊急小口資金で1,520万円、総

合支援資金で1,861万5,000円の実績となっており

ます。 

○小田部照委員 コロナの影響もあり、大変困窮

なされている方も大勢いらっしゃると思います。

それによって、この事業こそが困っている市民に

とってとても重要な事業の一つだと私は考えてい

ますが、社会福祉協議会に委託ということで、そ

ちらのほうと連携、体制というのはどのように取

られているのか伺います。 

○結城慎二社会福祉課長 先ほども川原田委員の

答弁の中で少し触れさせていただきましたが、当

然この生活困窮者への相談支援、自立に向けた相

談支援というのは、一機関だけで収まるものでは

ないと認識をしております。市の社会福祉課、生

活困窮に進めば生活保護へと進むと、申請に至る

という場合もあると思いますし、また就労を希望

している方であればハローワークにつなぐ、その

ほかの相談機関につなぐというようなことになり

ますが、連携体制としては年間に６回から７回、

支援調整会議というものを開いて、全体で情報共

有が必要な方のケースについての検討を行ってい

る状況でございます。 

○小田部照委員 連携体制については理解いたし

ました。国の事業とはいえ、平成27年度から開始

されたということで、今日まで、今回コロナの影

響も多々あると思いますが、課題などどのように

捉えているのかお聞きしたいと思います。 

○結城慎二社会福祉課長 26年のモデル実施、そ

して27年の本格実施から６年が経過をしようとし

ておりますが、一定程度市民の中での認知は進ん

でいるかもしれませんが、まだ完全なものではな

いのかもしれません。そこに行けば相談ができる

ということを、今市役所の窓口にも置いておりま

すが、カード式のここに電話をしてくださいとい

うカードをいろいろな窓口にも置いているのです

けれども、そういった媒体を使って、広く周知を
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図っていかなければならないと思っております。 

○小田部照委員 ６年経過しているということで

すが、様々な新たな課題もあるかとは思います

が、今後とも事業の改善に向けてしっかりと、コ

ロナの影響で増えてくるとは思いますので、しっ

かりと改善も含めて自立に向けたこの事業のより

一層の充実に努めていっていただきたいと思いま

す。 

 次に移ります。 

 予算書61ページ、障がい者就労支援事業につい

て伺います。 

 こちらも先ほど村椿委員のほうから質疑ありま

したが、障がい者の就労実態の調査をすると。新

たに障がい者就労理解促進のための事業者への講

習を行うというふうに明記されておりますが、詳

しい内容についてもう一度御説明いただきたいと

思います。 

○結城慎二社会福祉課長 事業の内容、先ほど村

椿委員の御質問にも答弁させていただきました。

情勢認識については先ほど申し上げましたので、

繰り返しません。事業の内容としましては、先ほ

ども申し上げましたとおり、企業等への実態調

査、こちらについては、例えば障がい者の就労を

現に行っているところ、あるいは行っていないと

ころ、それぞれに、例えば受け入れるとすればど

のような条件が整えば受け入れられるのか、ある

いは現に行っているところであれば、どのような

課題があるのかということを聞き取ることによっ

て、障がいのある方の就労についてのまず課題を

明らかにすると。そこで明らかになったものをも

って、現在は秋頃を想定しておりますが、就労支

援講習会ということで企業の皆様、あるいは障が

いを持った当事者の皆さん、そして家族あるいは

サービス提供事業所の皆さんにお集まりをいただ

きまして、その課題解決に向けた講習を行ってい

く。 

 実はこの事業、過去にも行ったことがございま

して、過去の就労支援講習会の中では精神科病院

のワーカーの方に来ていただいて、障がいのある

方の特性について学んだり、北見職親会の会長さ

んに来ていただいて、障がいのある方、こういう

仕事があるのだよというようなことを企業の方々

にお話をいただいたというようなことをやってお

ります。 

 今回もイメージとしては、そのようなイメージ

でやっていきたいなと考えております。 

○小田部照委員 内容についてはわかりました。

障がい者の就労に向けた大切な事業の一つだとは

思いますが、今実態調査しようとしている事業所

は何社くらいを対象にしているのでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課長 実態調査につきまして

も、実は過去に２年間に分けて、おおよそ100社

の調査を行いました。今回については、まだ数は

具体的には定めておりませんが、同程度になろう

かなというふうには考えております。 

○小田部照委員 おおよそ100社、今回も、これ

はアンケート調査で行うものだと認識しておりま

すが、先ほど答弁でもありましたが、障がい者を

就労されている事業所、またされていない事業所

にもアンケート調査を行うというようなお話をし

ておりましたが、今網走市内の事業所で障がい者

を就労している事業所というのは実態を把握して

いるのでしょうか。何社くらいあるということ

を。 

○結城慎二社会福祉課長 障がいのある方を雇用

されている企業、事業所等の数については、その

実態の把握をすることは困難でございますので、

実数としては把握はしておりません。ただ、日々

の業務の中で、例えばどこどこのお店にいるだと

かというようなことは押さえておりますが、全体

として実数を押さえているかというとそこまでに

は至っておりません。 

○小田部照委員 今後、障がい者の就労率を地域

として、網走市として上げるためにはそういった

実態の調査も大切なことだと思います。併せて、

網走におられる障がい者の現在の数、そして就労

できる、就労を望んでいる方が就労に就いていな

いという現状の障がいを持った方もおられます。

そういった方の実態の把握をしっかりと、網走全

体で調査しなければ生きたものにはならないので

はないかと思いますが、その辺はどのように考え

ているのでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課長 障害のある方、先ほど

申し上げたのは、いわゆる受け皿のほうになりま

す。委員おっしゃるとおり、当然そこに働くこと

を希望される方の数というのも把握する必要があ

ろうかと思います。現在、市で身体障害者手帳、

療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、この３障が

いの手帳を持っている18歳以上の方、総数でいく

と約2,000名いらっしゃいます。それらの方々に
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ついて、全体を調査するというのはなかなか難し

い状況にはあります。ただ、委員おっしゃるとお

りの面もございますので、今後はそれがアンケー

ト調査になるのか、あるいはサービス提供事業

所、そのほかの相談機関を通じて概数を把握する

という方法になるのかというのはありますけれど

も、その調査の方法については研究検討してまい

りたいと考えております。 

○小田部照委員 理解いたします。先日３月１日

には障がい者雇用率、法定雇用率が全国的に

0.1％上がったということもあります。日体大の

生徒が定員に満たないこと、網走という地域がハ

ローワーク管内ですが障がい者雇用率が全道的に

もかなり低いと。なかなか上がってこないという

実態もありますので、しっかりとこの障がい者雇

用促進、雇用が上がるように、障がい者に明るい

まち網走となれるよう、全力で取り組んでいって

いただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 予算書69ページ、こども医療費助成費について

伺います。 

 これは一昨年も同様の質問をさせていただきま

した。これは子育て世帯にとって、とてもありが

たい、すばらしい事業の一つだと私も高く評価し

ているところではありますが、高校生から数えて

第３子目が医療費無料となってはいるのですが、

実質保険指標には１割負担という記載がありまし

て、システム上、一度病院のほうでお支払いをし

て、その領収書を持って市役所の窓口に来て還付

してもらうというような内容になっております

が、３人目無料で申請に来た人数、また金額は幾

らくらいになっているのか伺います。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 ３子目で窓口に払

い戻しに来た方の件数ですが、平成29年度では

1,066件、平成30年度では1,190件、平成31年度で

は1,069件となっております。 

○小田部照委員 かなりの件数が来ているとは思

いますが、この金額的には幾らくらいになるので

しょうか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 平成29年では83万

4,000円、平成30年度は85万8,000円、平成31年度

は86万6,000円となっております。 

○小田部照委員 申請に来られる件数、金額につ

いては横ばいだということで理解いたしました。

ただ、これが果たして申請に来ていない方が倍い

るのか、１割や２割しかいないのかが、実態が把

握できないというようなシステム上の問題があり

ます。システム改修には多額の費用がかかるため

というような答弁もいただいていますので、その

辺は理解いたしますが、行政の公平性の観点から

も、そういうせっかくの施策を、事業が受けられ

ない方がいないために周知あるいは広報など、今

年度を迎えるに当たって新たな取組があればお聞

かせいただきたいと思います。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 ＰＲにつきまして

は、毎年受給者証の更新の時期にはパンフレット

を同封しております。今年度は新たに医療機関に

ポスターなどを配付しまして、周知のほうを図っ

ていきたいと考えております。 

 今後も周知の方法をさらに検討していきたいと

思っております。 

○小田部照委員 今年度は市内医療関係事業所に

ポスター協力いただき、ポスターの提示をして申

請漏れのないような周知の仕方をしていくという

ことで理解いたします。ぜひ今後ともしっかりと

申請の漏れがないような周知の仕方に徹底するこ

とと、併せて他市町村の事例だとかも参考にし

て、そのシステムがなければ第３子がどれくらい

の数がいるということが把握できるような、何か

参考にして調査していっていただきたいと思いま

す。 

 次に移ります。 

 同じく69ページ、新生児子育て応援お祝い金、

新生児お祝い金ですね、1,000万円とあります。

これも他の委員、多数質問されておりました。５

万円をお祝い金として支給すると。５年間続け

て、継続してやっていきたいということで、子育

て世帯にとっては大変ありがたい事業の一つ、新

しい事業だと私は思っております。ただ、一部委

員からあったようにインパクトが少ないというよ

うな意見もありますが、５年間の様子を見て、出

生率の影響も見ながら、できればお金を払ったこ

とによって年間200人前後ですが、これは10人で

も増えるようなことがあれば、これを10万円にし

たり20万円にしたり、こんなに手っ取り早い、い

い事業はないと思いますので、ぜひそこも検討す

るのと同時に５年後はまた再検討ということなの

でしょうが、間違ってもここまで５万円支給とい

うふうに上げて、５年後は廃止にします、もう少

し少なくしますとなれば、それこそ出生率の低下
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を招きかねないことなので、その都度協議させて

いただきたいと思います。 

 質問はしません。 

 次に、予算書77ページ、紙おむつ焼却処理につ

いて伺います。 

 こちらも他の委員が多数質問していたので、一

部だけ確認させていただきたい。先ほどの質疑の

経過を聞いていて、大空町の焼却施設が36年経過

して、そろそろ老朽化で、大空町自身は広域連携

で令和10年までに新設する予定だというようなお

話をされていたと思うのですが、これに関しては

広域連携で網走市としては、令和10年に完成した

焼却施設に引き続き網走のごみを一緒に燃やして

いただくというような方向性で将来は考えている

のでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 広域の中間処理施設の関

係でございますが、今年の２月に斜網地区の市

長・町長会議を開催しまして、大空町でこれから

整備をする中間処理施設については、広域で利用

が検討できないかという御提案がございまして、

斜網地区の自治体で今後担当者会議を組織し、検

討を進めていく内容としております。 

○小田部照委員 今後の協議、検討次第というこ

となのでしょうが、一つに今の網走には焼却施設

がないということで、漁業関係者や農業関係者

が、漁網だったり産業廃棄物があるのを大抵産廃

業者に依頼してお金を払って持っていって、もち

ろんお金はどこでも払うのですけれども、持って

いって焼却してもらうというのが通常の形なので

すが、この広域で考えたときに、斜里とか、漁師

さんも農家さんもあちこち同じことですので、一

緒に焼却のことも将来的には考えていくべきでは

ないかと思いますが、その辺、将来像として何か

見解あれば伺いたいと思います。 

○近藤賢生活環境課長 ただいま委員からござい

ました農プラ、漁プラの関係ですが、原則として

これは産業廃棄物で処理する内容でございます。

ただ、大きな焼却炉など、そういった中間処理施

設であれば可能性もございますので、産業廃棄物

の処理については、北海道が許認可権を持ってお

りますので、そういったところの意見も伺いなが

ら、これから担当者会議の中でも発生量だとか、

そういったことは把握して検討の中に含めていく

必要があると考えております。 

○小田部照委員 今後とも、よく広域でしっかり

と協議検討をして、地域にとってすばらしい事業

の推進に努めていっていただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 コロナ対策事業に関連して、コロナに関する情

報公開の在り方について何点か確認させていただ

きたいと思います。 

 まず、市内で感染者が出た場合、道や保健所か

ら指示がないと情報を出せないのか。市民に一番

身近な行政が命と生命を守るために、できる範囲

で何らかのメッセージを発信すべきだと私は考え

ておりますが、市の見解を伺います。 

○細川英司健康福祉部参事 感染者の情報に関す

る公表の基準というのは定めていないところでは

ありますけれども、代表質問での市長答弁のとお

り、市職員が感染した場合は本人に対する事実確

認に基づきまして、可能な範囲で情報を公表す

る。市が所管する公共施設や主催する行事等で感

染が確認された場合は、所管部署や関係者に対す

る事実確認に基づき、可能な範囲で情報を発信す

るという基本的な考えでございます。 

○小田部照委員 すみません。一つ一つ整理させ

ていただきます。まず、市職員、会計年度任用職

員、指定管理者の職員が感染または濃厚接触者だ

った場合の公表基準を明確化にすべきであると私

は考えておりますが、その辺をまず所見を伺いま

す。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 今、委員御指摘のあっ

た基準を設けるべきといったことでございますけ

れども、今、説明もさせていただいたのですが、

公表の基準は今定めておりません。ただ、先ほど

も説明したとおり、本人に対する事実確認に基づ

き、可能な範囲で情報を公表していくというよう

なことで、これは市職員、会計年度も含めて同様

の取扱いだと認識しております。 

○小田部照委員 同様の取扱い、扱いの仕方はわ

かりましたが、しっかりとした明確な基準を、や

はり行政ですので設けるべきだと私は思います。 

 つい先日、３月10日、一昨日ですね、紋別市の

ホームページで市職員がコロナ感染者となり、同

担当課の濃厚接触者が多数おられたようですが、

みんなＰＣＲ検査を受けたが陰性だったと、問題

なかったということですが、３月23日まで自宅待

機をさせていますと、併せて感染者が出たエリア

を封鎖していますと、市ホームページで公表して

おります。同じようにそういった感染者が出た、
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濃厚接触者が出た場合は、網走市も同様に市民に

正確に情報発信すべきだと私は考えますが、その

辺はどのような認識でおられますか。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 感染者に関する情報で

ありますけれども、紋別の事例につきましては、

私も新聞を見て存じておりますし、近隣市町村で

もこれまで市、町で感染者が出た際には、感染者

が出たといったこと、また濃厚接触者がいて検査

の結果陰性であったですとか、そういった経過も

含めて、そういった情報が発信されていることは

承知をしております。当市におきましても、そこ

は同様の考えでおりますし、もちろん関係機関と

の調整、また御本人の事実関係等々に基づいて、

また規模だとか、窓口とちょっと外局とかではま

た違ったりもしますので、そういった違いは出て

くるとは思いますけれども、同様の取組というこ

とで考えているところでございます。 

○小田部照委員 ある程度の同様の対応はできる

という認識はいたしますが、同様に指定管理者、

先ほども言いましたけれども、指定管理者先や公

共施設などで同様にコロナ感染者、濃厚接触者が

出た場合は、今度公表ももちろんそうなのですけ

れども、その場所を閉鎖しなくてはいけない、ま

たは封鎖しなくてはいけないというような状態に

陥るケースも想定されます。そういった場合も明

確な基準がなければ、そのたびに指定管理先も困

ってしまうことだと思いますが、そういったもの

の基準を設けるべきだと思いますが、市の認識を

伺います。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 まず情報発信、一つお

話しておきたいのは、２月に北海道から市町村に

対して調査が行われておりまして、これ感染者情

報の公表の在り方の見直しを検討するというよう

なことに基づいて調査が来ているものでありま

す。内容につきましては、個人情報の配慮や積極

的疫学調査等への影響を考慮した市町村単位での

居住地の公表、それから非公表をなくし、個人情

報に配慮しつつ正確な情報を道民に伝える公表の

方法や頻度、そして国籍や職業など個人の特定に

つながる情報の公表の考え方、この三つの点をベ

ースといたしまして、北海道がその情報の提供と

いうところの見直しを進めておりますので、まず

その情報の基準というようなところは、まず一

つ、ここの北海道の見解も参考にしていきたいと

まず考えているところでございます。 

 それと公共施設などでの情報の公表というよう

なことでございますけれども、これはまた職員な

のか市民なのかというようなところで、また情報

の発信の仕方も変わってきますけれども、まずそ

の感染状況を踏まえながら、もちろん保健所の指

導だとか協議も必要になってきますので、そうい

ったことを踏まえながら、市として閉館を判断す

るというようなことになろうかと思います。 

○小田部照委員 市民が感染した場合なのか、市

職員、指定管理先の職員なのかも併せてそうです

が、もちろん保健所との協議もしなければいけな

いことなのだろうと思いますが、個人情報を出す

わけでもないですし、ある程度公共施設で感染者

が出たり、濃厚接触者が出た場合は、こういった

場合は閉鎖しますということは、ある程度明確な

基準がないと、これは困るものだと思うのですけ

れども、情報発信については先ほど答弁いただき

ましたけれども、公共施設、指定管理先含めて、

閉鎖しなくてはいけないというような基準は網走

市独自で判断すべきことだと思いますので、状況

に応じてどうするということは、今から検討して

明確な基準を設けていくべきだと思いますが、も

う一度答弁お願いします。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 公共施設の種別や規模

ですとか、また来館者の数ですとか、そういった

部分、同一の基準というのはなかなか難しいと考

え、そこも想定されますので、基本的な方向性を

示しながら、所管部署の意見なども踏まえなが

ら、状況に応じてそこは対応したいというような

ことで考えてございます。 

○小田部照委員 言わんとしていることはよくわ

かりますが、状況によって箱も規模も全て違いま

すが、各施設には従業員というか、職員さんがお

りますので、常駐していますので、現場の方々と

しっかり意見交換をして、協議しながら、各施設

の明確な封鎖、閉鎖含めて、こういった場合はど

うするというようなガイドライン、基準はしっか

りと設けるべきだと思いますが、その必要はない

ということなのでしょうか。臨機応変に対応でき

るということでしょうか。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 様々施設がございます

ので、それぞれ所管部署の意見も踏まえながらと

いうことで、これも感染症対策本部の中で各部長

さんおられますので、ここは情報共有をしっかり

しながら、今後に向けて議論していきたいと思い
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ます。 

○小田部照委員 しっかりと議論を重ねて、ちゃ

んと決まった網走市独自の基準を明確にしていく

べきだと私は考えますので、ぜひその方向で協議

していっていただきたいと思います。 

 併せて、昨年のＳＯＭＰＯボールゲームフェス

タの教訓を踏まえて、外部講師を招く際のイベン

トや市主催のイベント運営方法、講師を招いたと

きの予防策などを、こちらもしっかりとしたガイ

ドラインを策定して、今後の運用に生かしていか

なければいけないと思いますが、所見を伺いま

す。 

○桶屋盛樹健康福祉部長 基本的には、イベント

ごとの実施要領ですとか、ガイドライン、ここに

基づいた対応になると考えてございますけれど

も、やはり昨年の主催事業における対応の誤り、

これは教訓といたしまして、事前の体調確認です

とか、検査の実施の確認ですとか、当日の検温や

感染防止対策、こういったことは徹底をしながら

行事、イベントに取り組んでいきたいと考えてご

ざいます。 

○小田部照委員 しっかりと教訓にして、市民へ

の情報発信、予防策など、これからまだまだコロ

ナ、終息されていませんので、ぜひそういったこ

とにもしっかりとしたガイドラインを作成に向け

て、しっかり取り組んでいっていただきたいと思

います。 

 新型コロナウイルスは現在、首都圏をはじめ、

全国的に下げ止まりの傾向にありますが、変異型

ウイルスの重症化、感染率の拡大が懸念されてお

ります。そもそも長引くコロナで生活や活動も制

約され、苛立ちや慣れ、麻痺による様々な問題が

出ているのが現状だと認識しております。何より

も第４波への感染拡大は絶対阻止するという強い

意志と対策を打っていかなければならないと思い

ます。 

 これには一人一人の市民の理解と協力が必要不

可欠になってきます。市は網走市民の命と生命を

守る最後の砦であります。基礎自治体の責任と役

割を果たすために、より一層の強い意志を持っ

て、全力でこのコロナ対策について取り組んでい

っていただきたいと思います。 

 終わります。 

○立崎聡一副委員長 次。 

 永本委員。 

○永本浩子委員 それでは、予算書の61ページ、

総合福祉センターの改修事業についてお聞きした

いと思います。 

 昨年の予特で社協のボイラーがかなり老朽化し

ており、入浴サービスの利用者も多いことから改

修をお願いしたところですが、今回の改修事業に

ボイラーは含まれているのでしょうか。事業の内

容をお聞きしたいと思います。 

○結城慎二社会福祉課長 今回の総合福祉センタ

ー改修事業の内容でございますけれども、大きく

四つの改修を行います。一つ目には、現在故障し

て利用できない状況となっております、床暖房の

改修。そして二つ目には、新型コロナウイルス感

染症対策として換気設備の改修を行います。三つ

目には自動ドアの改修、そして四つ目には機械室

の外壁改修を行うものでございまして、委員から

お話がございましたボイラーの改修については、

今回の事業には含まれておりません。 

○永本浩子委員 ちょっと残念なのですけれど

も。社協のほうからは、ぜひボイラーの改修とい

うことを、多分依頼は出ていると思うのですけれ

ども、今後そういったボイラーに関する改修は考

えていらっしゃらないのでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課長 ボイラーの改修につき

ましては、昨年のこの特別委員会の中でも御答弁

申し上げましたけれども、総合福祉センターの利

用の在り方も含めまして検討してまいりたいと考

えております。 

 なお、現状のボイラーでございますけれども、

受託をしております網走市社会福祉協議会でござ

いますが、指定管理者がその委託料の中で毎年メ

ンテナンスを行いまして、必要な、軽微なものに

なりますけれども、必要な修繕を行うことによっ

て、現在のところ、使用には大きな支障が生じて

いないというふうに報告を受けております。 

○永本浩子委員 了解いたしました。また、引き

続き連携を取りながらお願いしたいと思います。 

 改修工事のスケジュールというのはどんな感じ

になっているのでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課長 改修工事のスケジュー

ルにつきましては、先ほども申し上げましたとお

り、コロナ対策も含まれておりますので、指定管

理者であります社会福祉協議会とも協議をしまし

て、新年度、早い段階で実施をしたいと考えてお

りますが、具体的な時期は現在のところ未定にな
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っております。 

○永本浩子委員 早い段階でということで、工事

中の、今利用されている方たちへのサービスの提

供に支障はないようにもちろんすると思いますけ

れども、その辺のところ、もう一度確認させてい

ただきたいと思います。 

○結城慎二社会福祉課長 当然、利用される方が

いらっしゃいますから、利用に支障のないように

工事をしてまいりたいと考えておりますけれど

も、工事の内容に床暖房の改修も含まれておりま

すので、工事期間によっては一部の利用の制限も

必要となることも予想されます。しかしながら、

施工業者あるいは社会福祉協議会とも協議の上、

極力影響のない形で進めてまいりたいと考えてお

ります。 

○永本浩子委員 ぜひ。学校とかだと長い夏休み

とか、冬休みを利用するということもあるかと思

いますけれども、社協だとなかなかそうはいかな

いと思いますので、ぜひ支障ができるだけ少ない

形で推進をお願いしたいと思います。 

 次に、同じ61ページの障がい者就労支援事業

で、先ほど来、数名の委員からもいろいろと質問

があったところでありますけれども、今まで一度

も開催したことはなかったというのではなくて、

今までにもあるという、先ほど答弁がありました

けれども、前回開催したのはいつ頃の開催になる

のでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課長 障がい者の就労に関す

る講習会につきましては、平成26年度に４回の連

続講座を開催をさせていただきました。内容につ

きましては、先ほども答弁申し上げましたとお

り、障がいに関する理解あるいは障がいのある方

がこういう仕事できますよというのと、最後に１

回、静岡県の農園、先進的に障がいのある方を雇

用されている農園の主の方にお越しをいただい

て、御講演をいただいたというようなものをやっ

ております。 

 基礎調査につきましては、平成27年度、８年度

でそれぞれ50件、そして28年度は48件ということ

になりましたが、調査を行っております。また、

障がいのある方の就労に関する講習会について

は、毎年北見市にあります障がい者就業・生活支

援センターあおぞらと共催によりまして、就労支

援連絡会というものを開催しております。昨年か

らは、そのあおぞらと、これも共催でございます

が、障がいのある方の相談会や現に障がいのある

方を雇用している企業の方にお集まりをいただい

て、意見交換会の取組を行っております。 

 こうした取組により、徐々に就労先の拡大が図

られてきたものと考えておりますけれども、残念

ながらまだ完全に理解が進んだとは言えない状況

にはあるかなとは認識しております。 

○永本浩子委員 そうなのです。私も先日、障が

い者を雇用したある企業の社長さんが、結局仕事

を任せてもうまくできないということで辞めても

らったというお話を伺ったばかりで、やはり雇う

側も、この障がいの特性とか、対処の仕方を理解

していくということがとても大切なのだなという

ことを痛感したばかりなのです。なので、こうい

った就労の理解促進のための講習会はとても大切

だと思っているところなのですけれども、得てし

て一度雇って辞めさせてしまった、駄目だったと

いう思いが残ると、そういった企業主さんはもう

二度と雇いたくないという思いになってしまうの

が、ちょっとその可能性もあるというのが心配な

ところなのですけれども、こういった講習会の中

で、その辺のところもうまくカバーできるような

内容というのは考えていただけているのでしょう

か。 

○結城慎二社会福祉課長 講習会の中身について

は、これから具体を詰めていく。先ほど申し上げ

ましたとおり、実態調査の中で明らかになった課

題についてメインにやっていこうと思っておりま

すので、当然その中身には、今委員御指摘の内容

は含まれてくると思います。また、一つの取組の

例ということになりますけれども、日本体育大学

附属高等支援学校では、例えば就職だとかをする

にあたって、進路担当の先生あるいは学校の先生

がその会社に行って、障がいのある、この特性を

社員の皆様にレクチャーするというような取組も

あります。このような取組も参考にしながら、講

習会の中で課題の共有化を図ってまいりたいと思

っております。 

○永本浩子委員 ぜひ、日体大等とも連携しなが

ら、そういったところをやっていっていただきた

いと思います。世の中的にもＮＨＫ等々でも発達

障害の方のいろいろな特性とか、そういったとこ

ろを、周りが理解することも大切だというのも、

社会的な情勢が進んできているところかと思いま

す。また、親御さんが自分のお子さんが発達障害
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等々で、その子その子によってやはり特性が違う

ということで、自分のお子さんの取扱説明書と、

ちょっとユーモアも交えて、我が子のトリセツと

いうものをつくって、学校に行っているときは同

じクラスの子供さんたちにわかってもらいたいと

いう運動をしていたりとか、会社になってもそう

いったところ、トリセツ次第でそこがスムーズに

いけるかいけないか、周りが、あ、この子はここ

は得意だけれども、ここはあまり言ってはいけな

いのだなとか、そういったところの理解というの

はとても大切だと思いますので、大事な事業だと

思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 先ほど来、就労実態というのはなかなかつかむ

のは困難だというお話があったのですけれども、

統計的な数字とか、何か就労実態に変わるような

ものは押さえてはいらっしゃらないのでしょう

か。 

○結城慎二社会福祉課長 先ほども御答弁申し上

げましたとおり、市内における障がい者の就労の

実数というのは、なかなか捉えることは難しい状

況にあります。この間、議会でもお話をさせてい

ただいておりますが、ハローワークはどうしても

網走市だけではなくて管内ということになります

ので、そこから網走市の分を切り離せないとい

う、何度かハローワークともお話をしているので

すが、そういう状況にあります。 

 しかし、先ほど申し上げましたこれまでの市の

取組あるいは市内の就労移行支援事業所などの努

力によりまして、ここ数年で主に知的に障がいの

ある方を受け入れる企業、わずかではございます

けれども、増えてきている状況にはあるのかなと

押さえております。 

 また、昨年には東京の大手企業におけるテレワ

ークによる障がい者就労の企業説明会及び採用試

験がこの網走市で行われまして、市内でも採用者

があったというふうにも聞いております。 

 さらに、統計的な数字ということになりますけ

れども、今年、令和２年度において、障がい者福

祉計画策定に当たって実施しました障がい者など

へのアンケート調査においても、一部就労に関す

る設問を設けたところです。御回答いただきまし

た16歳以上の方、250名中、就労していると回答

された方、130名で、52％となっております。 

 130名の障がい別内訳でいきますと、身体障が

いが87、知的障がいが19、精神障がいが23、難病

患者が１名となっております。 

 この数字、サンプル数が少ないものの、一つの

統計的な指標としては捉えることができるかなと

いうふうには考えております。しかしながら、同

じアンケートでは就労していない、もしくは未回

答であった120名のうち、39名の方が働きたいけ

れども働けない、つまりは働く場所がないという

回答であると認識しておりますが、そう答えてお

ります。 

 今後はこうした方々のためにも就労先の拡大、

あるいは多様な働き方への対応を拡充することが

必要かなと考えております。 

○永本浩子委員 やはり身体の方は一番就労はし

やすく、知的よりも精神のほうがちょっと数が上

回っていたのはちょっと意外ではあったのですけ

れども、精神の中でも様々なあれがあるかと思い

ますけれども、本当に働きたくても働けないとい

う、そういった思いの人が一人でも二人でも減っ

て就労できる、そしてまた就労の継続がやはりで

きるということがとても大事になってくるかと思

いますので、平成26年の実績と、今回取り組むア

ンケート等々を積み上げながら、市としても実態

をつかみつつ、適切な手を打っていけるように取

り組んでいっていただきたいと思っております。 

 それでは次に65ページの高齢者等除雪・融雪サ

ービス事業についてお聞きしたいと思います。 

 予算的には若干増額になっておりますけれど

も、その理由というのはどういったところなので

しょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 昨年より増額となった

理由でございますけれども、こちら介護保険特別

会計により執行しておりました本事業の町内会実

施分につきましては、昨年実施されました北海道

による保険者指導により、介護保険特別会計の地

域支援事業の対象とすることはできない旨の指摘

を受けましたことから、令和３年度より一般会計

に移行したことによる増額であるものでございま

す。 

○永本浩子委員 理解いたしました。 

 それで、現在の利用人数の推移と今後の見通し

ということでお聞きしたいのですけれども。 

○高橋善彦介護福祉課長 利用登録人数につきま

しては、平成30年度で259世帯、この内訳としま

してはシルバー人材センターの委託分が114世

帯、また民間事業者が101世帯、町内会実施分が
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44世帯となっております。 

 また、平成31年度は雪が少なかった影響により

まして、若干登録件数が減少しておりますけれど

も223世帯、内訳がシルバー97世帯、民間事業所

が78世帯、町内会が48世帯となっております。 

 今年度、令和２年度につきましては、若干増加

しまして303世帯、シルバー人材センターが112世

帯、民間事業者が130世帯、町内会が61世帯と増

加している状況でございます。 

 今後におきましても支援を必要とする高齢者の

増加が想定されますことから、サービス利用の需

要は高まるものと考えてございます。 

○永本浩子委員 やはり高齢化に伴って数という

のは増えてきて、その中でちょっと町内会の数も

少し伸びてきているというのはうれしい材料であ

りますけれども、皆さん御存知のとおり2025年問

題というものがもう本当に着々と近づいてきてお

りまして、75歳以上、団塊の世代の方たちが全員

75歳以上になる2025年以後、かなり高齢者の数は

増えていくものと思います。 

こうした中で、シルバー人材センターはこのま

ま引き続きやっていただけるものと思いますけれ

ども、民間で請け負っていただいている業者が、

ちょっと私も１社だけだったというのも今回初め

て分かりまして、驚いたところなのですけれど

も。その民間業者の方も今はまだ大丈夫、だけれ

ども、やはり従業員の方たちも徐々に高齢化して

きていて、それに対して要望する方たちの数は

年々増えてきているということで、このまま１社

だけで請け負っていて、突然できなくなったとき

に、一番困るのは今お願いしている高齢者の皆さ

んということで、今後の対応というものを市とし

ても考えていただきたいというお話もいただいて

いるところなのですけれども、その辺の対応につ

いては市はどのようにお考えでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 除雪サービスの実施主

体を増やしていくということが課題でございまし

て、具体的には地域での担い手の確保と今御指摘

のございました民間サービス提供事業者の拡充

を、それぞれの視点で実施主体の掘り起こしを行

うことが必要であると考えております。 

 現在、町内会に対しましては、町内会連合会役

員会での事業内容の説明や各単位町内会へ周知

し、事業受託町内会の拡大・推進に努めていると

ころでございます。 

 今後は、地域の老人クラブなどに対しても、事

業協力に向けた周知を検討してまいりたいと思っ

ております。 

 また、民間事業者につきましては、今現在、安

価な委託料により１社が受託している状況でござ

いますが、件数の増加や作業員の高齢化によりま

して、新たな受託事業者の拡充が急務でございま

す。 

 現在、就労継続支援Ａ型事業所が事業参入の意

向を示しているところでございまして、来年度以

降実施の可能性について協議・検討してまいりた

いと考えております。 

 今後におきましても、様々な実施主体を検討し

ながら、事業を継続してまいりたいと考えており

ます。 

○永本浩子委員 実際は本当にボランティアに近

いくらいの多分委託料で、本当に自分の会社の仕

事の前に従業員さんが市内のそういった高齢者の

ところの間口、除雪をやっていただいているとい

うことで、委託料に関してはもう少し検討してい

ただくということは難しいのでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 委託料の増額でござい

ますけれども、こちらのほうは受託事業者とお話

し合いをしながら、できる範囲の中で考えていき

たいというふうには考えております。 

○永本浩子委員 誤解のないように、今受けてく

ださっている方が上げてほしいという話は一切な

いのです。ただやはり、多分この金額で受けてく

れる会社は難しいのではないかということで心配

をされていたということで、御承知置き願いたい

と思います。ぜひ、こういったところも検討して

いただきながら、安定的に高齢者の除雪を維持し

ていけるような体制をお願いしたいと思っており

ます。 

○立崎聡一副委員長 永本委員の質疑の途中です

が、ここで暫時休憩いたします。 

午後１時57分 休憩 

───────────────────────── 

午後２時08分 再開 

○立崎聡一副委員長 休憩前に引き続き、再開い

たします。 

 永本委員の質疑を続行します。 

 永本委員。 

○永本浩子委員 それでは同じく65ページの介護

人材確保事業についてお聞きしたいと思います。 
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 こちらも若干増額になりましたけれども、その

理由をお聞かせください。 

○高橋善彦介護福祉課長 増額の要因であります

が、在宅での介護サービス提供の要であります介

護支援専門員いわゆるケアマネージャーですけれ

ども、こちらの充実を図るため、ケアマネ有資格

者で育児等により実務を離れ、職場復帰を検討し

ている方や、既に介護施設などに勤務し、居宅介

護支援事業所へ異動する、またはしたい方に対す

る支援策としまして、ケアマネ業務につく場合に

義務づけられております再研修の受講料を補助す

る新たな制度創設により増額となってものでござ

います。 

 助成制度の内容につきましては、現に介護事業

所に勤務しており、研修後、居宅介護支援事業所

で業務に従事する方は研修費用の２分の１、介護

事業所に勤務せず研修後市内居宅介護支援事業所

に就労した方は研修費用の全額を補助しようとす

るものでございます。 

○永本浩子委員 ケアマネの充実または再登用と

いうことで、何人くらいを見込んだ数字になって

いるのでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 こちらは合計４名分を

想定しております。内訳としましては、事業所向

けの補助が２名、個人向けの補助が２名という内

容となっております。 

○永本浩子委員 私も父の介護を丸９年やらせて

いただいて、その間、ケアマネさんには本当にお

世話になりまして、ケアマネさんの数はやはり足

りてきていない状況も肌で感じていましたので、

こういった事業でケアマネさんが増えて、介護を

受けられる方も安心して利用できるというふうに

なることはとてもいいことだと思っております。 

 先ほども言いましたけれども、2025年まであと

４年ということで、介護を必要とする高齢者の急

増ということが予測されるわけですけれども、こ

の2025年に向けての介護人材の確保の見通しとい

うのはどのように考えていらっしゃるのでしょう

か。 

○高橋善彦介護福祉課長 介護人材につきまして

は、現在におきましても人材不足は深刻でござい

ます。団塊の世代が75歳に達します2025年度末で

245万人が必要とされ、厚生労働省の推計では全

国で34万人、北海道でも２万人の不足が見込まれ

る状況でございます。 

また、網走市の高齢者人口は2020年と比較しま

すと、2025年には170名の増と推計されますが、

75歳以上の高齢者は1,000人程度増加する見込か

ら、要介護認定者につきましても５年間で200名

程度増加する見込みでございます。 

このようなことから、新規事業でありますこの

ケアマネ再研修の助成や、これまで５年間で23人

が助成を受け、市内介護事業所で就労している初

任者研修助成の継続、また関係事業所との意見交

換など、協議、連携し、新たな取り組みを検討し

てまいりたいと考えております。 

○永本浩子委員 あらゆる角度から介護人材を確

保していくということがとても大事になるかと思

いますけれども、その中でこういった事業を通し

て、また新しい人を掘り起こしていくというもの

と、離職を防ぐことと、流出を防ぐということも

大事な観点かと思いますけれども、そういった点

に関してはどのようにお考えでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 離職防止や定着促進と

いったところでございますが、こちらに関しまし

ても関係事業所等と意見交換や研修会の開催など

を実施して事業を進めてまいりたいと考えており

ます。 

○永本浩子委員 父がお世話になった介護してい

ただいた方たちも、なぜか私が勤める薬局に来ら

れる方が多くて、本当に東藻琴に行ったのです、

小清水に移ったのです、北見に行ったのですとい

うお話を直に聞く機会が多いものですから、本当

に優秀な人材が、市としては本当に近隣自治体の

ほうに流出しているなというのが、本当に実感を

するところです。多分、この流出したあとも、で

きれば網走に戻ってきたいという思いを抱えてい

らっしゃる方もいるなということも、そういった

ところでお話をする中で感じているところでし

て、そういった人脈等も使いながら、もう一度ま

た網走で働いてもらえるような、そういった手立

ても必要になってくるかと思いますので、そうい

った点も手を尽くしていっていただければと思い

ますけれども、いかがでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 市外等への介護人材の

流出といった点でございますけれども、網走市内

の法人の中でそういった動きがあったということ

は承知をしているところでございます。また、そ

こにお勤めであった方と話しても、やはり地元が

網走ということもあります。網走にお家があると
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いうことで、やはり将来的には網走で働きたい思

いということも伺っておりますので、そういった

方たち、または運営する法人などと積極的に意見

交換をしながら、人材確保に努めてまいりたいと

考えております。 

○永本浩子委員 ぜひ、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは次に、69ページの認定こども園網走幼

稚園整備事業補助金についてお伺いしたいと思い

ます。 

 もう一度確認ということで、昨年、昨年という

か令和２年ですけれども、若葉幼稚園も認定こど

も園ということで整備をされたところですけれど

も、幼稚園から認定こども園に移行するその理由

というのをもう一度確認させていただきたいと思

います。 

○高畑公朋子育て支援課長 ここ数年、少子化の

影響により、幼稚園の園児数の減少傾向があった

のですが、令和元年10月の幼児教育、保育の無償

化の開始以来、幼稚園の園児数が大きく減少して

おり、保育園の園児数が大きく増加しているとい

った状況が増えておりまして、保育園の需要が増

えているといったこと、それとあと待機児童の解

消という目的もありまして、そういった理由から

認定こども園化を進めているといった状況でござ

います。 

○永本浩子委員 幼児教育、保育の無償化が、こ

ういった形でまた影響が出てくるというのも、ち

ょっと最初聞いたときに驚いたというか、でも現

実は無料で保育をしてもらえるとなると、やはり

働きに出たいというお母さんもたくさんいらっし

ゃったということが現実で、そういった方たちへ

の助けにもなるのだろうなということで理解させ

ていただいているところですけれども。 

今回、網走幼稚園の整備事業補助金３億1,556

万3,000円ということなのですけれども、若葉幼

稚園のときはもう少し少なかったかなと思うので

すけれども、若葉幼稚園のときの金額と、なぜ増

えているのかというところをちょっと教えていた

だければと思います。 

○高畑公朋子育て支援課長 若葉幼稚園の改修に

つきましては、一部改修となっておりまして、遊

戯室については既存の施設を使用しているため、

改修の面積は586平米となっており、若葉幼稚園

につきましては、実績がまだ整っていないので予

算ベースになりますが、事業費総額２億3,320万

円で、国庫補助が8,119万3,000円、市の負担が

8,215万7,000円で、法人負担が6,985万円という

状況でした。 

○永本浩子委員 それで、やはり若葉幼稚園のほ

うが金額的にはかなり少なかったということで、

網走幼稚園の場合はそれよりも上回っているとい

うのはどういった理由になりますか。 

○高畑公朋子育て支援課長 今回の網走幼稚園

は、既存の施設を全て取り壊し、現在と同じ場所

に鉄筋コンクリート３階建て、延べ床面積1,158

平米の園舎を建設いたしますことから、事業費の

総額は４億4,660万円で、国庫補助金が１億3,977

万円、市の負担が１億7,579万3,000円で、法人負

担が１億3,103万7,000円となっております。 

○永本浩子委員 網走幼稚園の場合は全面改修と

いうことで、建て替えということで、これだけの

金額になっているということは理解させていただ

きました。３億1,556万3,000円ということで予算

書には出ているのですけれども、今の御説明だと

全部で４億ということになるのでしょうか。 

○高畑公朋子育て支援課長 市の予算額につきま

しては、国庫補助金１億3,977万円と市の負担分

１億7,579万3,000円の合計額となります。差額の

１億3,103万7,000円につきましては、法人負担と

いうことになります。 

○永本浩子委員 法人負担の分を除いたものとい

うことで理解をさせていただきました。 

 この網走幼稚園の整備事業ですけれども、スケ

ジュール等はどんなふうになっているのでしょう

か。 

○高畑公朋子育て支援課長 スケジュールにつき

ましては、まず補助申請につきましては、既に国

に提出をしておりまして、例年の流れでは４月の

初旬に内示が来る予定となっております。内示

後、直ちに指令前着手届けを提出した後、入札の

手続を始め、５月には解体工事を着工、７月には

本体工事を着工し、３月に工事を完了して開園の

準備を行い、令和４年４月からの開園を目指す予

定でおります。 

○永本浩子委員 それでは令和３年の１年間をか

けて、きちんと整備をして、令和４年からという

ことで理解させていただきました。 

また、網走市内の幼稚園なのですけれども、若

葉幼稚園に続いて今回網走幼稚園も認定こども園
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に移行するということで、認定こども園になって

いない幼稚園は１園のみということでよろしかっ

たでしょうか。 

○高畑公朋子育て支援課長 幼稚園としては桂幼

稚園１園だけが幼稚園として残っている状況でご

ざいます。 

○永本浩子委員 藤幼稚園さんはもう既に認定こ

ども園ということになっておりますので、今後ま

だなっていない桂幼稚園ですけれども、今後認定

こども園に移行する予定というのはあるのでしょ

うか。 

○高畑公朋子育て支援課長 今のところ、そうい

った意向があるという話は聞いておりません。 

○永本浩子委員 理解させていただきました。大

事なお子さんたちを預かっていただけるところで

すので、いい認定こども園ができることを祈って

おります。 

 それでは次に、71ページ、生活保護事業につい

て、先ほど来、質問がなされたところですけれど

も、先ほどお聞きした開始世帯、廃止世帯とはま

た別で、令和２年の生活保護の世帯数と人数、そ

の内訳を教えていただければと思います。 

○結城慎二社会福祉課長 現在の保護世帯につい

てですが、今年２月末現在の数字になります。保

護受給世帯が503世帯、人数にして614人となって

おります。前年同期比で、世帯数で21世帯の減

少、人員で33人の減少となっております。 

 また、ひとり暮らし世帯につきましては、全体

の503世帯中、424世帯で、84.3％の割合となって

おります。この単身世帯の割合につきましては、

平成30年の２月末で81％、平成31年の２月末で

83％、令和２年の２月末が83.4％でございますか

ら、単身世帯、ひとり暮らしの割合が徐々に増え

てきている状況でございます。 

 あわせて高齢者世帯につきましては、315世帯

でございまして、世帯数としましては、前年同期

で１世帯減っておりますが、全体の中での割合と

いうことになりますと62.6％で、前同期比で

2.3％の上昇ということになっております。 

○永本浩子委員 昨年もお聞きして、やはり少し

ずつ、高齢者また単身世帯の割合が増えてきてい

るということだと思いますけれども。先ほどの質

問でもありましたけれども、コロナの影響という

のは、多分今はそれほど出てはいないのだと思う

のですけれども、今朝の網走タイムズでも前月か

ら一転、複数倒産が発生ということで、報道され

ていたのは北見市内の企業ではありますけれど

も、網走市内においてもこれからコロナが長引

き、このワクチン接種が長引くにつれて、ＧｏＴ

oの開始も遅れたり、経済活動の再開というとこ

ろが、なかなかうまくいかない中で、徐々に失業

したり、解雇になったりということで、若い世代

の人もこの生活保護を受けざるを得ないという現

象が出てくるのではないかと思いますけれども、

その辺はどのようにお考えでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課長 新型コロナウイルス感

染症の影響でございますけれども、令和２年度に

おいて、新型コロナウイルス感染症の影響を受け

たと思われる、具体的に聞き取りをしたわけでは

ございませんので、思われる相談件数でございま

すが、２月末現在で５件ございました。そのう

ち、３件が生活保護を申請し、保護開始に至って

いるという状況でございます。 

 今後の見通しの部分でございますけれども、委

員御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症の

影響がこの後長引けばさらに生活困窮が増加する

ということも予想されるところでございます。 

これまでは、国による各種給付金あるいは特例

貸付の実施がございまして、それが家計への影響

を軽減した部分もあるのだろうというふうには考

えております。しかし、先ほど申し上げたとお

り、今後の状況によってはそれがどうなるか、あ

るいは３月31日で特例貸付の期限が切れるという

ような状況もあります。こうした状況によりまし

て、生活保護の相談あるいは申請が増えるという

可能性も考えられると思っております。ですか

ら、生活サポートセンターはじめ、関係機関と連

携を密にしまして、連携を図ってまいりたいと考

えております。 

○永本浩子委員 本当にそうなってはもらいたく

はないのですけれども、現実としてはそういう可

能性も大いに考えられるということで、ただコロ

ナの影響で受けざるを得なくなった方というの

は、働きたいという意欲は多分お持ちの方が多い

のではないか。その働く環境が整えさえすれば、

自立で保護を抜けるということも十分考えられる

と思いますので、保護係だけではなく全庁的な対

応も連携をしながら、ぜひ対応していっていただ

きたいと思っております。 

 また、高齢者の保護の場合ですけれども、特に
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御主人に先立たれた単身の女性の高齢者、年金額

が非常に低い方が多いということで、こういった

方たちがどうしても今までパートで働けていた人

が働けなくなって、そして生活保護を受けざるを

得ないという方も多いのではないかと心配をして

おります。 

 また、医療扶助の増加を防ぐということで、昨

年もお聞きしましたけれども、健康管理支援事業

が始まったところだと思いますけれども、この健

康管理支援事業の状況というのは今どうなってい

るのかちょっとお聞きしたいと思います。 

○結城慎二社会福祉課長 健康管理支援事業につ

きましては、多くの健康課題を抱えていると考え

られる被保護者に対して、経済的な自立のみなら

ず、日常生活自立や社会生活の自立という観点か

ら、医療と生活の両面において支援が行われるも

のでございまして、本年１月から義務化されてい

るところでございます。 

 昨年のこの特別委員会の中でもお話しました

が、当市におきましては平成30年度、そして令和

元年度において医療レセプトデータの分析を行い

まして、被保護者の疾病傾向あるいは健康診断の

受診勧奨の対象となる数の把握をしてきたところ

でございます。その結果、健康診断の受診勧奨の

対象者は、おおよそ170名となっております。 

事業の実施状況でございますが、現在は令和３

年度からの具体的な支援開始に向けまして、管内

におきまして事業計画の策定あるいは先ほど申し

上げました受診勧奨の対象となる方宛てのパンフ

レット等の準備を行っているところでございま

す。 

令和３年度におきましては、引き続き、医療レ

セプトデータの分析を継続するとともに、様々な

支援メニューございますけれども、支援メニュー

については事業計画において優先順位をつけて具

体的な支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

現時点においては、パンフレット等を使用した

健康診査受診勧奨を先行して行っていきたいと考

えているところでございます。また、その健康診

査等によりまして、特定保健指導などが必要とな

る場合については、関係課と連携をしまして個別

に対応してまいりたいと考えております。 

○永本浩子委員 一気にこの生活保護費が上がる

という原因が、やはりこの医療扶助費なのではな

いかと思っております。高額医療を受けなければ

ならない状況になる手前で、何とか抑えていける

かどうかというのが大きなポイントになるかと思

っておりますので、事業自体は本当になかなか難

しいことだなと私も実感するところですけれど

も、データ分析等有効に活用しながら、こういっ

たところをやっていっていただきたいと思ってお

ります。 

 今後の課題としては、私としては先ほど言った

御主人に先立たれた高齢女性の単独世帯の問題、

この医療扶助費の問題、それからコロナ禍で受け

ざるを得なくなった方たちの再就職の支援という

ところが上げられるかと思っておりますけれど

も、今後の課題どのように捉えていらっしゃるで

しょうか。 

○結城慎二社会福祉課長 生活保護全般に係る今

後の課題という部分でございますけれども、まさ

に委員御指摘のとおりだと私どもとしても認識を

しております。高齢化社会の進展によりまして、

保護を必要とする高齢者も増えてくると考えてお

りますし、そもそも当市の保護受給者における高

齢者の割合、全道平均よりも高い状況になってお

りますから、そうした方々への支援というのも非

常に重要な課題となってくると思っております。 

 また、単身の高齢世帯も多くなってくるという

ことになりますから、これからのケースワークの

実施に当たっては、市役所内の健康推進課あるい

は高齢者住宅担当関係部署との連携、そして医療

機関、福祉センターなど関係機関の連携による取

組が一層重要になってくるのかなと考えていると

ころでございます。 

 また、医療扶助の関係におきましては、先ほど

申し上げました健康管理支援事業については、金

額的に見れば短期的に影響が出てくるものではな

いというふうには認識しております。少し長い目

で見ないと、短期的に見ると、例えば健康診断で

医療にかかる必要があれば、当然医療扶助は上が

ります。でも、重症化を防ぐという意味では長期

的には影響が出てくると考えておりますので、そ

こは少し長期的な視点を持って見ていきたいと考

えております。 

 また、コロナの関係は先ほど申し上げましたと

おりです。状況を見据えながら、適切に対応を図

ってまいりたいと考えております。 

○永本浩子委員 ぜひ長期的にということで、糖
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尿病等もやはり症状が出ないので、検査を受けて

もらって初めてわかる。でも、早い段階で手を打

っていけば、重症化する、透析に行く、そういっ

たところはかなり防げるかと思いますので、その

辺のところも2025年以降、一気に増えるその手前

のところで対応できる基礎部分を確立していただ

ければと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 次に、71ページの開業医誘致促進事業ですけれ

ども、今回5,035万円という予算が付いておりま

す。予算が付いているということは、もしかした

ら令和３年度も誘致のめどが立っているのかなと

いう、ちょっと期待をしているところなのですけ

れども、現段階で問い合わせ等はあるのでしょう

か。 

○細川英司健康福祉部参事 開業医誘致推進に関

する問い合わせにつきましてですが、まずは電話

による問い合わせになりますが、令和２年度に入

りましてから数件ございまして、問い合わせの内

容といたしましては、主に制度の概要につきまし

て確認をされるといった内容でございます。現時

点におきましては、令和３年度中に新たに開業と

決定している案件のものはございません。 

○永本浩子委員 まだ決定はないにしても、数件

の問い合わせがあるということで、少し希望が見

えた思いがします。令和２年、２件の開業医がス

タートいたしまして、近隣住民の方々、市民の皆

さん、本当に大きな安心を得たかと思っておりま

す。また、本当に厚生病院での泌尿器科の開設も

含めて、地域の医療体制が整うということは、人

口の流出を防ぐ意味でも大事な取組になると思い

ますので、ぜひ１件でもまた誘致できるように頑

張っていただきたいと思います。 

 また、去年、去年というか令和２年度で開院し

ていただきましたドクターのお話などもホームペ

ージというのはあれなのですけれども、何かの形

で、網走で開業してよかったというような、そう

いったものも問い合わせのときに伝えていただけ

るようなものが何かあったらいいのではないかと

思いますけれども、こういった取組はどうでしょ

うか。 

○細川英司健康福祉部参事 令和２年度中に開業

いただきました２名のドクターにおかれまして

は、実際に網走で開業いただいているドクターで

ございますので、今委員がおっしゃったような実

際に経験をされたお話ということは説得力などが

高いかと思いますので、ドクターと相談して、そ

ういったことが可能かどうか検討してみたいと思

います。 

○永本浩子委員 ぜひ、お願いいたします。 

 では次に、75ページのあばしり健康マイレージ

事業についてお聞きしたいと思います。 

 毎年お聞きしておりますけれども、令和２年度

の達成人数とこれまでの人数の推移を教えていた

だきたいと思います。 

○清杉利明戸籍保険課長 まず、健康マイレージ

事業のこれまでの達成人数の推移でございます

が、平成28年度よりこの事業は実施しております

が、28年度は83名、平成29年度は153名、平成30

年度は165名、平成31年度は232名となっておりま

す。また、令和２年度、今年度の達成者の見込み

でございますが、昨日現在、令和３年３月11日時

点におきましては183名となっております。新型

コロナの影響もございまして、検診等の受診控え

もあり、達成者も人数につきましては伸び悩んで

おりますが、最終的には200名以上にはなるので

はないかというふうに思っております。 

○永本浩子委員 着実に増えていっているのかな

と思います。令和２年度に関しては、コロナの影

響もやはりあるのが確かだと思いますけれども。

ただ、まだまだこの健康マイレージ事業を知らな

い方も多く、毎年毎年市のほうでも内容を充実さ

せていただきまして、工夫をしていただいて、よ

くなってきているというのは本当に感謝している

ところなのですけれども。私自身がちょっと入院

したときも同じお部屋の人にこの話をしたとき

に、やはり知らなかったということで、そして保

健センターで春と秋のミニドッグ等で特定検診を

受けたりしている方は、いつもあそこに市のほう

から出張してきていただいて、お声がけいただい

ているので、そこで健康マイレージのはんこを押

してもらったりということができるのですけれど

も、自分が通院している病院で特定検診を受けて

いる方ばかりだったものですから、ぜひ病院の窓

口にも健康マイレージのパンフレット等置いてい

ただければ、きっともっと増えるのではないかと

いうお話をいただいたのですけれども、令和３年

度の改善点、工夫点という中でそういったところ

も考えていただきたいと思いますけれども、いか

がでしょうか。 
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○清杉利明戸籍保険課長 新年度におけます改善

点についてでございますが、事業の内容につきま

しては大きな変更はございませんが、ただいまの

ような意見も踏まえまして、来年度からは事業周

知の工夫におきまして、特定検診の実施医療機関

とも調整を図りながら、協力いただける医療機関

のところにはポスター及びカードと一緒になった

周知のパンフレットを掲示したいと考えておりま

す。 

 また、今後につきましても広報あばしり、かわ

ら版、ＦＭあばしりなどによる周知につきまして

も、引き続き行っていきたいと思っております。 

○永本浩子委員 それでは、何か医療機関にもち

ょっと案内を置いていただけるようですので、ぜ

ひよろしくお願いいたします。 

 それでは最後に75ページの子宮頸がんの予防接

種事業についてお聞きしたいと思います。 

 令和２年度が13万6,000円だったのですけれど

も、今回96万7,000円とかなり増額になりました

けれども、その理由をお聞かせください。 

○永森浩子健康推進課長 増額の理由についてで

ありますが、子宮頸がん予防ワクチンとの因果関

係を否定できない持続的な疼痛が予防接種後に特

異的に見られたことから、平成25年より本事業の

積極的勧奨を差し控えているところですが、国よ

り定期接種対象者と保護者に向け、接種を検討、

判断するためのワクチンの有効性・安全性に関す

る情報等や、接種を希望した場合の円滑な接種の

ために必要な情報等について、対象者に情報提供

を進める旨通知があったことから、来年度当初に

個別通知を行うことになったということと、あと

対象者への個別通知の郵送料及び情報提供するこ

とで、接種する方も増えてくるということも見込

み、令和２年度予防接種委託料３名分だったとこ

ろから、来年度、令和３年度は20名分、90万円を

増額としたことも大きな理由であります。 

○永本浩子委員 正しい情報の提供ということ

で、こういった作業をする中で、また接種してい

ただける方が増えればいいなと私は思っておりま

す。現在も年間１万人の若い女性が罹患して、そ

の中で毎年2,800人ほどが亡くなっているという

現実と、この子宮頸がんの予防接種をすると、ほ

ぼ、90％以上罹患を防ぐことができるということ

で、訴訟問題が起こったことで積極的な勧奨がで

きない時間が増えておりますけれども、今回の厚

労省からの正しい情報の提供ということで、今回

その事業によって、少しでも多くの人が接種をし

ていただければと思っております。 

 今後の当市の取組ということなのですけれど

も、この辺に関しては、どのようにお考えでしょ

うか。 

○永森浩子健康推進課長 今回、あくまで情報提

供ということで、明確な安全についてはまだ示さ

れていませんので、接種については迷われる方も

多いかと思います。そういった相談でしたり、あ

と情報提供、子宮頸がんの罹患のリスクやがん予

防の大切さとワクチンの効果やリスクについて、

両方やはり正しい情報についてしっかり周知した

いと思っています。既にホームページについては

更新し、国の新しいリーフレットや厚生労働省の

子宮頸がん予防ワクチンの相談窓口、定期的な子

宮がん検診のお勧めなども含めて情報提供してい

ます。年度初めには情報提供ということで、個別

通知も行い、正しい情報の提供に努めてまいりた

いと思います。 

○永本浩子委員 判断するのに必要な情報をぜ

ひ、メリット、デメリット含めて提供していただ

ければと思います。 

全世界的にはもう80カ国以上が公費負担でこの

予防接種はやっておりまして、さらに2014年には

アメリカで、現在日本でやっている２価と４価の

ワクチンではなく、９価、九つの株に対する９価

ワクチンが既に開発されておりまして、これは女

子だけではなく男子にも効くということで、この

９価ワクチンも世界的に供給不足という状況が続

いているようですので、多分訴訟問題等が一段落

できたところで、日本としてもこの９価ワクチン

に対しては取組がなされるかと思いますので、市

としましてもそういった取組に備えて、少し情報

収集などもしていただきたいと思いますし、また

ワクチン接種だけでなく、子宮頸がんの検査の推

進ということも大変大事な事業になってくるかと

思いますけれども、そういったところもぜひしっ

かりと取り組んでいただきたいと思います。 

以上で、私の質問を終わらせていただきます。 

○立崎聡一副委員長 次。 

 金兵委員。 

○金兵智則委員 それでは、質問をさせていただ

きます。 

 まず、先ほどもありましたけれども、認定こど
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も園網走幼稚園整備事業補助金について伺いたい

と思います。 

 この整備スケジュールにつきましては、先ほど

お伺いしまして令和４年４月の開園を目指してい

るということは理解をさせていただきましたけれ

ども、その開園後、認定こども園網走幼稚園の定

員がどのようになるのかお伺いしたいと思いま

す。 

○高畑公朋子育て支援課長 現在、網走幼稚園は

60名定員で運営しておりますが、認定こども園化

することにより、保育園部分につきましては、０

歳児２名、１・２歳児10名、３歳以上児18名の30

名定員、幼稚園部分につきましては、15名減少し

45名定員となり、全体で75名定員ということにな

ります。 

○金兵智則委員 幼稚園部分については若干少な

くなりますけれども、保育園部分についてが30名

が増えるという形になるのだなと思いますけれど

も、これまで未満児、いわゆる０歳から２歳の未

満児のところについて、網走市では待機児童が発

生しているというようなお話を伺ってきましたけ

れども、若葉幼稚園、そして網走幼稚園が認定こ

ども園化することになりまして、この待機児童の

現状は、今後はどのようになっていくのかお伺い

したいと思います。 

○高畑公朋子育て支援課長 令和３年４月１日の

申込み状況としましては、現状のところ待機は出

ていない状況ですが、３歳未満児につきまして

は、年度途中に増えていく傾向がありまして、令

和２年度におきましても、10月１日時点でゼロ歳

児が９名、１歳児が３名、２歳児１名の待機とな

っております。令和３年度につきましては、若葉

幼稚園の認定こども園化により、ゼロ歳児の定員

が２名の増、１・２歳児の定員が10名の増とな

り、令和４年度に網走幼稚園が認定こども園化し

ますと、ゼロ歳児の定員はさらに２名の増、１・

２歳児の定員はさらに10名の増となるため、１・

２歳児につきましては待機は解消されていくもの

と考えておりますが、ゼロ歳児につきましては、

この２カ年で定員が４名の増ということから、ゼ

ロ歳児の需要がこのまま同様に推移していきます

と、待機の解消はなかなか難しいのではないかと

考えております。 

 今後は、少子化の影響も出てくると思いますの

で、推移を見ながら、適正な定員管理を推進して

まいります。 

○金兵智則委員 ゼロ歳児を除けば、一定程度、

待機児童については解消されたのかなと思います

けれども、ゼロ歳児のところについては難しい部

分もあるのだなとは理解させていただきますの

で、今後いろいろな方向性で対応していっていた

だければと思います。 

 続きまして、お伺いしたいのですけれども、予

算書でいうと75ページの一番下、キツネ等有害鳥

獣捕獲事業というのが、何と言えばいいのでしょ

う、初めて目にしたというふうに言えばいいので

しょうか、文字では。多分、キツネなどの有害鳥

獣を捕獲する事業だということは字からわかるの

ですけれども、去年の予算書にももちろんこの文

字なかったのです。それが、決して新規事業では

ないと思うのですけれども、どのようなことなの

か。その事業の内容も併せてお伺いしたいと思い

ます。 

○近藤賢生活環境課長 キツネ等有害鳥獣捕獲事

業の関係でございますが、キツネの捕獲事業につ

きましては、これまで農林課のほうで実施をして

おりました。令和３年度からは、農林課について

は農業被害を対応するという形で変えまして、農

業被害以外の住宅などの敷地にキツネが出て困る

という場合は、箱罠を設置して捕獲するのです

が、そういった生活環境被害についてのキツネ駆

除について生活環境課が担当する、そして市民が

申し込みといいますか、駆除窓口がわかりやすく

なるようにしたという流れでございます。 

○金兵智則委員 それでは、今まで農林課でやっ

ていました鳥獣害防止対策事業という中に、この

キツネの部分も入っていたのかなと思いますけれ

ども、その部分の生活に関わる、まち場に出てく

るようなキツネに関しては生活環境課で請け負う

ために、こういうふうに分けたというようなイメ

ージなのかなと思いますけれども。おっしゃると

おり、うちの近所でもよくキツネがいます。朝起

きると、うちの庭にも足跡がきちんと付いていま

す。きちんとというのもおかしいですけれども、

付いているような状況です。本当に潮見だけでは

なく、つくしに行ったり、どこに行っても出てく

るような状況になるのですけれども、来年度予算

41万7,000円が予算計上されておりますけれど

も、これでどの程度捕獲するとか、計画みたいな

ものというのはあるのでしょうか。 



 

－ 96 － 

○近藤賢生活環境課長 この事業につきまして

は、委託して実施しているのですが、箱罠を設置

して捕獲する分を41万7,000円を生活環境課に移

しています。従いまして、農林課でこの箱罠での

駆除をしていた過去３年の平均捕獲数を伺いまし

て、そこで平均捕獲数が19頭であったということ

から、年度内に19頭を捕獲する予算を要求して捕

獲を試みる形となっております。 

○金兵智則委員 過去３年の平均の19頭分だと41

万7,000円になるということで理解をさせていた

だきたいと思います。 

 次に、環境保全事業の中に公害防止対策事業と

いうのがあるのですけれども、今回環境保全事業

のほうが予算が、総額で見ると減額なのですけれ

ども、去年でいけば、白鳥公園の公衆トイレの解

体があったので、その部分を除けば若干増加して

いるといったような中で、公害防止対策事業の予

算額が増えているというようなことになっており

ます。事業内容は主要事業調書を見せていただけ

れば、悪臭の調査と河川等の水質検査ということ

になっているのですけれども、それは例えば今年

度何かがあったために来年度予算を増やすとかと

いうことなのか、その事業の内容、ちょっと詳し

く教えていただければなと思います。 

○近藤賢生活環境課長 公害防止対策事業でござ

いますが、こちらの事業、令和元年までは水質の

調査事業、それと悪臭の調査事業と分かれて事業

設定していましたが、近年公害駆除の件数という

のは減少傾向であることもございまして、令和２

年度以降は水質と悪臭の検査につきましては、公

害防止対策事業という形で統合しまして、隔年で

河川水質、そして悪臭の臭気分析ということで進

める形としております。 

したがいまして、令和２年度につきましては、

河川の水質５地点の調査ということで、88万

1,000円だったのですが、令和３年度につきまし

ては、悪臭の周期分析のため、146万9,000円と、

臭気分析の費用の委託料がちょっと高くついてお

りますので、増額している結果となっておりま

す。 

○金兵智則委員 二つの事業を交互にやるのでと

いうことなので、であればまた、その次はまた下

がるといったような形になるのかなということで

理解をさせていただきます。 

 次に、健康診査事業についてお伺いします。先

ほどの30代ファスト検診のお話もありましたけれ

ども、健康診査事業の中で唯一これのみが予算の

増額、ほかは軒並み減少しているというような状

況なのですけれども、その理由についてお伺いし

たいと思います。 

○永森浩子健康推進課長 未受診者への受診勧奨

を個別通知で実施していますが、ここ数年検診の

受診数が軒並み減少が見られているため、予算に

ついてもある程度実績に合わせて計上していま

す。さらに令和２年度は新型コロナによる受診控

えにより、例年の減少数の倍の減少が見られたと

いうことも影響しております。 

○金兵智則委員 健康診査事業全体で見ると受診

率が下がっているので実績に合わせて減少したと

いうことですけれども、唯一その中で30代ファス

ト検診だけが増額になっているのですけれども、

これだけそうしたら好調だという理解でよかった

ですか。 

○永森浩子健康推進課長 ファスト検診も先ほど

人数のほう申し上げましたが、前年度に比べると

今年度はコロナの影響もあり、少し減少となって

おります。ただ、先ほども申し上げましたが、若

い世代から生活習慣病予防ということで、力を入

れていくというところで、今後また周知等徹底、

強化して、たくさんの方に来ていただきたいと思

って予算を計上いたしました。 

○金兵智則委員 コロナの影響もあり実績が大分

下がっていると。また来年度もコロナの影響がど

こまで続いていくかわからないけれども、ファス

ト検診だけは力を入れて頑張っていくといったよ

うな答弁だったのかなということで理解をさせて

いただきたいと思いますけれども。 

あともう１点お伺いしたいのですけれども、ち

ょっと１点、国保特会の話ですので、あまり詳し

くはあれなのですけれども、国保特会のほうでや

っている特定健康診査事業というものに関して

は、若干予算が上がっているような感じなのです

けれども、こちらである特定保健指導事業の予算

額については若干減少しているということで、こ

の辺がリンクするものなのか、しないものなの

か、ちょっとわからないのですけれども、この減

少の理由というのはどういったことなのかなとい

うことでお伺いしたいと思います。 

○永森浩子健康推進課長 この特定保健指導事業

につきましては、市の国民健康保険から委託を行
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って保健センターが実施しているもので、ほかの

医療機関も受託をして行っていますので、保健セ

ンターの実施分だけではないというところは御理

解いただきたいと思います。 

○金兵智則委員 委託は受けているけれども、完

全にリンクしている部分ではないということで、

実績から見ると減少するといったようなことなの

かなということでわかりました。 

 続きまして、開業医誘致事業についてお伺いを

いたします。 

 １件分の予算が計上されているのでという話も

先ほどありましたけれども、問い合わせがあると

いうことですけれども、それを何とか来年度中に

も決定にするために、これ１件分予算計上されて

いるのだと思うのですけれども、それに向けては

どのように取り組んでいかれるのかお伺いしたい

と思います。 

○細川英司健康福祉部参事 予算額5,035万円計

上いたしておりますけれども、現時点におきまし

ては、令和３年度中に開業が決まっているという

案件はございませんが、市といたしましては医師

の高齢化の問題や休日の救急医療体制を担ってい

ただく医療機関といたしまして、内科系のクリニ

ックを誘致することが必要と判断いたしまして、

開業医の誘致事業につきましては、継続して進め

ていく意図を持ちまして予算を計上いたしたもの

でございます。 

○金兵智則委員 で、それに向けてどのような取

組を行っていくかという質問だったのです。 

○細川英司健康福祉部参事 5,035万円のうちの

35万円につきましては、周知、ＰＲ用の費用でご

ざいますので、令和２年度につきましては、なか

なか、２件実際開業医の開業がございましたの

で、周知のほうを充実して行うことができなかっ

たのですけれども、令和３年度につきましては、

そちらの費用を活用して、周知をさらに図ってま

いりたいと考えております。 

○金兵智則委員 周知に力を入れていっていただ

きたいと思います。問い合わせもあるということ

なので、ドクターの方々が目につくような場所で

のＰＲを進めていただけているのではないかと思

いますし、せっかく問い合わせのあったドクター

とは、今後、こちらからでも何か連絡が取れるよ

うな体制を取っているのであれば、連絡の取り合

いなんかもしていっていただきたいと思います。 

 開業医誘致、続けて行われている事業でありま

すけれども、開業に当たっては開業していただく

ドクターの意向もありますから、市としての要望

が全てクリアになるとは思いませんけれども、代

表質問でもお伺いしましたけれども、網走市とし

てバランスの取れた医療体制の提供の構築に向け

て、どのような考えを持っているのかお伺いした

いと思います。 

○細川英司健康福祉部参事 今後につきまして

は、委員御指摘のとおり、バランスということが

大変重要になってまいりますけれども、当面の間

につきましては、内科系のクリニックの誘致が必

要と考えておりまして、その後市内の医療機関の

動向などを踏まえまして、必要に応じまして診療

科目や立地場所などにつきましても、医師会や開

業医誘致助成審査委員会の意見を伺いながら、市

内の医療提供体制の充実、構築に努めてまいると

いう方向性で進めていく所存でございます。 

○金兵智則委員 様々な関係団体と協力しなが

ら、網走市の医療体制の構築に向けて進めていく

と。差し当たっては、まず内科のドクターの確保

だということで、理解をさせていただきたいと思

います。 

 最後の質問です。高度医療機器整備事業補助金

についてお伺いいたします。 

 これは、新聞にも載っていましたので、あれだ

と思いますけれども、手術支援ロボット、ダヴィ

ンチの購入予算だというふうに私自身認識してお

りますけれども、予算計上２億7,000万円のう

ち、2,700万円がふるさと寄附金を活用するとい

うことになっています。まずこの財源の内訳につ

いてお伺いしたいと思います。 

○細川英司健康福祉部参事 財源の内訳について

でございますが、予算額２億7,000万円のうち、

90％に当たります２億4,300万円は市債を、残り

の１割、2,700万円につきましてふるさと基金を

活用するということになっております。 

○金兵智則委員 残りは市債だということで、詳

細、昨日もやり取りでちょっとありましたので、

理解をさせていただきたいと思います。 

 これ、多分高度医療機器整備事業ですので、ダ

ヴィンチの購入予算だということだと思うのです

けれども、これダヴィンチ以外にも泌尿器の開設

に当たっては様々機器が必要になるのですけれど

も、その辺については病院のほうで準備をしてい
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ただくといったような理解でよかったのでしょう

か。 

○細川英司健康福祉部参事 委員お見込のとおり

でございます。 

○金兵智則委員 先日、新聞報道で４月からの泌

尿器科の開設ということになりましたけれども、

このダヴィンチ、外来診療がスタートした後も、

ダヴィンチが納入をされて、手術が開始される

と。ドクターのほうも今年度中には２名に増やし

たいということで、院長先生のお話もありました

けれども、この辺のスケジュールについて、網走

市として把握されていることがあればお伺いした

いと思います。 

○細川英司健康福祉部参事 現状、詳細のほうは

把握しきれていない部分がございますが、委員お

っしゃいましたとおり、４月１日から常勤医１名

体制でスタートいたしまして、徐々に体制の充実

を図りまして、医師が２名から３名による診療体

制となる予定でございます。 

 今後につきましては、体制が整い次第、手術対

応も可能となると伺っておりますので、厚生病院

さんと情報の共有を図ってまいります。 

○金兵智則委員 少しでも早く進んでいけばいい

のかなと思います。 

 最後にダヴィンチの運用については、病院側で

行うということは十分に認識しているつもりです

けれども、現在ダヴィンチを使用しての手術につ

きましては、泌尿器科の分野のみならず、消化器

外科、呼吸器外科、婦人科、市では心臓血管外科

のほうでも今、手術に対して保険適用がされるよ

うになりました。このような広がりが今後網走市

における医療従事者の確保に関して有効的に作用

していけばいいのではないかと考えますけれど

も、市の見解をお伺いしたいと思います。 

○細川英司健康福祉部参事 委員御指摘のとお

り、ダヴィンチにつきましては、泌尿器科の手術

のみならず、他の診療科における手術にも活用が

可能であります。高度医療機器の導入によりまし

て、地域における医療従事者の確保、医療提供水

準の向上など、様々な波及効果が期待できると考

えておりますので、地域センター病院であります

網走厚生病院との連携を図りながら、地域におけ

る医療提供体制の維持、充実に努めてまいりたい

と考えております。 

○金兵智則委員 ダヴィンチが網走厚生にあると

いうのが、とんでもなくすごいことだと僕自身は

思います。これをぜひとも武器として、いろいろ

使っていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○立崎聡一副委員長 ここで暫時休憩します。 

午後３時07分 休憩 

───────────────────────── 

午後３時17分 再開 

○山田庫司郎委員長 委員長を交替します。 

休憩前に引き続き、再開します。 

 質疑を続行します。 

 近藤委員。 

○近藤憲治委員 それでは、私からも令和３年度

予算案の中で、廃棄物処理政策全般及び新規事業

で盛り込まれました紙おむつ等運搬事業及び紙お

むつ等焼却処理負担金についてお伺いをしてまい

ります。 

 この間、代表質問でも当会派の古田委員が質問

させていだきまして、市長から御答弁をいただき

ましたので、大枠の考え方については受け止めさ

せていただいておりますので、今日は細部で詰め

させていただきたいと思います。 

 この施策、そもそもで言いますと、昨年来、議

論をさせていただいております明治の最終処分場

の埋立てスピードが計画よりも1.8倍のスピード

で進んでしまっていることを背景に実証されると

いう要素もあるかと受け止めております。 

 まず伺いますが、この運搬事業、そしてまた焼

却処理負担金の積算根拠を明らかにしていただき

たいと思います。特に相場感といいますか、紙お

むつを焼却するとしたら、キロどの程度なのか。

また、運搬費用としてはどの程度なのかという相

場感との比較もあればお示しいただきたいと思い

ます。 

○近藤賢生活環境課長 まず、この事業の紙おむ

つの輸送の件でございますが、月曜日から土曜日

まで週６回、年間313日パッカー車を１台置い

て、運転手を専属に１名置いて積算をした結果、

今回の予算要求額の1,000万円ということで予算

計上をさせていただいております。 

 処理の負担金でございますが、今回大空町から

は、おおむね600トンは受け入れられるとの打

診、協議内容だったので、大空町の燃やすごみの

量600トン、網走市から持っていくごみの量600ト

ン、紙おむつだけではなく、紙おむつ等可燃系の
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ごみを600トン持っていくという形で考えており

まして、大空町の焼却処理施設の運営費が、おお

むね5,000万円ということで、その搬入量割合を

折半した形の2,500万円という負担金を計上した

ところでございます。 

○近藤憲治委員 答弁の順番に伺ってまいります

が、輸送については、今細々と、運行日数と、そ

れからパッカー車の台数、それから人員、明らか

にしていただきましたが、この1,000万円の中に

はパッカー車の購入費も入っているのでしょう

か。 

○近藤賢生活環境課長 パッカー車の積算根拠に

ついては、機械等の損料の表から積算をしており

ます。借り上げで考えております。公用車ではご

ざいません。 

○近藤憲治委員 続きまして、分担金でございま

すが、今の答弁でいいますと焼却炉の運用費用は

5,000万円で、そのうちの半分程度は、600トンと

いう数字が出ていますけれども、半分程度がある

ので半額の2,500万円を計上したということでご

ざいますが、この焼却炉は、今回おむつがメイン

になっていますけれども、それ以外のものも含ま

れているわけだと思います。そこを大空町と完全

に折半して使うという前提に立っているから、こ

の積算をしたということでよろしいですか。改め

て確認をさせていただきたいのですが。 

○近藤賢生活環境課長 搬入量は600トンという

ことを見込んでおりまして、それで大空町と予算

の状況では50％、50％という形で予算を計上して

おりますが、これは年度末に搬入量を改めて計算

して、精算して、支払う形になります。 

○近藤憲治委員 そうしますと、この間の答弁で

明らかになっていますが、明治の最終処分場に大

体年間1,200トンのおむつが埋め立てられている

状況で、今回そのうちの半分くらいという話しな

のですが、今の冒頭の答弁でいきますと、おむつ

以外の物も持っていくということでございますよ

ね。そうなりますと、この600トンのうちおむつ

がどれくらいで、おむつ以外の物、先ほど回収の

際の袋でありますとか、処理しきれない残渣とい

うお話もありましたけれども、600トンのうちお

むつがどの程度含まれるのかという想定はありま

すか。 

○近藤賢生活環境課長 当市の希望としまして

は、おむつをできるだけ持って行きたいところで

はございますが、実験としまして、ちょっとおむ

つを実際に大空町の焼却炉でもおむつを焼却して

おります。そうすると、おむつについては焼却の

中でも非常に燃えづらい性質で、灰が残る性質が

ある。大量に投入すると炉に負担がかかるという

ことから、今年度初めて網走のを持っていくとい

うことなので、徐々に増やす形では考えているの

ですが、検証しながら進めたいという形で考えて

おります。 

○近藤憲治委員 今の答弁からニュアンスとして

受け止めさせていただくのは、いきなり満度に

600トンのおむつを持っていくのではなくて、

徐々に増やしていきたいという考え方だというこ

とを受け止めさせていただきました。そうなって

くると、気になるのは、今回最終処分場、明治の

ですね。それが想定以上のスピードで埋まってし

まっているという、この問題を何とかして解消し

ようという要素があるわけなのですけれども、年

間1,200トン出ている紙おむつ、このうちのどの

程度が解消されて、そして明治の最終処分場の延

命がどの程度達成されるのかというのが非常に気

になるところなのですが、そこはどのような認識

をお持ちでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 最終処分場の延命の効果

についてでございますが、最終処分場については

計画どおりの年限まで使用する計画とはしており

ますが、大空町に600トンの可燃系のごみを運ぶ

こと、中でもおむつをなるべく中間処理していた

だくことで当初の相当に少し近づけることができ

るものと見込んでおります。 

○近藤憲治委員 なるべく計画に近づけたいとい

うニュアンスはわかります。そのために様々な施

策を、生ごみの堆肥化の増強をしたりとかしてき

ていると思いますが、この事業で問題となってい

る最終処分場の埋立て速度をどの程度緩められる

のかというイメージだけでもある程度明らかにし

ていただきたいのですけれども、そこは大変難し

いですか。 

○近藤賢生活環境課長 おむつの関係でございま

すが、おむつについては埋めた場合、大体４割以

上が残ってしまう性質でございます。高分子ポリ

マーというのが主な成分で、埋めたものが、高分

子ポリマーについてはほとんどそのまま残ってし

まい、また水を含むと膨らむという性質がありま

すので、40％の容量が残るということで、今のお
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むつを埋めている状況では埋立て容量の本当に４

割以上がおむつではないかというふうに見込まれ

ていますので、少しでもおむつを中間処理してい

ただくことで、最終処分場の延命には相当効果が

あるものと見込んでおります。 

 また、今回検証ということで、最初からたくさ

んのものを持っていくような計画とはしておりま

せんが、何かおむつのみで燃やすと非常に負担が

かかるのですが、何か別の燃えやすい物と一緒に

入れていただくなどして、なるべく多くの紙おむ

つを中間処理していただくことを目指してはいま

すが、その当たりは大空町と協議をして進めてま

いりたいと考えております。 

○近藤憲治委員 そこは考え方として受け止めさ

せていただきました。今後、どのような経過をた

どっていくのかというのを見させていただきたい

と思います。 

 あわせて今回、紙おむつとその他いろいろを大

空町の焼却炉に輸送して焼却をするという話があ

りますが、ちょっとこれは１点確認なのですけれ

ども、その取組と相対をして、逆に網走市の最終

処分場に大空町から別途何かを運び込むというよ

うな付随する計画はないということでよろしいで

しょうか。 

○近藤賢生活環境課長 今、網走市の最終処分場

に運び込むというような内容での協議はしており

ませんが、大空町からは網走市の処理場でもちま

して、粗大ごみの破砕をお願いしたいという協議

がされております。これにつきましては、お互

い、網走市も大空町の埋立ての減量化というのが

課題になっておりますので、この内容についても

大空町と協議をして、よりよい、お互いにいい方

向で進めてまいりたいと考えております。 

○近藤憲治委員 わかりました。そういった考え

があるということですね。 

 紙おむつの話にまた戻りますが、本来紙おむつ

については、元々の計画では分別をした上で直接

埋めるのだという流れだったというふうに認識を

しております。これを今回このような事業で運搬

をし、焼却をせざるを得なくなったというのは、

一面で見ると新たな市民負担が発生だというふう

にも受け止めております。ただ一方で、明治の最

終処分場をきちんと計画どおり使わなければなら

ないという縛りもありますので、ここはやらざる

を得ない部分であると受け止めていますが、そも

そもの計画でいくと、紙おむつについては分別を

して埋め立てていっても、計画年限をもたせられ

るという話だったというふうに記憶しておりま

す。それ以外の要素もあって、明治の最終処分場

がなかなか計画どおりうまく運用できていないと

いうふうに受けとめていますけれども、この乖離

の原因を改めてお示しをいただきたいと思いま

す。 

○近藤賢生活環境課長 現在の処理施設の当初の

計画段階では、できる限りリサイクルを進めると

いうことで検討を行い、現在供用している施設が

完成した形となっております。当時いろいろ検討

していたときよりも高齢化率も上昇しているこ

と、またブラックアウトで処理ができなかったこ

ともございました。そのほか、火災による罹災ご

みの搬入というのが、これは想定外のごみでござ

いまして、そういったことで予定より埋立量が多

くなっていることがございます。 

 また、ごみの調査ですとか、ごみの開封してみ

ると、本来は資源化ができる容器包装プラスチッ

クをはじめとする資源物、そして埋立てごみの中

にも生ごみが入っているということがありまし

て、そういったことも埋立量が増えている原因と

いうふうに考えております。 

 今後も適正な処理を進めていくためには、可能

な限り、分別の徹底をお願いしていきたいと考え

ております。 

 それと、すみません、おむつについては先ほど

最初から埋めるという質問ございましたが、おむ

つについては何らかの中間処理をしたいというこ

とで検討しておりまして、様々な方法を検討しな

がら今日まで進めてきたところでございます。 

 紙おむつの減量化に向けた検証としましては、

平成31年度に生活環境課の職員が名古屋、そして

四国、九州で先進的に行っております紙おむつの

リサイクル、九州のほうで行っているのは紙おむ

つの水平リサイクルとなりますので、おむつから

おむつにするというような処理工程の視察。ま

た、全ての燃えるようなごみを全て燃料化するよ

うな施設の先進地の視察をしておりまして、当市

において導入ができるかどうか検証を行ってきた

ところであります。ただ、検討を行った中、費用

面や水を使うなど、当市の状況に適合した処理方

式を生み出すことができなかったということもあ

りましたが、紙おむつの処理方法についても常に
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技術が進歩しておりますので、当市の処理体制に

見合った内容も検討していくことも進めてまいり

たいと考えております。 

○近藤憲治委員 何らかの中間処理の方法という

のは、廃棄物処理基本計画の中間見直しでも盛り

込まれて、この間検討されてきたということを御

答弁で御紹介いただいたと思います。 

 ちょっと改めて、そこにも関連しての確認でも

あるのですけれども、紙おむつを分別するそもそ

も論の際に、これは平成28年、ちょうどごみ処理

の条例改正の際の文教民生委員会での答弁でもあ

りましたけれども、リサイクル技術が確立をされ

たら、その際対応できるようにというニュアンス

での分別という考え方も、紙おむつを分けて収集

するという根底にあったかと思います。今回、焼

却という中間処理方法を採用するにあたって、そ

の従来あった考え方からは転換をするというニュ

アンスで受け止めてよろしいのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 今回の大空町へ委託して

中間処理することは、最終処分場の延命というこ

とがございますが、基本的には紙おむつの資源化

が必要なことも考えていますので、併せて検討を

行っていくという形で、転換はしていないという

ことで答弁させていただきます。 

○近藤憲治委員 わかりました。何らかの別の技

術を確立された際には、そこも検討する余地があ

るということを考えていらっしゃると受け止めま

した。 

 次なのですけれども、この3,500万円、２事業

合わせて。これがイニシャル、つまり初期投資と

してかかるのか、それとも、先ほど分担金はほぼ

固定費化してくるのかなと受け止めましたが、

3,500万円が固定費化していくことについての一

抹の懸念がございます。こういった事業の成果、

効果を常々検証しながら、あまり長期的に、長期

的になれば当然多額にもなってまいりますので、

何らかの判断が必要なのだろうと思っていますけ

れども。この3,500万円、ほぼ固定費化していく

という考え方でよろしいのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 今回、3,500万円という

形で予算計上したところですが、車１台に1,000

万円は、それはずっと持っていくのであれば固定

化されることとなりますが、その処理の委託料な

のですが、負担割合で計算しますので、大空町の

ほうが多ければ６対４だとか、５対５ですとか、

そういった形になりますが、できればたくさん持

っていきたいという形になれば、多く持っていく

と逆に上がる可能性もありますが、そのあたり

も、まずは600トンは処理したいという形で考え

ておりまして、検討してまいりたいと考えており

ます。 

○近藤憲治委員 これ、予算の議論ですので、こ

れから事業実施してみてどうなるかという部分も

ございますので、改めて議論させていただきたい

と思います。 

 最後になりますが、代表質問の市長答弁でもご

ざいましたけれども、私どもはかねてから、網走

市のごみ処理については中長期的な将来計画をし

っかり描いて、そこから個別の手法を考えていく

べきだと。特にお年寄りの分別がなかなか困難な

部分も多くなってきているので、分別のルールも

簡素化できるようなことも含めて焼却という中間

処理の方法も検討すべきだという主張を度々させ

ていただいております。そういう点では、今回市

長の答弁でいただいた部分は、未来に向かって一

歩踏み出すというようなお考えでの御答弁をいた

だいたものと思っていますが、一方で、その道筋

が最善であるかというような、今後の議論、そし

てまた今後の判断という部分もございますが、や

はりその際には、様々な要素をきちんとテーブル

に上げて、その道筋が最善な案なのかということ

を決められるような議論を重ねていく必要がある

と思います。そもそも、中間処理という方法で焼

却に踏み込んでいいのかという部分や、それから

その際分別方法はどう変えられるのかであります

とか、焼却炉、今回大空町さんから焼却炉の更新

期なのでという話をいただいたからというお話も

ございましたが、そもそも焼却炉をどの町に置く

と輸送や分担金でどれくらいの将来負担が発生す

るかでありますとか、網走市に仮に焼却を置いた

場合はどのような部分が想定されるかなど、様々

な判断材料をテーブルに乗せて、費用の想定もし

ながら市民の皆さんの理解とともに決断していく

べき案件だと考えておりますけれども、その中長

期的な見通しも含めて、認識を伺います。 

○近藤賢生活環境課長 ごみ処理についての中長

期的な将来計画についてでございますが、ごみ処

理につきましては、市民の皆さんの負担が減るよ

うに検討しているところでございます。また、中

間処理をすることで分別の負担が減る可能性もあ
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ると考えております。 

 中間処理の広域化につきましては、これから検

討をするところであり、処理の方法、設置の場

所、運搬のコスト、自治体の負担割合などもこれ

から関係自治体が集まって検討するところでござ

います。  

 また、今回コロナ禍で今まで想定していなかっ

たようなごみの焼却をしてほしいといったような

話も各事業者などからも出てくるところでござい

ますので、そういった問題点を関係自治体と話し

合いながら検討を進めてまいります。 

 また、コスト面でも市民負担を軽減させられる

方法を十分に検討して、将来のごみ処理について

考えてまいりたいとしております。 

○近藤憲治委員 終わります。 

○山田庫司郎委員長 平賀委員。 

○平賀貴幸委員 それでは、質問させていただき

ます。 

 予算説明書の59ページ、社会福祉協議会運営補

助金について伺います。 

 読んで字のごとくの補助金だというふうに思っ

ておりますけれども、同時に同じ敷地内で網走市

総合福祉センター及び隣接する網走市老人デイサ

ービスセンター、それぞれ指定管理者として運営

もされていると思いますけれども、経費は多分区

分されていると思っておりますが、どのようにな

っているのか併せて伺いたいと思います。 

○結城慎二社会福祉課長 社会福祉協議会の運営

補助金に関する御質問でございますが、まず運営

補助金につきましては、社会福祉会における各種

団体事務の補助金で支弁される人件費を除く社会

福祉協議会職員の人件費及び社会福祉協議会の一

部事務費に対して補助を行っているものでござい

ます。 

 また、指定管理の委託料につきましては、こち

らは人件費は含まれず、電話料あるいは燃料費な

どの施設管理業務、また各種の補修業務等の施設

管理委託料として積算されているものでありまし

て、運営補助金とは明確にその使途が区分されて

いるところでございます。 

○平賀貴幸委員 使途区分について理解させてい

ただきました。 

 もう一点ですけれども、指定管理者であります

二つの施設あります。以前もちょっと議論させて

いただいた経過がありますけれども、今年度も非

公募で契約更新されたということになっていま

す。その際にも意見を申し上げておりますけれど

も、私自身としてはやはり、そろそろ公募すべき

ではないかなと。言い換えると、非公募にしなけ

ればならない必然性があまり感じないと思いま

す。ぜひ、次回の更新以降は公募をしながらより

よい提案を行ってきた法人を指定管理者とすべき

だと思っています。決して今の指定管理者が悪い

と言っているわけではないので、そこは誤解しな

いでいただきたいのですけれども、より、さらに

いい状態をつくるためにも、そういった取組をす

るということがほかの自治体でも行われてきてお

りますので、ぜひやるべきだと思う部分でありま

す。いかがでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課長 今回、非公募とした理

由につきましては、既に議会の中でも皆様に御説

明申し上げているところでございますが、この総

合福祉センターは高齢者、母子家庭及び障がい者

などの福祉を助長し、その向上を図ることを目的

として生活相談や身体機能の回復訓練及び社会福

祉団体の活動を助長するなどの施設であることか

ら、施設の性質、目的及び利用者などの処遇を含

めた事業を実施している網走市社会福祉協議会が

望ましいと考えたため、非公募にしているもので

ございます。 

 次回の選定に当たってのお話でございますけれ

ども、次回の選定に当たりましては、その時点で

の地域資源あるいは施設の在り方の状況により判

断すべきものと考えておりますから、現段階にお

いて公募、非公募の判断はできません。次回、選

定時点において、その時点における的確な判断を

してまいりたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 見事な答弁だと思います。老人

デイサービスセンターについては、私はやはりい

ろいろ考えなければいけないと思います。もう一

つのほうは、いろいろな考え方があるというのは

理解できなくもない部分もありますが、ぜひ今後

に向けて、またいろいろな形で検討していただき

たいと思います。 

 次に、予算説明書の63ページですけれども、障

がい者基幹相談支援センター、ほかの委員からも

ありましたが、まず最初に、このセンターの運営

は公募すると考えてよろしいのか。それとも、も

う既に委託先が内定しているような状況なのか。

どのような体制で行われるのかについて伺いたい
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と思います。 

○結城慎二社会福祉課長 この基幹相談支援セン

ターにつきましては、この１市４町の中でこれま

で市町村が行うべき一般相談を委託、受託をして

いる経験があって、かつ専門的に相談に乗れる相

談支援専門員を複数用意しているというようなこ

となどを条件としていきたいと考えております。

これまで自治体間の中で、１市４町の中で協議を

様々進めてまいりました。それに秋からこのエリ

アの相談支援事業所も交えて、その業務等の協議

を行ってきたわけでございますが、そこの協議に

参加されている団体がまさにその受託の対象とな

り得る事業所の皆様でございました。非公式では

ございますけれども、その会議の中でプロポーザ

ルを実施すれば応募の意思があるかどうかの確認

を既に行っておりまして、その結果に基づいて今

後の対応を考えてまいりたいと思っております。 

○平賀貴幸委員 そうすると、可能性のある法人

を考えると斜里に一つ、網走に一つだなと思いま

すので、どちらかなのだろうなとは思いますが、

そこはプロポーザルを行った後ですので理解させ

ていただきます。 

 それで、もうちょっと想定を伺いたいのですけ

れども、人員が３人だということで、もう既に答

弁あったはずなのですけれども、資格とか実務経

験ですとか、あとは常勤、非常勤だとか、その辺

の考え方はどのように考えていらっしゃるのでし

ょうか。 

○結城慎二社会福祉課長 一つ、先ほどの答弁に

誤解のないように、もう少し付け加えますけれど

も、その意思確認によって、仮に１法人しか手挙

げがない場合はプロポーザルの実施なくというこ

ともあり得るということは御了承いただきたいと

思います。 

 その上で、職員３名の体制でございますが、今

想定しているのは、常勤３名で他の一般的な相談

業務との兼務は基本的には認めない方向で、基幹

センターだけの業務に専念していただくことを考

えております。 

○平賀貴幸委員 そこで気になるのですけれど

も、628万6,000円で常勤３人って、どうやって雇

うのだろうと思うのですけれども、これ何かほか

に仕組みがあるのでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課長 628万、網走市の予算

に計上しているのは１市４町のトータルの委託料

の内の網走市負担分だけです。ですから、トータ

ルで申し上げますと、額は1,750万円の委託料と

なっております。 

○平賀貴幸委員 高いか安いかは別として、理解

しました。 

 そういう形でやるということで、もう一つ気に

なるところ、今までの相談支援事業者の方との関

係性なのですけれども、基幹相談支援センターが

できましたから、そこを主軸としてこれまであっ

たセンター、センターがなかった自治体もありま

す。町村が直接やっていたところもあるので。そ

れらの連携を取っていく形になるのかなと思うの

ですけれども、どのような形で、新体制になると

進んでいくのでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課長 新しいセンターが出来

上がりましたら、国が求める重層的な相談支援体

制が構築されるというふうに考えております。一

番底辺にあるのが、いわゆるケアプラン、計画相

談を実施する指定特定相談支援事業所、その上に

市町村が担うべき一般相談支援事業所あるいは清

里町、小清水町が直営で行っている。その上に基

幹相談支援センターがありまして、基幹相談支援

センターはその１層、２層の相談支援事業所に対

して、専門的な見知から指導・助言を行ってい

く。あるいは、そのほかの業務について、直接ケ

ースに関わって相談支援に乗っていく場面もある

と思います。相談支援には、様々な業務がありま

す。この間、自治体間あるいは相談支援事業所を

交えた協議の中で、おおよそ70項目に及ぶ相談の

あるべき業務について、どれを機関に任せて、ど

れを市町村、一般相談で行う、どれを指定特定で

行うというような整理を付けて、業務は既に整理

済でございますから、それに基づいて対応してい

くということになります。 

○平賀貴幸委員 自治体間をまたがっての設置と

いうのは、私もあまり見た経験がないので、どの

ような形になるか、先進事例に一つなるなと思っ

て、そこは期待をさせていただきたいと思いま

す。 

 一点だけ確認させていただきますが、各事業

所、普通にサービス提供する事業所で困難ケース

があった場合です。通常、法的には困難ケースが

あって、自分の事業所で対応できない場合につい

ては、自らの責任において別の事業所を探して、

サービスをつなげなければいけないなと思うので
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す。ただそれが難しいからそこに相談支援事業所

から回ってきたというケースは、お手上げになる

のです。それで困るところが、よその自治体です

けれども、出ていて、大変な思いをしているのを

見ているのですけれども、そのときに本来は、こ

の基幹相談支援センターがバックアップして、し

っかり一緒にやっていかなければならないのだけ

れども、一緒にやってくれないところが実際ある

ものですから、気になるのですけれども、そうい

う形にはならずに、しっかり基幹相談支援センタ

ーは役割を果たしていくという形になるのか、確

認させていただきたいと思います。 

○結城慎二社会福祉課長 いわゆる困難ケースへ

の対応でございますが、先ほど申し上げました自

治体間あるいは相談支援事業所を交えた相談業務

の洗い出しの中では、この困難ケースへの対応、

そのサービス調整については、まさに基幹相談支

援センターの業務であるという確認を取っており

ます。 

 このため、１市４町の協議におきましても、市

町村あるいは各相談支援事業所で対応が困難とな

るケースあるいは広域的な対応が必要となるケー

スについては、基幹センターが対応するというこ

とで確認を取っております。 

○平賀貴幸委員 すばらしい形になると期待をし

て見守りたいと思いますが、あるいは状況によっ

ては地域包括支援センター介護保険でいう、その

ような形で足りないサービスはつくり出すための

役割もぜひしていただきたいと期待をしていると

ころでございます。 

 次の質問にまいります。 

 同じく71ページの生活保護事業について、私か

らも伺います。 

 令和２年の実績は減少したということで、先ほ

ど来聞いておりますけれども、新年度での予算で

の想定はどのような形になっているのでしょう

か。 

○結城慎二社会福祉課長 令和３年度の生活保護

費の予算でございますけれども、生活保護受給世

帯及び受給者数ともに微減となりましたが、先ほ

ども御答弁申し上げました高齢受給者の増加に伴

いまして、介護補助費が増加傾向にあるため、

750万円の増加となっております。 

 一方で、生活保護者の見通しにつきましては、

こちらもまた先ほど御答弁申し上げましたが、特

例貸付の受付が今月末に期限を迎えることから、

今後、新型コロナウイルス感染症の影響がさらに

長期化すれば生活困窮が増加することも予想され

ています。こうした状況によりまして、生活保護

の相談、申請が増える可能性もありますが、新年

度予算の段階では、この傾向については反映はさ

れておりません。 

○平賀貴幸委員 続けて伺いますけれども、この

コロナ禍で、先ほども川原田委員のときにありま

したけれども、厚生労働省の生活保護に対する姿

勢も変わってきたと思いますし、総理の答弁はも

ちろん、いいか悪いか別として、もちろん大きな

変化なのですけれども、さらに細やかな通知も各

種あって、対応や解釈が変更になってきているも

のが随分あるのだと理解をしています。改めて、

この間の変更点をお示しいただきたいと思いま

す。 

○結城慎二社会福祉課長 昨年の３月から大きな

変更点だけ抜粋してお話をさせていただきます

と、まず昨年３月には臨時救護分の給食費の返還

を求めず家庭の昼食代とするという通知。４月に

は稼働能力活用の判断の留保、自動車保有容認の

弾力的な判断、５月には特別定額給付金や臨時給

付金を収入認定の対象としないという通知が出さ

れております。また、５月には扶養義務者との相

談は申請の要件ではない。扶養義務者の相談をし

なければ申請できませんよということではないと

いう通知が改めて発出をされております。 

 また、今年２月になりますが、扶養義務履行が

期待できない者の基準の緩和、いわゆる扶養照会

の対象となる部分の扶養例の拡大ということにな

ります。 

 それと同日２月26日でございますが、高額家

賃、住居からの転居指導の留保可能というような

通知が出されております。 

○平賀貴幸委員 このように、そのほかの変更と

いうのはまだあるというふうに私は思っています

が、ここでそこは改めて確認はしないのですけれ

ども、大きく変わっているわけです。それをやは

り市民に周知しなければいけないと思います。お

そらく私は全て周知しきれていないだろうと思っ

ていますけれども、どの程度行ったというのを確

認させていただきたいと思います。 

○結城慎二社会福祉課長 今申し上げました通知

の内容については、現に生活保護を受けていらっ
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しゃる方、あるいは生活保護に関する相談に訪れ

た方に対しては周知、運用はしておりますが、一

般に向けての周知は行っておりません。 

○平賀貴幸委員 そういうことなのです。そこが

私は課題であって、21世帯で33人の減という形に

なっている部分も実はあると思っておりまして、

新規で本来は生活保護を受けられたのだけれど

も、この変更を知らなかったので受けられないと

思い込んでいる方っていうのはかなりいらっしゃ

るというふうに実は思っております。これはわか

りません。しかし、周知が行われれば、もう少し

状況は変わったという可能性は、私はないとは言

い切れないと思うのですけれども、どのようにお

考えでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課長 先ほど申し上げまし

た、その変更点、弾力的な対応の部分でございま

すけれども、仮にそのことを周知したとしても、

多少の影響はあるかもしれませんが、大きな変動

要素にはなることはないのではないかと考えてお

ります。というのは、既に今年も100件を超える

相談が来ております。その中で申請に至った方、

至らない方、多々ありますけれども、その相談の

中では当然、こうした変更点については周知、運

用しているわけですから、相談に来られない方も

いらっしゃるかもしれませんが、そうした対応を

取っているということを考えれば、大きな変動要

素にはならないのではないかと考えております。 

○平賀貴幸委員 あくまでも大きな要素にはなら

ないかもしれないという、かもしれないなので

す。多分、各議員、いろいろな相談受けていると

思いますけれども、中には車の問題だとか、いろ

いろな問題で、わかっていればもっと早くできた

のにというケースあったという経験多分持ってい

る人がいると思うのです。そういったことを含め

て、改めて変更点の周知はしっかりと広報で全市

民に行うべきだと私は思います。どのようにお考

えでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課長 一つ誤解のないように

しておきたいのですけれども、当市では車を持っ

ている方が相談に来られた場合、車を処分しない

限り相談に乗りませんよという対応は取っており

ません。車を持っていても、しっかり相談に乗っ

ておりますし、生活保護決定後に処分指導を行う

等の対応を取っている場合もありますけれども、

そこはちょっと誤解のないようにしていただきた

いと思います。 

 その上で委員がおっしゃった、この変更点を周

知する必要があるのではないかということでござ

いますが、午前中の川原田委員の御質問とも関連

する部分がございますけれども、当市ホームペー

ジの部分あるいは今生活保護の相談に来られた方

に生活保護のしおりという制度の概略を書いたも

のをお渡ししているのですけれども、その内容を

一部、この弾力的な運用を反映させたようなもの

に書き換えをしまして使用する、あるいは生活サ

ポートセンターをはじめとしまして、各相談機関

のところに設置をさせてもらうような形で対応し

てまいりたいと考えております。ホームページの

内容につきましても、国の弾力的運用を記載する

など、午前中川原田委員の答弁でもお話しました

けれども、厚生労働省のホームページも変わって

おりますので、それを参考に当市のホームページ

の内容も検討してまいりたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 案外知られていないケースに、

例えば飲食店を運営しながら、でも収入が少なく

て大変だというときは、飲食店を継続しながらで

も生活保護を受けられますし、飲食店の中の物を

処分する必要がないなんてこともあったりしま

す。そんな事例もある程度示しながら、こんなと

きでも受けられるのだということを私は伝えてい

っていただきたいと実は思っておりまして、特に

このコロナ禍です。受給をする、あるいは利用す

る、いろいろな考え方、捉え方あるのだと思いま

す。しかし、私は今本当に大変な状況の方は、生

活保護を活用してでも乗り切っていくという表現

で、行政は踏み込むべきだと思っております。命

を守るためには、生活保護を活用すべきだという

のが、このコロナ禍の私は時期だと思いますの

で、ぜひそういった視点で、表現含めて、積極的

な表現に、このコロナ禍の間だけでも変えていた

だきたいのですけれども、いかがでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課長 ここの部分というのは

非常に表現を間違えると、逆に誤解を与えてしま

うことになりかねないと思っております。ですか

ら、私どもとしては、まず大事なのは相談に来て

くださいということを広く周知をする。例えばの

例で恐縮なのですけれども、車を保有していても

相談できますよというようなことをメッセージと

して発出していく。親族に相談してからでない

と、相談できないということではないですよとい
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うことを発出していくほうが、まず大事だと思っ

ていますから、市としてはその視点で、先ほど申

し上げたような対応を取ってまいりたいと思って

おります。 

○平賀貴幸委員 理解できました。基本的に考え

ることは同じだと思いますので、ぜひそういった

視点で事例を含めて相談しやすい網走市のコロナ

禍対策としての生活保護、ぜひ実現して先進的な

取組をしているというふうに、むしろ積極的に評

価されるようなまちになってほしいと思います。 

 続いて67ページの子ども・子育て支援事業につ

いて伺わせていただきます。 

 子ども・子育ての新システムになって、いろい

ろ変わってきているわけですけれども、改めて確

認しますが、歳入としての保育料というのはどの

ように変化してきたのでしょうか。 

○高畑公朋子育て支援課長 幼児教育、保育の無

償化につきましては、令和元年10月から開始され

まして、３歳児以上の子供の保育料が無償化され

ました。令和元年度につきましては、年度途中で

の無償化が始まったことから、保育料の推移の分

析は難しいので、それ以前の平成30年度と比較し

ますと、平成30年度の保育料は、市の歳入のみな

らず全体で7,262万7,000円で、令和２年度の保育

料は3,704万9,000円となり、２分の１程度に減少

しております。算定の園児数につきましては、平

成30年度が延べ人数で4,029人、令和２年度が延

べ人数で4,699人となっております。 

○平賀貴幸委員 保育の無償化の影響というの

は、こういうところに出てくるということを改め

て確認させていただきましたが。 

そこで保育料のことについて、少し議論をさせ

ていただきたいと思います。網走市の場合ですけ

れども、ある所得階層になると保育料ゼロ円だっ

たのが発生をし、さらにもう少し上がるとそれが

大きくまた上がるというような階層になっている

のです。ただ、他市と比較していくと、北見市で

すとか釧路市ですとか、隣の大空町だとかと、結

構随分違うなと私は思っておりまして、よく転勤

して来られる方から、何とかならないのかという

話を受けることが少なからずありますけれども、

原課としてはどのような認識でいらっしゃるので

しょうか。 

○高畑公朋子育て支援課長 当市の保育料につき

ましては、８階層に分かれている国の基準をさら

に細分化しまして、18階層にすることで保育料の

軽減負担を図っております。第２子以降につきま

しては、北海道の多子世帯軽減の基準が加わりま

して、Ｄ６階層までは無料、Ｄ６階層までは無

料、Ｄ７階層の世帯につきましては、世帯収入が

理論上640万円以上ということでありますので、

北海道の多子軽減の対象から外れていることから

も、制度上、応分の負担として１子目の半額をい

ただいているといった状況でございます。 

○平賀貴幸委員 そこはわかるのですけれども、

先ほど新生児子育て応援支援金事業については、

近隣自治体も５万円程度なのでそれに合わせてと

いう答弁があったのです。どうしてここは合わせ

ないのですか。合わせていくべきだと思うので

す。ある程度。やはり高いのです。比較すると。

昔から網走市の保育料高いと言われてきたのです

けれども、やはりちょっとこの無償化になっても

高いのです。やはり近隣自治体と比較するのだっ

たら、ここも比較して変えるべきだと思うのです

けれども、ぜひ検討していただきたいのですけれ

どもいかがでしょうか。 

○高畑公朋子育て支援課長 基本的に国の基準と

しては、１子目の半額というところが基準でござ

いまして、ここをさらに軽減することにつきまし

ては、他の階層とのバランス等も考えまして、他

市の状況もちょっと確認しながら、今後の研究課

題とさせていただきたいと思います。 

○平賀貴幸委員 新生児子育て応援支援金の目安

とのバランスを取りながら、比較をしながら、細

分化を図れるものはしていただきたいと思うとこ

ろです。ここは移住にも絡んでくるところだと私

は思っておりますし、子育てをしやすくして、少

しでも網走の定着率を増やして、人口減少に逆ら

っていく意味でも大変重要な点だと思います。 

 次の質問に移らせていただきますが、予算書67

ページの子ども家庭相談支援事業です。まずどん

な相談を受けているのか、改めて確認させていた

だきます。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 こちらの子ども家

庭相談支援事業につきましては、市役所の向かい

にあります家庭児童相談室のほうでゼロ歳から18

歳までのお子様の養育や発達についての相談、不

登校などの課題について相談を受けております。 

○平賀貴幸委員 そこで伺いますけれども、生活

に関する相談があった場合については、どのよう
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に対応するのか。また、その前にそもそもなので

すけれども、生活に関する相談を受けるような考

え方は持っている場所なのかどうか伺いたいと思

います。これ、コロナ禍だからそういうことがあ

り得るので伺います。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 生活に関する御相

談ということになりますと、やはり子供、その家

庭ということになりますので、相談は受けること

になると思います。そこで解決することは難しい

と思いますので、そちらは庁内の関係機関のほう

につなげるような形になると思います。 

○平賀貴幸委員 また確認させていただきますけ

れども、子供自身、つまり小学生や中学生もそう

なのですけれども、高校生あるいは大学生、若者

はちょっと子供ではないですから違うかもしれま

せんけれども、そういった相談もここで受けるこ

とはできるのですか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 ゼロ歳から18歳ま

でですので、保護者の方はもちろん、お子様がそ

ういうような御相談があれば受けられるような形

になります。申し訳ないですけれども、大学生の

ほうはちょっと年齢のほうが対象外となっており

ます。 

○平賀貴幸委員 理解をさせていただきました。

そうすると、大学生、若者は一体どこで相談する

のだろうなという、やはり課題も出てくるのだと

思っておりますし、小学生、中学生、高校生につ

いても、一元的にはここでは解決できないのだと

いうことはわかるところです。 

次の質問にそれで移っていきたいと思うのです

けれども、コロナ対策の特別委員会においても、

回答をいただいて、子供、若者の生活実態の把握

についてということでいただいたところなのです

が、総じて印象としてなのですけれども、子供、

若者、高校生、大学生に対する支援は、これ別に

網走市だけではないのだと思います。国全体で薄

いというふうに私は感じております。経済的な影

響とか、それから生活面の影響、そして学業継続

への影響というのが出ていると思っておりまし

て、回答をいただいたものを見ると、いろいろ書

いてあるのですけれども、例えば学校において

は、長期休業前にいろいろ確認するというのは書

いていますけれども、でも長期休業中、これ春休

みもそうです、この後の。把握できないというこ

とがやはりあるので、その時期は。学校では把握

できないです。 

また、東京農大さんと話をしても、実際にコロ

ナの関係で経済的に学業継続が無理で退学された

という方も数は少ないけれども、やはりいらっし

ゃるというふうに聞いておりますし、生活実態ま

での把握まではさすがに大学ではやりきれないと

いうのも、これ当然だと思うのですけれども、そ

ういうふうに伺いますし、長期休業中、果たして

学生が、今のコロナ禍の中でちゃんとバイトをし

ながらでもこの地域にいられるのか。実験とかの

関係で、どうしてもここにいなければいけない人

もかなりいらっしゃるということですから、そう

いう方もいるのです。 

そして地域生活サポートセンターらいとの相談

も、30代以下の相談は１割となっております。こ

れ、１割なのですよね。１割って私は決して少な

くないと思っていて、ここに相談すればいいとわ

かった人はここに来ているのですけれども、相当

相談に来られない人がいるのだろうなと私は思う

のです。 

こういった状況を市としてはどのように捉えて

いるのか伺いたいのですけれども、いかがでしょ

うか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 児童につきまして

は、小学校、中学校、高校を通っている間は学校

のほうで把握できると思いますが、そちらはやは

り長期の休みになると難しいところがあるという

のは事実だと思います。しかし、そこは地域のほ

うで見回りというか、それまではいきませんけれ

ども、情報でこちらのほうにそのような家庭があ

るということであれば、いろいろ、先ほど言った

家庭相談室でもよろしいですし、子育て支援課で

もよろしいですので、そちらのほうに御相談をい

ただくような形になると思います。 

 大学生のほうは、先ほど委員もおっしゃってい

たとおり、らいとのほうの活用ということもあり

ますので、こちらも大学側との情報交換等も行い

ながら、関係機関につなげていくような形を考え

ていきたいと思っております。 

○平賀貴幸委員 コロナ禍なので、ちょっとこれ

まで想定できなかったケースが起きているという

のは私も見ているのですけれども。親がらいとに

相談に行けることができれば、お金を借りたり、

何らかの支援を受けて、子供とともに何とかなる

のです。でも、親御さんが相談に行けなかったら
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子供ってどうなってしまいますか。行かない人も

いるのです。今の答弁は、地域とつながりがある

お子さん、家庭についてはそのとおりなのですけ

れども、そこがうまくいっていないケースもあっ

て、児童相談所が絡んでいるようなケースや、絡

んでいなくても地域との関係がうまくいっていな

いケースで。学校の先生たちに話を聞くと、やは

りお腹が空き過ぎて学校にたどり着けなくて、学

校を休みがちになるとか、不登校になるのだとか

というお子さんたちもやはりいるそうなのです。

コロナ禍になってから、やはりそれが若干だけれ

ども、目立つようになってきたという話も、全て

の先生からではもちろんないですけれども、一部

の先生からは結構深刻な話をして聞いたりもして

います。 

 これ、やはりきちんと把握しなければいけない

と思っているのですが、繰り返しますけれども、

親御さんに聞こうとしてもなかなか対応してくれ

ない方々が一定数含まれていますから。普通のや

り方では把握できないのです。じゃあ、どうする

のかということなのですけれども、スマートフォ

ンを持っている子供たちが、高校生も大学生もそ

うですけれども、やはり増えています。そうする

と、ＱＲコードを使ってすぐアクセスするような

ものをちゃんと学校や様々な機関に配っていっ

て、彼らがアクセスできれば、そこに気軽に相談

できるのです。そんな仕組みをしっかりつくって

おくことで状況の把握と相談と実際の支援につな

げるという形、つくらないといけないのではない

かと私は思っているのですけれども、原課として

どのようにお考えでしょうか。明らかにこれ、コ

ロナ対策です。どうでしょうか。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 先ほどお子様の貧

困というか、学校にも行けないような方のお子様

がいるということになれば、学校のほうでこちら

の子育て支援課や家庭児童相談室のほうに相談し

ていただくというのが一番まず最初になると思い

ます。それ以外には保育園とか、そのほか中学

校、高校もありますので、そちらのほうは全部、

やはり一番学校がそこを押さえておりますので、

そういう状況の子がいれば、個別に対応というこ

とを早急にしないといけないと思いますので、こ

ちらのほうに御相談をいただきたいと思います。 

 全体的なスマホを持っているお子様への周知と

かについては、また今後、こちらのほうで検討を

していきたと思っております。 

○平賀貴幸委員 多分、議論がかみ合わないのだ

ろうなと実は思っていたのです。相談できる人は

おっしゃるとおりなのですけれども、私が申し上

げているのは、このコロナ禍で相談できない方々

が出ていて、その相談できない方々にお子さんが

いる場合について宙ぶらりんになっているという

話なのです。そこに対する対応を今検討するとお

っしゃったので、ぜひ検討してやっていただきた

いのですけれども。実際、過去最高、子供が自殺

したではないですか。去年。３割以上の高校生が

鬱なのです。このコロナ禍って、すごい子供たち

に深刻な影響を与えているので、今までの対応す

るのは駄目なのです。もう少し踏み込んだ対応を

しっかりしていただかないと、子供の命は守れな

いと思います。 

それで、万が一食べ物を支援しなければいけな

いとか、そういった支援をするときに、必要性が

あったとわかったときに、じゃあどうするのかと

いうことも考えなければいけないと思うのですけ

れども、生活環境課のほうでフードバンクの検討

がたしか行われていると記憶しているのですけれ

ども、その活用を考えるのも一つかなと思うので

すけれども、どのように考えていらっしゃるので

しょうか。 

○近藤賢生活環境課長 フードバンク事業につい

てでございますが、昨年度廃棄物処理計画の中間

見直しした際に、フードバンクの設立ということ

が答申されておりました。そういったことで、市

としてフードバンクを進める、そうしたらどのよ

うにする必要があるのかということを考えまし

て、フードバンクといいますと、非常に箱が大き

くて、事業化したものだなというふうに思いまし

た。人に頼むに当たっては、まずはそのフードバ

ンクの土台であるフードドライブを先にやりたい

と。そのフードドライブ、どのようにやるかとい

うことを市として事務をやりながらやる中では、

市職員を対象にして、市役所という箱の中でフー

ドドライブを実践してみたいというふうに、令和

２年度考えておりました。しかし、その連携先で

子ども食堂を設置する方がいらっしゃいまして、

そこと協議して、市職員が集めたフードドライブ

を使ってもらうという予定だったのですが、コロ

ナ禍のため、子ども食堂が開設されず、現時点ま

で未実施の状況になっております。 
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 来年度は、時期を見計らって、またその子ども

食堂を団体など、必要とするところと協議した上

で実施をしたいのですが、問題点、例えば全く食

料が集まらないですとか、偏った同じものしか集

まらないとか、逆に使わないようなものが集まり

過ぎるといったような問題点が一応予想されるの

で、その辺りを探りたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 先日、北見工業大学のほうで似

たような取組があったのは御承知のとおりです。

報道にもなりました。私のＮＰＯ法人の隣にあり

ますので、実際に出ておりますので、状況はよく

わかっているつもりです。思っている以上に深刻

です。事態はかなり深刻な状況になっていると思

ってほしいのですけれども。連携先は子ども食堂

もそうなのですけれども、小学校や中学校の朝御

飯だったり、あるいは東京農大さんだったり、高

校だったり、実はあるのです。そういったところ

に、そういう情報がいって、食べられない、お腹

空いている方がいれば、何らかの手段でそっと食

べられるような形ができていれば、支えられるか

もしれないので、ぜひ進めていっていただきたい

と思うところです。 

今後のそこの取組をぜひ全市的にぜひやってい

ただきたいと、これはやはりコロナ対策ですか

ら、やってほしいと私は思います。 

新型コロナ対策のことについて伺いますけれど

も、75ページのところにはツインデミックの予防

対策や発熱外来の開設支援事業などをこれからも

取り組むことが載っています。原課を中心に、ワ

クチンは担当の室ができましたけれども、平常の

日常の業務とこれを併せてやるということは、大

変な労力だろうなと思っています。先ほども紋別

市の話もありましたけれども、議会が半日審議が

ストップしたそうです。それだけ対応しなければ

ならないことがあるので、議会の審議すら止めな

ければいけないくらいの事態になるのです。職員

さんが発症した場合。それだけの負担がやはりあ

るということを考えたときに、本当に今の体制で

いいのかなと私は思えてならないのです。 

副市長にあえてお伺いします。申し訳ないので

すけれども、これ以上、原課が一生懸命頑張って

いる状況、私はちょっと見ていられないなと思う

場面も少しありまして、コロナワクチンの対策室

のようにコロナ対策だけをやる専門部署があっ

て、日常区分から切り離されていれば、どんなに

状況変わるのだろうなと思えるのです。それを今

の対策本部が全市的に支えるという体制になれ

ば、大分日常業務に集中できる、普段は集中でき

る職員と、普段からコロナ対策をしっかり進める

職員とに分けて、もっと網走のコロナ対策や様々

な対策が進んでいくと思うのです。そういう体制

に変えるということをぜひお願いしたいと思うの

ですけれども、いかがでしょうか。 

○川田昌弘副市長 コロナの今ワクチンの接種に

向けて対策室をつくって、職員は一生懸命やって

いただいています。こうしたプロジェクトの業務

については、まずはそのプロジェクトの業務を主

に考えていただくと。残った兼務の職員が多いも

のですから、その残った職務については残った職

員で手分けしながらやっていくと。ただ、そちら

のほうにも対策室の兼務の職員というのは当然全

く知らないということではなくて、今までどおり

の助言をしたり、引き継ぎをしたりということで

やっていっております。 

 正直、仕事が過大になっている部分もありま

す。今日出席の課長とかはこの議会の対策のた

め、ほとんど寝ていない状況でやっている部分も

あります。ですから、そうした過重になっている

業務というのは限られた人員でございますから、

残った職員、それからそれぞれ出した所属先の職

員がみんな力を合わせて、こうした非常事態であ

りますから、こうした非常事態に対応するため、

全市一丸となって体制をつくってやっていくとい

うことは市長のほうからも各職員に訓示をしてお

ります。 

ですから、非常に担当の職員、非常につらい部

分があると思いますけれども、そこは決して我々

幹部の人間も決して放っておくわけではなくて、

いろいろ状況を聞きながらサポートするところは

サポートするという立場でいますので、こうした

非常事態にあっても職員一丸となって職務を遂行

して、まずはワクチンの接種体制、円滑な遂行と

いうことを第一の目標としてやっていきたいと考

えております。決して職員を放置したり、その過

重のかかっている部分をよしとしているわけでは

ありません。みんなで支えていきたいと思ってお

ります。 

○平賀貴幸委員 答弁を聞いて一つ安心したとこ

ろはございますが、例えば先ほどのやり取りの中

で公共施設を開ける、開けないということを決め
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るのは、明らかに私は企画総務部でやることだと

思っているのです。それをコロナ対策の本部がや

ることではやはりないのだと思います。もっと言

えば先ほど申し上げたように、それだけを考える

専門部署があったほうが絶対に職員さんたちの負

担は軽減されて、副市長がおっしゃったとおりの

みんなで支える体制もつくりやすくなると思いま

す。ワクチンの推進室は推進室で必要なのですけ

れども、コロナ対策はコロナ対策で別にこの１年

間は、私はつくるべきだと思っておりますので、

ここは意見として申し上げさせていただきなが

ら、答えづらくなりますけれども、次の質問にい

きます。 

○山田庫司郎委員長 平賀委員の質疑の途中です

が、ここで暫時休憩いたします。 

午後４時23分 休憩 

───────────────────────── 

午後４時33分 再開 

○山田庫司郎委員長 休憩前に引き続き、再開し

ます。 

 平賀委員の質疑から。 

 平賀委員。 

○平賀貴幸委員 コロナの関係でもう一つだけ伺

いますけれども。事業者だとか医療機関や介護で

すとか、そういった生活に直結した機関あるいは

家庭などに支援が必要な枠組みというのは基本的

に大別されるのだと思っています。その枠組みご

とに、本来は支援の基本方針というのを定めなが

ら網走市としての支援を行っていくということが

本当は大事だと思っておりまして、ただその方針

を定めながらも柔軟性を失わずに、引き続き継続

的な支援をするという側面も大事だと思うのです

けれども、網走市としてはどう考えているのか伺

いたいと思います。 

○細川英司健康福祉部参事 コロナ対策につきま

しては、感染の状況が目まぐるしく変化している

中で、市といたしましてはこれまで適切なタイミ

ングで、適切な対策を講じることができているの

ではないかと考えております。これは各担当部署

におきまして所管する関係団体等の意見も踏まえ

まして、その時々で何が必要とされているか、柔

軟に対応しながら、具体的な対策としてつくり上

げてきたものでございます。 

支援の基本方針についてということでございま

すが、今後対策本部会議において議論してまいり

たいと考えております。 

○平賀貴幸委員 それぞれの分野ごとに当然違っ

てくるものですから、ぜひ議論をしながら定めつ

つ、柔軟性を失わずにということがポイントにな

ると思いますので、よろしくお願いします。 

 続いて、予算説明書の77ページの埋立て処理事

業についてでございます。 

いろいろ議論があるところですけれども、想定

以上に埋立てが進んで、予定の使用年数を待たず

にこのままだといっぱいになるということは、こ

れまでの議論でも明らかになっていて、それを防

ぐためにおむつの焼却ですとか、もろもろのこと

をやると思っているのですけれども、それで耐用

年数がどのくらい伸びるか、伸びないのかという

ことは先ほども議論で、まだちょっとわからない

部分があるということは理解をさせていただきま

す。 

一方、埋立ての処分場の延命を図るためにどう

すればほかに手段がありますかということを実際

に収集を行っている方々に伺っていくと、やはり

分別の徹底が一番なのだというふうに伺います。

私もそのとおりだと思いますけれども、いろいろ

苦労されているのですけれども、なかなかうまく

いかないのがこれが難しいところなのですよね。

現在の対応策というのは個別にいろいろ説明をし

たり、集まったところで説明したり、いろいろ工

夫もされているのも理解しますし、パトロールと

いうのもあるのだと思っております。それで、ど

のような体制で、どのように実施されているのか

伺いたいと思います。 

○近藤賢生活環境課長 ごみの分別指導パトロー

ルの業務でございますが、パトロールにつきまし

ては、ごみの出し方がわからないですとか、あと

違反シールが貼られたごみを出した方から問い合

わせのあった際にパトロールが出向いて説明した

り、一つ一つ教えてあげたり、またごみの開封検

査で近所のどなたかとわかった場合にはそちらの

ほうに出向いて、これは生ごみで出してください

とか、それは優しく対応してパトロール業務とし

て説明はさせていただいております。 

○平賀貴幸委員 丁寧な対応なのですけれども、

それでもなかなか効果が上がってこないところ

が、ここの難しいところですね。そこで一つ考え

ると、ＩＣＴの活用を考える必要があるのかなと

私は思っておりまして、不法投棄のところには監
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視カメラがついているのですけれども、ごみの分

別がうまくいっていないステーションには当然あ

りません。そこに録画、別に生中継する必要はな

いと思っていますけれども、録画をするような機

材があるということは、一つ抑止効果にもなりま

すし、実際に対応を指導することもできるのでは

ないかなと思うのですけれども、その辺について

ＩＣＴ機器を活用するということについては、考

え方いかがでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 現在、監視カメラ、不法

投棄用のものを持っておりまして、違反の多いス

テーションに設置することも可能ではあります

が、ただ人の住んでいるところ、人の出入りする

ところが映るような場所にカメラを設置するとい

うことは、非常に様々な問題が波及してきそうな

感じがします。そんな中で、この監視カメラにつ

いては課の中でカメラの設置基準を制定し、例え

ば違反の多いステーションにどうしても設置した

いという場合には町内会などの地域の方の承諾を

得て設置するような基準を定めております。先ほ

ど御質問のありましたＩＣＴを利用したというの

は、私どもとしても非常に効率的な監視ができる

というふうには考えておりますので、ＩＣＴの活

用についても研究して、業務の効率化に努めてま

いりたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 抑止効果も含めてあるので、い

ろいろな条件をクリアできるところは、それも一

つの方法だと思うところです。 

 また、ほかにもごみステーションに行くとごみ

の分別の仕方が掲示されていますよね。どこに、

何曜日に何を捨てるというのは。ただ、あまり見

かけないなと思うのは、この捨て方はやめてとい

う表示なのです。少なくても私の住んでいる地域

には、この捨て方はやめてくださいという表示は

ないです。やはり分別に課題があることが多いス

テーションには、こういう捨て方はやめてくださ

いという表示を追加してつけたりすることも一つ

効果的だと思うのですけれども、どのような対応

になっているのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 通常、ごみステーション

にはごみ曜日、それからごみの種類、ここは資源

物ですよとか、そういった看板が基本的には付い

ているのですが、一部のステーションには管理さ

れる町内会の方から、ここは何か分別されないで

出されるのが多いだとか、なぜか出したステーシ

ョンを崩してごみを出していく人がいるだとか、

それぞれ、十人十色みたいなもので、そのステー

ション、ステーションで特色のある違反がありま

す。そういった状況を町内会の方と利用している

方と協議して、市のほうで連名の看板をつくるな

りして、表示もしておりますので、そういったこ

ともしているということを広報といいますか、町

内会の方と協調してやっていきたいと考えており

ます。 

○平賀貴幸委員 多くの方、悪気はないのだと思

うのです。その特徴を出すのもきっと、よくわか

らなかったりしてやっているのだと思うのですけ

れども。そこで、そういった表示に加えて、ＱＲ

コードがあって、それを、こういうことはやめて

くださいという字とともにＱＲコードがあって、

それを読み取るとやめてほしい分別の動画が流れ

てくるなんていう仕組みを取ると、ああそうか、

こういうふうにしては駄目なのだということをす

ぐスマートフォンで学べるわけです。そんな表示

を置くということも一つ意味があると思います

し、そのための動画つくることになりますから、

それはＳＮＳだとかホームページで網走市として

拡散すると、さらに効果が上がりますよね。そう

いった取組はきっと先進的なので、おそらくマス

コミも取り上げてくれるのではないかと私は思う

のですけれども、そんな取組もぜひ併せてやられ

たらと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 今、とてもいい御意見だ

と思いますので、例えば違反シールにＱＲコード

コードをつける、そうするとそれをスマホで見る

と違反の種類がよくわかると、そういった内容も

可能性、ちょっとできるかどうかも含めて検討し

てまいりたいと思います。 

○平賀貴幸委員 まさに袋なんかにもと思ってい

たのですけれども、その袋の中に貼ってあって、

ＱＲコード読んだら、すごく申し訳なさそうにご

めんねという感じで、実はこうやって分別してほ

しいのだとお願いするような動画が流れてくるで

すとか、いろいろなやり方が私はあるのだろうな

と思っていますので、ぜひ、ここもＩＣＴと言え

ばＩＣＴなのですけれども、工夫をしていただく

ことで人の気持ちに訴えるほうが実は分別はうま

くいくと、全国の先進事例見ているとあるのです

けれども、そこにＩＣＴを加えることでまだまだ

できることは、私はあるのだろうなと思っていま
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す。 

 それともう１点、高齢者を中心になかなか分別

が難しいということもありました。しかし一方で

中間処理を進めていくと、税負担が増すので市民

負担が実は増えるという側面もあるので、できれ

ば分別を細かくやったほうが本当はいいという考

え方も一方であって、そのバランスの取り方だと

は思うのですが、現状はしっかり分別しなければ

いけないというところが間違いないのだと思いま

す。そうすると、いろいろなところで、資源物の

集団回収を町内会ごととか団体でやっていらっし

ゃいますよね。そこに網走市が説明に赴いて、そ

こに説明員がいますよということを、通常はそう

いう会社のときは、町内会の回覧板だとかいろい

ろなお便りで知らせて集まってきますから、そこ

に行けばよくわからない分別の仕方を市の職員あ

るいはパトロールの方でもいいのですけれども、

指導しますよというようなお知らせをするという

ことで、月に１回くらい多分皆さんやっているの

かな、夏場、と思いますけれども、そういった対

応をすることで高齢者向けについてはもうちょっ

ときめ細やかな対応ができるようになるし、地域

の人たちも協力はもっと今よりしてくれるように

なるのではないかなと思うのですけれども、いか

がでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 集団回収で皆さんに協力

していただいておりますが、集団回収のやり方も

方法も様々ございまして、中には大きな、大きな

というか集積所を設けて、そこに自由に置いてく

ださいというところもございますが、先ほど委員

からございましたように、月に１回、日を決めて

集団回収を行う、そういった活動もありますの

で、そういった団体の方、私どものほうからそう

いう月１回やっているよという情報を得るのはち

ょっと難しいのですけれども、なるべくそういう

情報を収集したり、紹介していただいたりして、

そういったところで宅配トークの制度を活用して

日程を教えていただければ、出向いて説明をして

いきたいと考えております。 

○平賀貴幸委員 おそらく市民活動推進課が情報

を持っているはずですから、ぜひそこはアクセス

をして原課から働きかけをぜひしてみてくださ

い。結構効果的なのではないかなと思っておりま

す。 

 ところで伺いますけれども、今回ゼロエミッシ

ョンを目指すのだということが強調されて、市長

からもいろいろ答弁の中でもあるところですけれ

ども、これが仮に達成されるとかなりごみの埋立

ては減るのだろうなと思いますけれども、原課で

はどんなところまで進めたいとか、どのくらいの

インパクトがあるというイメージを持っていらっ

しゃるのですか。 

○近藤賢生活環境課長 ゼロエミッションを目指

すということは、とにかく埋めないということで

すので、そうすると何らかの中間処理で容積を減

量していくというのが一番大切な取組ですが、今

後その中間処理の方法についても、どのように行

うか検討をさせていただきたいと考えておりま

す。 

○平賀貴幸委員 今後の課題ということで、そこ

はいろいろな形でまた見ていきたいと思います。 

 最後の質問に移りますけれども、予算書65ペー

ジの介護人材確保事業です。先ほど、ケアマネ４

人分の予算が拡充されているのだということであ

りましたけれども、一方で介護福祉士確保対策事

業についてはほぼ半減なのかな、しておりまし

て、両事業合わせると予算は実は減額されている

のですけれども、どういう理由で全体としては減

額になったのか伺いたいと思います。 

○高橋善彦介護福祉課長 介護人材確保事業でご

ざいますが、こちらにつきましては、この事業の

中に確保、すみません、介護人材確保事業と介護

福祉士確保対策支援事業がございます。 

まず１点、増額の理由としましては、介護人材

確保事業につきましては、先ほど永本委員の御質

問の答弁のとおり、ケアマネの再研修受講料の補

助をする制度を創設したための増額となっている

ものでございます。 

また一方で介護福祉士対策支援事業につきまし

ては、実績等を鑑みて、今まで２名分予算措置し

ていたところを１名分としまして、こちらが減額

となっている状況でございます。 

○平賀貴幸委員 状況は理解をいたしました。引

き続き、確保はいろいろ大変だということも先ほ

ど答弁あったところなので、伺いますけれども、

介護保険計画を立案する前の介護保険だと思いま

すけれども、計画自体に人の確保、事前の確保を

盛り込むべきだということも含めて、いろいろ議

論してきた経過があるのですけれども、そもそも

の話です。この介護人材確保事業というのはなぜ
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必要なのか、見解を伺います。 

○高橋善彦介護福祉課長 本事業につきまして

は、５年前の平成28年度より、いわゆる団塊の世

代が75歳となる2025年を視野に入れながら、介護

人材不足を解消することを目的に、これまで事業

所との意見交換やヘルパーの資格である介護職員

初任者研修助成等を行ってきたところでございま

す。 

○平賀貴幸委員 すみません。それを行わなけれ

ばいけない理由は、なぜかということを伺ってい

るのですけれども。 

○高橋善彦介護福祉課長 兼ねてからの介護人材

不足というところが大きな問題となっているとこ

ろで、この事業を創設したことでございます。 

○平賀貴幸委員 人材が不足する理由は介護労働

が重労働だったり、３Ｋとかと言われるような状

況だったりする職場だという印象が強いからだと

思うのですけれども、その認識でよかったです

か。 

○高橋善彦介護福祉課長 お見込みのとおり、こ

れまで介護従事者に対する処遇改善など見直され

て、離職率も若干好転しているものの、未だ３Ｋ

労働や低賃金といったイメージが強く、介護人材

の確保が大変難しい状況が続いているものと思わ

れます。 

○平賀貴幸委員 それでは根本的には、介護労働

を重労働や３Ｋとかと言われる労働から解放しな

ければいけないのだということなのです。実は。

それで、じゃあどうするかということなのですけ

れども、先ほど廃棄物の課題の際には、可能な限

り、ごみを排出しないゼロエミッションを目指す

のだということであったところなのです。代表質

問でももちろん答弁でありました。ならば介護現

場のゼロエミッションに当たる物を考えると、こ

れ寝たきりゼロになるのです。努力すれば現在寝

たきりの方を寝たきりから脱出させるというこ

と、これできないわけではないです。ただ、相当

な労力と技術が必要ですので、そこは私は求めて

いません。なかなか難しいと思います。できれば

一番いいのですけれども求めていません。私が求

めているのは、今後の高齢者の方が年を重ねても

寝たきりにならずに済む福祉サービスの構築であ

って、医療でいえばリハビリの方向感になるわけ

です。ゼロエミッションを目指す網走市、あるい

は水谷市長が宣言をして、直ちにそのために必要

な事業を構築されるような予算化がされるわけで

はなくて、意識をそちらに向けながらも全体の事

業をその方向感に動かしていくことができるのだ

というところで廃棄物にはゼロエミッションとい

う、ちゃんとそういうメッセージ性の強い言葉を

打ち出しているのだと思うのです。であるなら

ば、介護現場においても寝たきりゼロは、ゼロエ

ミッションのようにしっかり打ち出すべきものだ

と私は思うのです。 

網走市あるいは水谷市長が寝たきりゼロを目指

すと宣言しても、直ちにそのために必要な事業が

構築されて予算化されるわけではありません。し

かし、意識をそちらに向けながら全体の事業をそ

の方向感で動かしていくというきっかけには大き

くなるのだと思います。ぜひ宣言してほしいと私

は思えるのですけれども、これまでも議論してき

ましたがいかがでしょうか。 

○高橋善彦介護福祉課長 ただいま御指摘のとお

り、寝たきりゼロを目指すことによって介護人材

の確保への一定の効果があるものと考えられると

ころではありますけれども、一方で在宅における

訪問介護の利用等、軽度者でも利用されているこ

とから、まだまだ人材の確保は必要であると認識

しております。 

○平賀貴幸委員 そこは私も同感でありますが、

人材の確保をするためにも、介護の現場を重労働

ではない現場に変えていくということをすれば、

介護で働く方々は集まりやすくなるわけです。ぜ

ひそういった状況をつくり出す努力もしていただ

きたい。寝たきりゼロを宣言することから、まず

予算や事業なく、まず志から始めるということが

ゼロエミッションと同じように大事だと思います

ので、ぜひ御検討いただきたいということを申し

上げて終わります。 

○山田庫司郎委員長 栗田委員。 

○栗田政男委員 私のほうから３点お尋ねをした

いと思います。時間も遅くなってきましたし、２

日目です。大変お疲れだと思いますが、もう少し

辛抱していただきたいと思います。 

 まずは一つ目、今回共同墓地のほうの合葬墓   

の予算が上がっているようになっていました。そ

の合葬墓について、市民の中にはすごく誤解をし

ている方がいるのです。実は僕もその内容につい

ては詳しく知らなかったのです。あえてここでお

尋ねをしたいのですが、そこに申し込んで納骨を
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した段階で、当然今回増築という言い方がいいの

か、増やすということ、増設するのでしょうか

ら、そういうふうになったときということはかな

り需要があるのだと思うのですが、最終的にその

お骨はどういうことになるのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 合葬墓の最終的にどうな

るかということなのですが、合葬墓、今潮見墓園

にございまして、そこに順次納骨をして使用して

いただいています。そういった関係で、市の合葬

墓については、そこから改葬するということは全

く考えておらずに、そのままずっと永代といいま

すか、ずっと残る形で考えております。 

○栗田政男委員 その疑問というのは、ある年

数、契約年数が過ぎるといっぱいになってしまう

ので、廃棄処分されてしまうのではないかと危惧

する市民がいたのですが、それは市として責任を

持って、半永久的に供養といったら変ですけれど

も、しっかりと供養していくという、管理してい

くということでよろしいですか。 

○近藤賢生活環境課長 おそらくその誤解をされ

た方のお心内を察するところ、例えば民間の合葬

墓といいますか、納骨堂というのが例えば20年契

約でその後無縁に改葬するだとか、何かそういう

いろいろなパターンがあるのを目にします。ただ

網走市の合葬墓につきましては、今ある合葬墓は

そのまま永代でずっと納骨したままで、移すこと

は考えておりません。そこから改葬することも全

く考えておりません。仮にそこがいっぱいになっ

たら、その隣にまたつくっていくようなプランを

立てていくのがベストではないかなと思うのです

が、そのときにはまた予算がかかる話なので、改

めて考えていく形になると思います。 

○栗田政男委員 それを聞いて安心しました。こ

のまちが今あるのは、そういう先祖、先住民も含

めて、そういう方々の御尽力によって今この網走

が、こうして私たちは生活できるのです。その最

後の部分なのですが、そういうものに対して、こ

れ宗教等は関係ないと思うのです。感謝の念を抱

きつつ、しっかりと供養していく、そういう心と

いうのが絶対忘れてはいけないことなので、そう

いう誤解が生まれるというのは民間の話もあるの

ですが、特に昨今心配しているのは墓じまいをし

たり墓を見る人がいない。特に網走の場合は、お

子様方が遠くに行ってしまって戻ってこない。ど

うするのだという。それがたまたま自分のお墓を

整理したいというときに、その今言った合葬墓で

すよね、そこに入れていただけるということも可

能なのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 基本的には網走に縁のあ

る方、網走にもともと住まわれた方ですとか本籍

のある方につきましては、全て入ることができま

すし、許可を出す形になっております。 

○栗田政男委員 ありがとうございます。本当に

それを聞いて安心しましたし、今後そういう需要

というのはかなり増えてくるような気がします。 

皆様の御存知のとおり、コロナの影響で葬儀の

在り方も大分変わってきております。大分小さ

な、家族だけ、身内だけの葬儀も多々多くなって

きているような気がします。それがいいことか、

悪いことかは別にして、やはりそれはある面で必

然的に起きてきていることではないかと考えま

す。そういう中で、この網走市でそういうふうに

対応していただけるということは、非常に安心感

があるのかなと思います。墓地の件はこれだけに

いたします。 

前にもお尋ねしているのですが、網走にある公

衆浴場の補助金50万円ということなのですが、僕

もたまに夜、街に出たときには利用するようにし

ているのですが、何分にも本当にこのままずっと

やっていけるのかなと本当に心配しながら、経営

状況も含めて。市のほうで補助を出しているとい

うことですから、大体の経営内容という中身の詳

しいことではなくても、人数とか利用範囲、今後

継続性なんていうのを認識を持ちながら携わって

いるのではないかと思うので、心配の意味からち

ょっとお伺いをしたいと思います。 

○細川英司健康福祉部参事 市のほうから50万円

の補助金を交付しておりますが、こちらの補助金

につきましては、網走市公衆浴場補助金交付要綱

に基づいて交付をいたしております。 

基準の算定方法、公式などございますけれど

も、細かい内容になりますので、この場では言葉

で説明するのは差し控えますけれども、内容とい

たしましては１日の平均入浴客数というのがござ

いまして、そちらを大人で換算したものが北海道

が示す基準の100％を下回るもの、市の要綱では

60％未満の場合は50万円の補助金の額ということ

になっております。 

ときわ湯さんの状況でございますけれども、毎

年必ず訪問というか事務手続等の関係で伺うこと
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になっておりまして、その際には必ず状況等聞き

取りといいますか、行ってまいるのですけれど

も、今年につきましてはコロナの影響というのが

当然考えられるのですけれども、思っていたより

もひどくはないというようなことでございまし

た。人数等につきましては、補助金の申請の際に

報告していただいているのですけれども、今年

度、１年間の見込といたしましては、入浴の人数

が6,119人、まだ換算の数字でございますけれど

も、前年度が１年間の入浴者人数といたしまして

6,370人というような人数でございます。 

○栗田政男委員 基準の下にやっているので、経

営内容云々ではないということは理解をさせてい

ただきました。これはほかの部分でも、僕もすご

く気になっていろいろ質問しているのですが、同

じものを同じようにずっと上がっているのは、あ

る面で怠慢ではないかなと思ってしまうのです。

私は。だからあえて聞いたのですが、やはりこれ

に関しては理解をしました。 

人数のほうも、もちろんあれなのですが、これ

からいくとまだいいのかなと、しばらくは継続で

きるのかなと思うのですが、あそこの経営形態

が、今息子さんと高齢のオーナーさんと二人で建

築廃材を燃料にして、要するに薪を焚いているの

です。そういう工夫をしながら、何とか経営をさ

れているということなので、もっともっとやはり

一人でも二人でも利用者が増えればなと。僕、前

にも言いましたけれども、理事者の皆さんもぜひ

とも１年に１回くらいは利用してあげていただけ

れば、何らかの助けになるのかなと思います。ほ

とんどの家で今、入浴設備がないところは少ない

と思うのです。全部とは言いませんが。そういう

ふうに考えたときに、その必然性というのがなか

なか大変な部分もあるのですが、やはり文化とい

う部分もありますし、いろいろなふれあい、今コ

ロナですからなかなか触れ合うというのが難しい

のですが、他人同士が。そういう部分から私はや

はりなるべく長く残ってほしいなと思う一人であ

ります。 

もう１点、先ほど来、ごみのお話は各委員のほ

うからされていました。昔、潮見にごみ捨て場が

あり、それが八坂に移って、八坂のときに私は議

員になったので、もういくばくもないと、余力

が。そういうときに大変苦労しながら、今の明治

の最終処分場を建設したということをよく見てき

ました。大変な作業ですし、住民とのアセスだと

か環境だとかいろいろなことをクリアしながら、

やっと見つけたのに、いやいやいやいやという暇

に、お祝いしている暇もなく、完成披露もする暇

もなく、もういっぱいになってくるのではないか

みたいな今議論が出ていて、非常に大変だなとい

う気がしております。 

特にその紙おむつというのは、多分子供さんは

出生数というのは下がっていますから、赤ちゃん

のおむつよりも高齢者の方たちのほうが多くなっ

ているのかなという気がするのですが、その処理

方法。私は今回の大空町からいただいたお話とい

うのは、本当にいい話だと思います。その中にま

た一つ、市長のほうからもありましたけれども、

１市５町の広域的なごみの処理体制というのをつ

くるというお話を聞いたので、これもまた、これ

以前からすごく議論して、実はしていたことなの

です。ただ、なかなか距離的なものもあって、広

域の広い範囲の中でそれを本当に実現できるのか

なというのが、長年の夢だったような気がしま

す。私はその議論をずっと皆さん、諸先輩の話も

聞きながら。 

そういうときに今回の内容、１市５町の連携、

これは予算上のことはちょっと関係ないのですけ

れども、そういうお話が出て、今後そういう方向

性が本当に出てくるとするならば、僕はすばらし

いことではないかと思うのですが、それについて

の今わかる範囲の進捗状況、方向性を教えていた

だければと思います。 

○近藤賢生活環境課長 ごみの広域化の関係でご

ざいますが、今年の２月に１市４町によるごみの

広域化に関する市長、町長会議を開催したところ

です。先ほどからの説明とも重複しますが、その

中で大空町長から更新を計画している中間処理施

設について、美幌町も含めた１市５町での広域利

用ができないかとの提案があったところです。 

 今後、年度内からも始めていきますが、担当者

間で話し合いを行い、検討を進めるという段階で

ございます。 

○栗田政男委員 直接今回が大空町のほうで受け

ていただくごみの部分とは別の話で、多分その新

規更新、大空町が新しく焼却場をするときに合わ

せての話ではないかと思うのですが、そういう理

解でよろしいですか。 

○近藤賢生活環境課長 この広域の話し合いは、
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新しく更新するものの内容についてでございま

す。 

○栗田政男委員 そういうことが本当に可能であ

れば、こんなすばらしいことはないのです。今ま

ではコストの面、輸送の面、いろいろな部分でこ

れはちょっと難しい。当市も明治に造る前、これ

は皆さんも御存知だと思うのですが、十分に知っ

ていると思うのですが、焼却炉の案はたくさん出

ていました。でも、やはりコストの面でこれは今

そこに踏み切れないということで管理型の埋立て

にしたというのが、これが誰もが知っていること

なのです。 

当市が独自に焼却場を持って、それで焼却でき

るような設備を全部できるのであれば、それはす

ばらしい、いいことなのでしょうが、これからの

人口減少全部を考えたときに、それで焼却の場合

はある程度のごみ量というのが必ず必要になると

思うのです。そうなったときに、本当にそれがで

きるのかといったときに、この１市５町が全てこ

ういうごみというものを一つの媒体としてつなが

っていくというのは、僕はすばらしい可能性を秘

めた、僕に言わせると神風が吹いたような気がし

てならないのです。 

ぜひとも前向きにこの辺は進めていただいて、

どこかが場所を提供していただいて、当然周りの

自治体はお金でフォローしなくてはいけない。そ

れには、今度輸送の範囲もいろいろなことで協力

体制が出てくると思うのです。これに対しては、

これ原課に聞いても仕方がないので、これ市長、

すごい可能性があると思うのですが、どうでしょ

うか。ちょっと自分の個人的見解で結構ですか

ら。 

○水谷洋一市長 ありがとうございます。栗田議

員と私も議員を一緒にさせていただいて、八坂か

ら明治に持ってくるときに、場所をどこにするか

ということで大変議論があって。ごみ問題で一番

大変だったのは、やはり場所、あと中間処理の在

り方、これがクリアできない限り、ごみ問題とい

うのは実は解決、なかなか難しかった。過去を振

り返りますと、ごみの懇話会をつくっていただい

たときに徹底した分別をやっていこうと。網走の

八坂のごみの出し方というのは、もう北海道でも

なかなかすごいごみの出し方しているぞと。全部

混ぜて出しているぞと。それもぼんぼん捨ててい

るのだというようなことが議論になりまして、網

走はある意味、循環社会を目指していこうと。徹

底した分別をしていってリサイクルやっていこう

というような流れに、もうこれは十数年前です

ね、やったわけでありますけれども。そうした人

たちも、当時、先ほど課長から答弁ありましたけ

れども、まだ当時は多分十数％の高齢化率だった

と思います。今はもう32％ほど。そこの部分が、

住民懇談会等に行きましても、やはり高齢化に伴

うごみの分別が苦しくなってきているというよう

な御意見も一方であり、ブラックアウトでのごみ

がそのまま埋めざるを得なかったとか。あとは、

課長からもありましたように、火災の罹災ごみと

か、そうしたものがどうしても埋めなければいけ

ないということで、逼迫してきていましたよとい

う中で、１市４町、今まで本当に、今回企画のほ

うで定住自立圏の拡大をやっていこうと。それ

は、やはりここ数年間、医療の問題だとか、ごみ

の問題だとかで、やはり各自治体とコミュニケー

ションがあったことを一つの契機として、ごみ問

題も各自治体それぞれ課題を抱えております。私

どもだけではなく、各自治体が抱えておりまし

て、これを一つの契機としてごみ問題も考えてい

こうではないかというようなことで皆さんとお話

をしたところ、やはりここは一つ一緒に考えて、

中間処理の仕方を考えていこうではないかという

ようなことになりました。 

 美幌町長も、やはりこの問題というのは喫緊の

課題であるので、一緒に考えていこうではないか

という申し出も大空町長を通じてありまして、そ

こで一緒にごみの在り方というのを広域で考えて

いこうということであります。 

 人口減少、そのものでございまして、ごみは人

口が減ることによってごみは多分減っていくのだ

ろうと。そのことにおいての中間処理の在り方と

いうのは、どうしたらいいのかということを時間

がかけられない状況だとは思いますけれども、じ

っくりと御意見等を得ながら、各自治体とも議論

に対して前向きに取り組んでいきたいと、こう思

っておりますので、ぜひ今日おられる議員の皆さ

んと市民の皆さんには次のごみの在り方について

の御理解と、そして一方で徹底したごみの分別を

心からお願いを申し上げたいと、このように思っ

ているところでございます。 

○栗田政男委員 考え方、そういうお話の経緯、

お聞きをして、当然この人口減少はしばらくの間
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続くというのは誰にも止めることはできません。

じゃあこの地域、このまましぼむだけかといった

ら、小さくなっても何か創意工夫でできることっ

ていっぱい出てくると思います。ごみの問題しか

り、教育の問題しかり、まして医療の問題などは

当然広域で、全体でカバーしていかないとやって

いけません。そういう助け合いがやはり一つ、い

ろいろな時代背景の中でこういうふうに生まれて

やっていけるということはすばらしいことです

し、今後はこの地域全体がもっと広いエリアです

ばらしい協力、協働のまちづくりを進めていける

ように、我々議員側からもいろいろな交流を深め

てつくっていかなければ、今後やはりこの事業の

未来はないのかなと思います。 

 一つのごみが契機なのですが、市長もそんなに

時間はないとは言っているけれども、僕はそんな

に慌てることもないような気がします。一生懸命

頑張って減量すれば、必然的にまだまだ延命する

時間もございますし、ゆっくり、じっくりと考え

ながら、みんなで、自分ごととしてしっかりやっ

ていただければと思います。これは希望と要望は

言ってどうのこうのではないのですが、希望を持

って締めたいと思います。ありがとうございまし

た。 

○山田庫司郎委員長 松浦委員。 

○松浦敏司委員 私のほうからも幾つか質問させ

ていただきます。 

 はじめに、民生委員の活動費についてでありま

す。この事業費として850万円計上されておりま

すが、この予算の内訳について、まず伺います。 

○結城慎二社会福祉課長 850万円の内訳でござ

いますが、民生委員の皆様にお支払いする活動

費、年額で８万200円掛ける人数分の予算でござ

います。 

○松浦敏司委員 わかりました。基本的には有償

のボランティアということ、活動費ですから。そ

れで民生委員のなり手がなかなかいなくて欠員の

状況があると思いますが、現在欠員というのはど

れくらいいらっしゃるのか伺います。 

○結城慎二社会福祉課長 ２月末現在での欠員で

ございますが、児童委員の欠員はございません

が、民生委員につきましては４名の欠員が生じて

おります。 

○松浦敏司委員 それで民生委員がいないという

ことは、その地域にとって非常に問題になってく

ると思うのですが、例えばそういった地域につい

ては誰かが応援に入るとか、そういったことをし

てやりくりしていると言いますか、そんなふうに

なっているのでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課長 欠員となっている区域

につきましては、近隣の区域の民生委員さんが対

応できる範囲で、相談等の対応にあたっていると

伺っております。 

○松浦敏司委員 そこで、例えば一定の地域が長

年欠員のままで苦しんでいるというようなところ

もひょっとしたらあるのではないかと思うのです

が、その辺はわかりますか。 

○結城慎二社会福祉課長 区域については大変申

し訳ありません。今持ち合わせておりませんけれ

ども、いずれにせよ欠員が生じている区域につき

ましては、民生委員、児童委員、連盟網走市支部

と協議の上、欠員を埋めるべく様々な取組を進め

ている状況でございます。 

○松浦敏司委員 以前、網走の市議会と民生委員

の人たちとの役員の人たちとの交流があって、そ

のときも欠員の問題の話がありました。なかなか

皆さん、仕事を持っている人も中にはいらっしゃ

るということで、大変な思いをして活動している

と思います。民生委員の皆さんは生活保護の世帯

だとか、一人暮らしの高齢者だとか、障がい者だ

とか、そういった人たちのところを定期的に訪問

したり、情報をつかむのだと思うのですが、そう

いった認識でよかったでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課長 区域において見守りだ

とか、声掛けが必要な方に訪問あるいは常時の訪

問に至らないまでも見守りだとか相談に乗る、そ

ういった活動をしていただいていると承知してお

ります。 

○松浦敏司委員 実は私、ある高齢者から相談を

受けまして、自分が、その人はたまたま生活保護

を受けている方ですが、もう七、八年になるけれ

ども実は民生委員の人と会ったことがないという

話を聞いて驚いたわけです。ひょっとしたら欠員

の状況があって、それからタイミングが悪くて会

えなかったのかなというふうにも思ったりも、私

は善意に受け止めました。やはり、そういう意味

では訪問をしたときに、民生委員さんはもし留守

だったところには、ちゃんと来ましたよという証

明を残すためにも名刺１枚でもあれば、随分違う

のだろうと思います。やはり、その人によれば自
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分が何かちゃんと民生委員の人が見てくれていな

いみたいな印象を持つものですから、そういった

ことやはりよくないと思うので、その辺どんなふ

うにお考えでしょうか。 

○結城慎二社会福祉課長 生活保護を受けている

方への見守り相談対応という部分でいきますと、

生活保護受給開始されたとき、あるいは転居され

たとき等には区域の民生委員さんに通知をお手紙

で出しております。また年に一度改めてというこ

とになりますけれども、区域内にいる方の生活保

護の受給されている方のリストを送付して、相談

等の対応をお願いしているわけでございますけれ

ども、これについては生活保護法におきまして、

民生委員さんが生活保護の実施に対して協力する

義務を有しているということが背景にございま

す。民生委員に対して、この区域内の保護世帯へ

の見守りや相談等の実施を期待をして行っている

わけでございますけれども、ただそれをもって定

期的な訪問を我々が義務付けることはなかなかで

きない。活動の中で、活動の範囲の中でやってい

ただくということになります。 

 今、委員がおっしゃった例がどのような理由に

なるのか承知しませんけれども、一つその民生委

員が見守っているよということを示す意味で一つ

ヒントを頂いたと思っておりますので、今後民事

連とも意見交換の中でお話をしてまいりたいと思

います。 

○松浦敏司委員 やはりそういったときに来たよ

ということがわかるようなものにしていただきた

いと思います。 

 次に移ります。 

 生活保護の関係ですが、たくさんの委員が質問

をしていただきました。最後の砦と言われてい

る、憲法25条からいう生活保護なわけですけれど

も、本来、しっかりとした政治が行われていれ

ば、生活保護を受けなくてもいいのかもしれませ

んが、なぜか菅首相は軽々に生活保護があります

からということを言われて、何だろうなと私は非

常に一国の総理大臣がそんなこと軽々しく言って

ほしくないと、自らの政治の責任だというふうに

考えてほしかったですが、そういう言葉を聞いて

がっかりした記憶を持っております。 

それはそれとして、今年の予算を見てみます

と、昨年と比べると754万6,000円ほど増額となっ

ております。ただ、昨年は、昨年の当初予算でい

うと1,711万5,000円ということで、増えたとはい

ってもその前からするとまだ減ったままというこ

となわけです。これは安倍政権のもとで、2018年

から３年間段階的に扶助費を削減するというよう

なこともありました。当市ではそんなに影響はな

いかと思うのですが、そのせいなのかわかりませ

んが、こんな状況になっているのですが、その辺

まず影響について伺いたいと思います。 

○結城慎二社会福祉課長 まず、生活保護基準の

見直しの関係でございますが、委員御指摘のとお

り、この間３年間をかけて見直しが行われてきま

した。令和２年の10月が３年目ということになり

ますけれども、これは全国の、例えば人口規模で

あるとかで、級地に分かれているわけなのですけ

れども、網走は３級地の１という区域区分に該当

します。この見直しの部分、都市部では大きくマ

イナスになるというふうになるのですけれども、

網走、この３級地の１という網走では、基準見直

し前とほぼ同等か、もしくは増額となっている世

帯がほとんどの状況になっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。それで、昨年コ

ロナ禍において、この生活保護受給者においても

手洗い、うがい、マスクということでありますけ

れども、こういった受給世帯に対してマスクを支

給だとかそういったことは行っているのでしょう

か。 

○結城慎二社会福祉課長 生活保護受給世帯に対

してマスク等の配付は行っておりません。 

○松浦敏司委員 多分アベノマスクは届いている

と思うのですけれども、ほとんど役に立たないと

言いますか、あまり人気がないものですから。い

ずれにしても、そういう意味では、僕は生活保護

受給者というのは新たな経費がかかっている、あ

るいは家からあまり出ないというようなことをし

ないと、マスクがないで外に出るとやはりいろい

ろ言われますから、そういう意味では非常に御苦

労なさっているのだろうなと思っています。そう

いう点では大変申し訳ないことだなと思います

し、こういうコロナ禍で苦しんでいるのに、実は

菅政権というのは、この扶助費を昨年、最後の削

減である昨年10月に最後の削減をしたということ

で、網走においては直接影響はないけれども、全

国的にはそういう形で、貧富の差がさらに広がる

というような状況になったと思っております。 

 そこで伺いたいのですが、昨年の、先ほど来の
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質疑の中で相談件数が100件を超えるというよう

なお話もあったかと思うのですが、昨年１年間で

何件相談があったのか、そのうち新たに受給した

世帯というのは、アバウトでもいいのですけれど

も、教えていただきたい。 

○結城慎二社会福祉課長 令和２年度ということ

でよろしいでしょうか。令和２年度でいきます

と、１月末現在でいうと相談件数が98件、うち申

請決定件数が39件となっております。 

○松浦敏司委員 つまり、半分以下になると思う

のですが、これは相談はあったけれども、結果と

して受給の資格が当たらないといいますか、受給

の対象とならない、あるいは辞退するだとか、そ

ういったことによってこういう数字なのか、その

辺アバウトでもいいのですが伺いたいと思いま

す。 

○結城慎二社会福祉課長 この相談の98件の中に

は、これ延べ人数になりますから重複している部

分もあります。実人数は何人なのだというと、そ

こは大変申し訳ありません。持ち合わせておりま

せん。中には申請に至らないこともあろうかと思

いますけれども、例えば申請の段階での聞き取り

で、まだ預貯金等の金融資産等が多額にあるだと

か、そういったことも考えられるかと思います。

基本的には、先ほども申し上げましたが、例えば

自動車を所有しているからそれを処分しなければ

駄目よ、家族に相談しなくては駄目よというよう

なスタンスは取っておりませんので、今申し上げ

たような理由が多かったのではないかと思いま

す。 

○松浦敏司委員 先ほどの質疑の中でも高齢者と

いうのが315世帯ということで、全体の62.6％と

いうような答弁があったということで、2.3％ほ

どアップしているということで、受給者の大半は

高齢者だというのはわかりました。 

それで、ここ数年の受給の状況というのは減っ

てきているように思うのですが、傾向としてはど

んなふうになっているのか伺いたいと思います。 

○結城慎二社会福祉課長 過去５年の傾向でいい

ますと、29年の例えば２月末でいきますと、世帯

数で533でしたが、毎年減少を続けまして、本年

２月末でいうと503世帯、人数でいきますと29年

の706人から614人に減っております。 

 一方、高齢者でいきますと、65歳以上の人数で

いきますと、29年が348人から令和３年の361人と

増加をしている。つまりは高齢化の傾向が強くな

っているということが言えると思います。 

○松浦敏司委員 わかりました。それで受給者の

減少というのは、一般的にはコロナでこれほど大

変な状況になっているので増えるのかなと思った

ら、実は意外とそうでもない。中小企業の倒産を

見ても、昨年は意外と思ったより少ないというの

は、多分これは国の支援策あるいは道の支援、そ

れから網走市の支援というのがあって、多分いわ

ゆる網走市民の中においても相当厳しい中ではあ

っても、何とか今やりくりをしているのかなとい

うふうにも思います。 

 それで、それはそれとしてそうは思うのです

が、もう一つの関係で言うと、先ほど来ありまし

たように扶養照会というのがありますよね。国会

の議論の中で厚生労働大臣が扶養照会というの

は、義務ではないですというふうに言ったので、

当然そういったことでそういった厚労大臣から連

絡が来ているかと思ったら、私が思ったような内

容ではなかったと、代表質問の中で。そういうふ

うにあって、現実に今でいう網走市での扶養照会

という関係でいうと、どういう内容として受け止

めて対応しているのか確認したいと思います。 

○結城慎二社会福祉課長 委員おっしゃったよう

な国会でのやり取りがあったことは、私も承知し

ております。それを受けてかどうかは分かりませ

んが、２月26日に国からの通知がありまして、こ

れまでの扶養義務者に対する直接照会に関して、

直接に照会を行うことが真に適当ではない場合と

して例が拡大をされました。例えば、ＤＶや虐待

等の経緯がある場合や、長期入院者、主たる生計

維持者ではない被稼働者、未成年、おおむね70歳

以上の高齢者、そして20年間音信不通である者と

いうのがこれまでの考えだったのですけれども、

この20年音信不通というのが10年に短縮されたこ

とに加えまして、その当該扶養義務者に借金を重

ねている場合、あるいは相続をめぐり対立をして

いるなど事情がある場合、そして縁を切られてい

るなど著しい関係不良がある場合も扶養照会、直

接照会を行うことが適当ではない場合として取り

扱うことが可能となっているということになって

います。 

 なお、この変更については令和３年３月１日か

ら適用されることになっておりますので、当市に

おいてもこの形に準じて適用してまいりたいと考
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えております。 

○松浦敏司委員 私が想像していたより相当きつ

いのかなと思います。これ、ある団体のアンケー

トでいうと、生活保護を受けたいのだけれども、

受けていない理由で最も多いのは何かというと、

家族や親戚に知られるのが嫌だというのが多いと

いうことなのです。つまり、この扶養照会という

のは非常に、私も何人か、何人かというか相当相

談を受けていますが、やはりそこが非常に皆さん

神経を使うというか、知られたくないなというの

があるのです。だからそういう意味では、これは

一つのネックになっているのだろうなということ

で、引き続きこれは改善していくように望むしか

ないかなと思います。 

 それで、もう一つ伺いたいのは、先ほど平賀委

員も言っておりましたけれども、自営業者の中で

今懸命にコロナ禍で奮闘して何とか店を閉じない

ようにして奮闘していると。しかし、どうしても

耐えきれないという状況が実はこれからなので

す。大体何人かに私も伺いましたけれども、国の

持続化だとか家賃あるいは道の支援、そして市の

30万円とかありますけれども、これが大体この３

月あるいは４月あたりで切れるというふうに、私

の聞いている限りではそういうふうに言っていま

した。このまま続いたらなんぼ頑張っても４月か

な、あとはどうしたらいいかなというふうに言っ

ている人が、私の知っている限りで何人かいま

す。そういう人たちに対して、やはりそういう商

売をやっていても基準を満たすのであれば、やは

り生活保護を受けて、そして経営が成り立つ、暮

らしが成り立つと、自殺に追い込まれないよう

な、そういう支援をしていく必要があると思うの

ですが、その辺確認したいと思います。 

○結城慎二社会福祉課長 生活保護の基準は様々

ございますので、一律に商売をやっていても経営

が苦しいから生活保護は大丈夫だよということは

軽々には申し上げることはできないと思います。

平賀委員の答弁でも申し上げましたけれども、で

すから何よりも相談ということが重要になるかと

思います。その相談の上で、やはり生活保護の申

請にも至らない場合もありますし、そうであれば

また違う相談機関を御紹介するということになり

ますから、まずは相談できる体制を、相談できる

ということを周知してまいりたいと思います。 

○松浦敏司委員 わかりました。生活保護につい

ては終わりにしたいと思います。 

 次に一般廃棄物についてです。これもたくさん

の委員の皆さん質問していただきまして、私の質

問するのはごくわずかになりましたけれども、先

ほど栗田委員の議論の中で、いわゆる１市５町で

の中間処理施設ということの、そういう方向で新

規のものをつくる方向で今考えているということ

です。それはそれで後ほど議論しますが、今ある

明治の最終処分場というのは、私も水谷市長が議

員のときにいろいろお話し合いをして、意外と意

見が合ったというふうに思っています。本当に埋

立てをせざるを得ない状況だったのです、当時。

廃プラ以外についてのプラスチックは、どこも引

き取れないから網走のようなところでは、埋めざ

るを得ないような状況があったと。それはそれで

やむを得ない事情があったと思うのですが。 

ただ、私がちょっとこれは問題かなと思ったの

は、生ごみについては当初開設といいますか、あ

そこができた当初、順調に生ごみが処理されてい

て、そして残渣もほとんど出ないような状況で極

めて順調だというふうな説明も受けていたと。そ

れがそうではなくて、その後いろいろな物が入っ

ていて、そして増設をしなければならないような

状況になっているというようなことで、今回も今

も工事をなさっているということでありますけれ

ども、そういう意味では生ごみに対する考え方と

いいますか、量も含めて、あるいはそういうトラ

ブルも含めて、いわゆる最初の段階での見積りが

甘かったのではないかと私は思うのですが、その

辺伺いたいと思います。 

○近藤賢生活環境課長 生ごみの堆肥化施設です

が、まず入口では破袋機という機械で袋と袋の中

身を分ける工程があります。最初のうちは分別を

された率が非常に高かったと思います。それでう

まく回っていたところですが、その後、生ごみの

中にいろいろな、間違って衣類だとか、生ごみで

はない破袋機に絡んでしまうような物が入ること

が多くあり、しょっちゅう破袋機が停止してしま

うというような事態に陥ってしまいました。 

 そういったことで、今後もそういった物を生ご

みの中に、ストッキングですとか、そういう破袋

機に悪影響を与える物は本当に入れないでほしい

ということを改めて啓発を進めていきたいと考え

ております。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、分別が本来
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徹底しなければならないのがだんだん悪くなった

というような結果としてこういうような状況があ

ると。それはそれでわかりました。 

 それで、その結果として現在までにどれくらい

生ごみが埋立てとして埋められているのでしょう

か。 

○近藤賢生活環境課長 生ごみの残渣ですが、決

算委員会のときに資料で示している内容で説明し

ますと、生ごみとして、例えば平成31年度は生ご

みとして集めた物が3,261トンありましたが、生

ごみの残渣か2,200トンと、こういった状況が続

いておりまして、このたびの改良でこれを改善し

て４月以降はきちんと処理をするということで考

えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。生ごみはきちん

とやれば堆肥化になるわけですから。それで、今

現在、これは埋立てしているわけですから、私が

気になるのは悪臭といいますか、あるのではない

かと思います。その辺、現状どんなふうに管理し

ているのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 埋立処理に関しまして

は、鳥獣が寄るような物は即覆土をして管理をし

ております。ただ鳥獣が集まるような物は、基本

的には入れないという形で進めてまいりましたの

で、その辺も４月以降は改善を図っていきたいと

考えております。 

○松浦敏司委員 それで本題に入りたいのです

が、中間処理施設で焼却をするということで。た

だ、当初明治の施設を建てる前段の中で議論があ

ったのは、おむつ類については一つの方法として

乾燥させてリサイクルする技術が当時始まってい

て、これがうまくいけばそういう方向でやりたい

のだというような考え方も示されていたのです。

それと今回のこの中間処理施設は、ちょっと処理

の仕方が違うのだろうと思うのですが、そのもう

一つの当初考え方のほうはどんなふうになるので

しょう。 

○近藤賢生活環境課長 広域で考えているのは、

中間処理を考えていくということで進めていま

す。また網走で出る紙おむつにつきましては、市

内でリサイクルして使う方法もあればそこも模索

することとし、広域で中間処理をすることがいい

のか、それは当市の状況に見合った方法を選択し

てまいりたいと考えております。 

○松浦敏司委員 その方向は諦めているわけでは

ない、そういう方向は今後も追求していくという

ことで分かりました。 

 それで焼却というのは、一番問題なのは最低限

のごみが必要だということなのです。これ、途中

でやめるというのはダイオキシンのもとになると

いうようなこともある。そういう意味では循環型

からいうと若干問題があって、それから何よりも

ＣＯ₂との関係がどうなるのかという問題。それ

とどんな焼却施設なのかわかりませんけれども、

一定の高額な事業費がかかるのではないかと思う

のですが。それと普通は焼却施設の場合は炉が二

つあって、それを交替交替でやったりするのでは

ないかと私は認識しているのですが、イメージと

してはどんなふうなものなのでしょう。 

○近藤賢生活環境課長 広域で考えているのは、

今のところまだ中間処理施設ということで、まだ

その中間処理の方法についてもこれから議論して

く形になりますので、その方法、方式については

今後考えていくことになります。 

○松浦敏司委員 わかりました。それは委ねるし

かないと思います。 

 それで、多分これもこれからなのでしょうけれ

ども、そういった場合、公としてやるのか民間に

委託してやるのかということも当然出てくるので

はないかと思うのですが、その辺の考え方という

のもまだこれからということでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 広域処理の方式も、例え

ば一つの市町村がつくって、そこに委託をする、

これから委託をするとか、あと広域連合だとか事

務組合だとかいろいろあるのですが、全部これか

らという議論になります。 

○松浦敏司委員 全てこれからということで分か

りました。 

 それで、あと廃プラの関係でいうと、廃プラで

はないプラスチックの処分というのも、今、実は

昨年政府が決定したプラスチック資源循環戦略の

具現化のために資源循環高度化設備導入促進事業

というようなことで新年度に予算が入っておりま

した。私が注目したのは、今通常国会に提出され

るプラスチック資源循環促進法というのがあっ

て、従来から分別回収してきた家庭の容器包装プ

ラスチックごみに加えて、この玩具だとか食器だ

とか日用品等のプラスチック製品についてもプラ

スチック資源として市町村が一括回収する仕組み

をつくると。製造者にはリサイクルしやすい設計
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や、ワンウェイ製品に代替素材を使うことを求め

ております。しかし、肝心なリユース、削減につ

いては消極的な状況のようですが、この政府の動

きについて、原課としてはどんなふうに評価して

いるのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 その他の容器包装以外の

その他のプラスチックのリサイクルの関係です

が、従前より各自治体から高齢者の方が、特に容

器包装プラスチックと普通のプラスチックの違い

がわかりづらいから、何とか一括回収できないか

という要望は出ていたところがあります。そうい

ったことで今回その法律が検討され、令和４年度

中の施行を目指しているという情報が入ってきた

ところです。今後もその法律に基づきまして、お

そらくプラスチックのリサイクル施設の開業とか

も出てくると思いますので、そういったものの補

助金のメニューとかも出てくると思いますので、

国からの情報を注視して、新たなリサイクルに対

応できるようにしてまいりたいと考えておりま

す。 

○松浦敏司委員 今後のそういった、私自身もな

かなか紛らわしいですよね。いろいろなこれがど

っちなのだと。マークを探すのも目が悪いから見

えないとか、本当に年を取れば取るほど混乱しま

す。ぜひそれは一括して処理できると。そして何

よりも埋立てしなくてもいいようになるようにぜ

ひ進めていってほしいと思います。 

 次に、合葬墓についてです。先ほど栗田委員か

らも質疑がありました。私、ある市民から自分も

将来入りたいのだけれども、随分人気があるよう

なので、自分が入るときまであるのだろうかとい

う心配も、相談も受けて、それで今回この質問を

することにしたのですが、今現在納骨できる数に

対してどれくらい納骨がされているのか。あるい

は予約もあるはずですけれども、それはどのくら

いあるのか伺います。 

○近藤賢生活環境課長 合葬墓の利用状況でござ

いますが、３月11日の時点で638体の方が埋葬さ

れております。それで合葬墓の容積なのですけれ

ども、大体2,000体ほどは埋葬できるのではない

かという見込みを持っております。そして、生前

の申込み、予約的な感じなのですが、その生前の

申込数は３月11日時点で458件です。生前の申込

みもだんだん増えていく状況にあります。また埋

葬についても大体年間100に近いような方が埋葬

されている状況です。 

○松浦敏司委員 それにしても埋葬できる2,000

体のうち半分を超したのですね。それくらいまで

あると。予約も入れるということでわかりまし

た。身内が少ない、子供が少ないというようなこ

とからも墓を守ることができないということで、

私も墓守していますが大変です。だから、やはり

気持ちとしては大変よくわかります。私もそうい

うふうに入りたいけれども、守っている墓がある

からそこに入るのだろうなと思っています。 

 次に移りますが、墓誌について今回予算が出て

おりますが、私、他の市の方から網走、墓誌書い

ているのですねということで、そうですよと言っ

たら、これ拒否する人いないのですかというよう

な話も出て、あまりそんな聞いたことないのです

がというようなことで、あえて伺うのですが、網

走市としてはどういう形でこの墓誌に名前を入れ

るというふうになっているのか伺います。 

○近藤賢生活環境課長 今回、墓誌の増設の予算

が計上したところでございますが、墓誌ですが、

当初は設計した段階ではそんなに墓誌を希望する

方はいらっしゃらないだろうということで、初代

の墓誌といいますか、１基目の墓誌は非常に小さ

い墓誌でございました。それがすぐに埋まってし

まった。それから今二つ目の墓誌があるのです

が、この今先ほど年間100体ほどの埋葬があると

いう説明をしたのですが、墓誌に書かれる方もほ

とんどの方が墓誌に名前を記載したいという方が

いらっしゃいまして、どんどん埋まっている状況

でございますので、そこは市民のニーズに応えて

検討していく課題と考えております。 

○松浦敏司委員 それは要望に応えるのは当然だ

と思いますから、推進してほしいと思います。 

 次に移ります。 

 子ども医療費についてです。これも他の委員か

ら質問がありました。8,746万円で前年よりは若

干、235万円ほど減っております。伺いますが、

保護者の医療費の窓口負担というのが１割になっ

ているのですけれども、それで非常に喜ばれてい

ると。受診状況についてここ数年のもしわかれば

伺いたいと思います。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 受診状況につきま

しては、平成30年度延べ件数は４万2,624件、金

額は8,110万1,000円、31年度は４万1,031件、

7,717万5,000円、今年度はまだちょっと見込みで
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すが４万2,323件、8,342万3,000円と見込んでお

ります。こちらはちょっと見込みのため、ちょっ

と増額という形にはなっております。 

○松浦敏司委員 やはり１割負担ということで、

３割のときよりは喜ばれていると思います。それ

でこれによって……それはそれでいいです。 

 高校３年生まで入れて、３人いる世帯は３人目

から負担ゼロというふうになるのですが、この関

係で先ほどもありましたけれども、一旦窓口に払

ってというのがあるのです。それはそれでわかる

のですが、問題は低所得の方が困るのです。私も

相談受けて、それはうれしいのだけれども、一旦

窓口で払う、月末にそういった状況が起きたとき

に大変困るのですよねというような話もあって、

何かこの改善する方法はないのかということで、

あえて伺うのですが、その辺伺いたいと思いま

す。 

○小沼麻紀子育て支援課参事 こちら、先ほども

出ていたように３子目ということになりますの

で、システム改修等もなってきますので、そちら

のほうは１割、どうしてもちょっと今のところは

負担していただくということになりますので、払

戻しのほうをすぐ来ていただければ月に２回お支

払いすることとかも可能ですので、そちらのほう

で対応をお願いしたいと思っております。 

○松浦敏司委員 できるだけ負担のない形にして

ほしいものだと思います。 

 時間がないので次に移りますが、最後の質問に

なります。コロナ禍における高齢者など低所得者

への支援についてであります。これは私、高齢者

の方から電話をいただきまして、今、この間、網

走市が取り組んでいる飲食店や宿泊業あるいは交

通機関、そういったところに支援しているのには

非常に支持するといいますか、よくやっていると

いう声でした。同時に一方でこういった高齢者で

年金生活者で、そして年金もマクロ経済スライド

制とかということで、減ってくるというような状

況の中で、新たな、自分たちはなんぼ年寄りで

も、手洗い、うがい、マスクは必要なのだと。月

にかかる経費、多いときには1,500円とか2,000円

くらいかかるのだと。それは誰も面倒見てくれな

い。自分の出費が増えるだけなのだということ

で、これ何とか市のほうで考えてほしいのだとい

うことを受けまして、私もその電話を受けてはっ

と気がついて、確かにそうだと、一定の収入のあ

る人はそれはできますけれども、収入の限られた

人がさらにこういった形で、特にマスクなどは一

時大変な金額がしましたから、余計大変だったと

思うのです。そういう点で、ぜひ何らかの支援を

できないものかと。年に１万円でも２万円でもい

いからしてほしいのだという、それは気持ちでい

いのだというような電話でありました。それはそ

れで私もそのとおりだというふうに受け止めまし

たので、それはぜひ伝えなくてはならないという

ことで、あえて今日取り上げたのですが、この辺

での考え方について伺いたいと思います。 

○細川英司健康福祉部参事 市ではこれまで新型

コロナウイルス感染症といたしまして、大きく分

けまして感染症防止対策、生活支援対策、経済対

策を講じてまいりました。感染防止対策につきま

しては、市内の医療機関、介護、障がいサービス

施設などのエッセンシャルワークをつかさどる事

業者の方を対象に、生活支援対策は主に子育て世

帯を対象に、経済対策は観光、飲食店、交通サー

ビス事業者を中心とした市内各事業者さんを対象

に、コロナ禍の下市民生活に与える影響に注視し

ながら、必要に応じて必要な対策を講じてまいり

ました。 

 こうした中で、国の特別定額給付金は全市民を

対象といたしまして、一人当たり一律10万円を給

付する事業でございまして、市は特別定額給付金

給付事業の実施主体といたしまして、昨年５月に

申請受付を開始いたしまして、給付を行っており

ます。 

 今後の支援につきましては、国の動向を注視し

てまいりたいと考えております。 

○松浦敏司委員 いろいろやってきたのは私も知

っておりますが、ただこういった一般市民で高齢

者の方で収入の少ない人たちに対しての、やはり

対応というのは考える必要があるのだろうと。市

長も大分うなずいておりましたので、少しはそう

いう方向を考えていただけるのかなと思うのです

が、新年度では当然ありません。今後のこととし

てぜひ受け止めていただいて、何らかの対応を求

めて、私の質問を終わります。 

○山田庫司郎委員長 もう質問はありませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

以上で、本日の日程であります一般会計の歳出

のうち、民生費、衛生費及びその特定財源に関す

る歳入の細部質疑を終了しました。 
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 本日は、これで散会といたします。 

 再開は、15日午前10時としますから、参集願い

ます。 

 大変御苦労さまでした。 

午後５時59分 散会 

 

 

 

 

 


